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平成２１年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２１年１０月７日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ４号 平成２０年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件 

議案第 ５号 平成２０年度上富良野町企業会計決算認定の件 
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   委 員      渡 部 洋 己 君           委 員      佐 川 典 子 君            

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）    ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        向 山 富 夫 君             副 町 長        田 浦 孝 道 君         
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 町民生活課長        田 中 利 幸 君             建設水道課長        北 向 一 博 君         

 技術審査担当課長        松 本 隆 二 君     公園整備担当課長        菊 地 昭 男 君 

 農業委員会事務局長        菊 地 哲 雄 君     教育振興課長        前 田   満 君         

 ラベンダーハイツ所長        大 場 富 蔵 君             町立病院事務長  松 田 宏 二 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        中 田 繁 利 君             主 査        深 山  悟 君         
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（中田繁利君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ちまして、議長と町長から

ごあいさつをいただきます。 

 初めに、議長からごあいさつをいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから３日間決算特別委員会ということで、

大変御苦労さまでございます。この決算特別委員会

は、平成２０年度の予算特別委員会で皆さん方に御

審議をいただきましたものが、１年かけて実行され

たわけでありますけれども、その結果について検証

するわけであります。行政の最小の経費で最大の効

果を上げるということでありますけれども、この決

算の内容に当たりまして、行政効果がどれだけ発揮

されたのか、またその結果として経済効果がどれだ

けあらわれたのか、さまざまな視点から皆さん方に

御審議をいただくだろうと思います。この決算がこ

れからの今後の改善と、また反省事項の把握をいた

しまして、来年度の予算に向けてまた活用していた

だければありがたいかなと思うところでございま

す。 

 それぞれ主要成果の報告書も提出されております

し、また監査委員の方からも意見が出されておりま

すけれども、今までになく詳しく非常に内容を十分

検討された中で出されている監査意見書かなという

受け取り方をしているところでございますけれど

も、それらのものを十分活用されまして、ひとつ決

算審査に当たっていただけますことを心からお願い

申し上げたいと思います。 

 きょうから３日間長期間にわたりますけれども、

よろしくお願いを申し上げる次第でございます。 

 一言私の方から、ごあいさつにかえさせていただ

きます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（中田繁利君） 続きまして、町長から

ごあいさつをいただきます。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 決算特別委員会にお集まりいただきまして、心か

らお礼を申し上げる次第でございます。 

 ただいま議長のほうからごあいさつございました

ように、さきの定例会におきまして一般会計を含め

まして特別会計、企業会計それぞれ平成２０年度の

決算を監査の方々、皆さん方のご意見を添えまして

ご提案させていただいたところでございます。 

 議長の話もございましたように、平成２０年度の

それぞれの各事業の決算を皆さん方に審査していた

だくわけでございますが、最小の経費をもちまして

最大の効果をあらわすというのが、行政の最大の使

命かというふうに考えております。どうかこの決算

特別委員会を通じまして、皆様方から貴重なご意見

を賜りながら、また次の年度への展開へと歩みを進

めてまいりたいなというふうに考えております。 

 大変お忙しいところ恐縮でございますが、慎重な

審査を賜りまして、また御指導を賜りたいというふ

うに考えております。一言申し上げまして、ごあい

さつとさせていただきたいと思います。 

 よろしくどうぞお願いを申し上げます。 

○事務局長（中田繁利君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、平成２１年第３回定例会で議長及び議

選の監査委員を除く１２名をもって決算特別委員会

を構成しておりますので、正副委員長の選出につき

ましては議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） それでは、正副委員長の選

出について、お諮りをいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に長谷川徳行

君、副委員長に岩田浩志君と決しました。 

○事務局長（中田繁利君） それでは、長谷川委員

長は委員長の席へ御着席願います。 

 それでは、長谷川委員長よりごあいさつをいただ

きます。 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 さきの第３回定例会におきまして、決算特別委員

会が設置されました。その委員長に先例によりまし

て、就任いたしました。よろしくお願いいたしま

す。 

 本委員会は、２０年度の予算が趣旨等目的に従っ

て適正にまた効率的に執行されたか、それが住民の

福祉等ＱＯＬの向上に行政効果が十分発揮できたの

かを検証し、次年度の予算編成また執行に反映させ

るための重要な委員会だと思っております。 

 また、この委員会には、議会の権能であります調

査権が委任されております。委員各位におかれまし

ては、これからあります書類審査並びにあしたから

の質疑におかれまして、十分意を尽くした検証をし

ていただきたいと思います。 

 委員並びに執行部の皆様の協力を得まして、円滑

な委員会運営をしていきたいと思いますので、御協

力のほどよろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達
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しておりますので、これより決算特別委員会を開会

いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程について、事務局長から説明

をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２１年第３回定例会にお

いて付託されました議案第４号平成２０年度上富良

野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第５号平

成２０年度上富良野町企業会計決算認定の件の２件

であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日より

１０月９日までの３日間とし、本日は、これより会

場を第２会議室に移して、議席番号順に２分科会を

構成し、各分科会において分科長を選出して担当会

計の書類審査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外

の書類審査を午後３時３０分まで行い、その後、全

体審査を午後５時３０分まで行いたいと存じます。 

 ２日目の８日は、議事堂において、各会計歳入歳

出決算の一般会計の質疑を行います。 

 なお、一般会計の歳出につきましては、款ごとに

質疑を進めます。 

 ３日目の９日も、議事堂において各会計歳入歳出

決算の特別会計及び企業会計決算の質疑を行いま

す。その後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全

体での審議をして成案を決定し、理事者に審査意見

書を提出、理事者の所信表明、討論、表決という順

序で進めてまいりたいと存じます。 

 なお、分科会の構成と担当につきましては、議事

日程表のとおり、１３番長谷川委員が委員長として

決しましたので、１３番長谷川委員長を除き、第１

分科会は議席番号１番から６番までの６名の委員、

第２分科会は８番を除く議席番号７番から１２番ま

での５名の委員となります。 

 なお、本委員会の説明員は、町長を初め議案審議

に関係する課長、主幹並びに担当職員となっており

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりにいたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可といたしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託された議案第４号平成

２０年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及

び議案第５号平成２０年度上富良野町企業会計決算

認定の件を議題といたします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査といたします。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があることと存じますが、これについて

は、外部に漏らすことのないように御注意願いたい

と存じます。 

 また、要求資料は本委員会の審査のための資料で

あり、要求した委員個人のみでなく全委員に配付す

ることになりますので、審査に当たって所定の書類

以外に必要な資料等がございましたら、各分科会で

協議し、別紙決算特別委員会審査資料要求書に必要

事項を記入の上、委員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査のときのみと

し、８日、９日の質疑応答中は要求できません。 

 これより、会場を第２会議室に移します。 

 暫時休憩いたします。 

○事務局長（中田繁利君） 第２会議室のほうへ移

動をお願いいたします。 

─────────────── 

午前 ９時１１分 休憩 

午前 ９時２０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに分科長の選出をお願いいたします。 

（各分科会で分科長の選出協議） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長選出の報告を

求めます。第１分科会。 

（第１分科会から村上和子君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 第２分科会。 



 

― 4 ―

（第２分科会から中村有秀君と報告あり。） 

○委員長（長谷川徳行君） 各分科長につきまして

は、ただいま報告のとおりであります。 

 それでは、１２時まで担当の書類審査を始めてく

ださい。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 担当の書類審査を終了

し、午後１時まで昼食休憩といたします。 

─────────────── 

午前１２時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続き

委員会を再開し、分科会の書類審査を続けます。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） これより、午後３時３

０分まで担当外の書類審査を行います。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、担当外の書類

審査を終了いたします。 

 午後４時３０分まで全体での書類審査を行いま

す。資料の要求については本日限りですので、分科

長に申し出てください。 

（書類審査） 

○委員長（長谷川徳行君） 以上で、全体の書類審

査を終了いたします。 

 本日の日程は、全部終了いたしました。本日は、

これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 明日は本委員会の２日

目で、開会は午前９時でございます。定刻までに御

参集くださいますようお願い申し上げます。 

 なお、御出席の際には、各会計歳入歳出決算書及

び各資料等を御持参願います。 

 以上です。 

午後 ４時３５分 散会  
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平成２１年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２１年１０月８日（木曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第 ４号 平成２０年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の質疑 

─────────────────────────────────────────────── 
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   委 員      岡 本 康 裕 君           委 員      村 上 和 子 君            

   委 員      谷   忠 君           委 員      米 沢 義 英 君            

   委 員      今 村 辰 義 君           委 員      一 色 美 秀 君            

   委 員      中 村 有 秀 君           委 員      和 田 昭 彦 君            

   委 員      渡 部 洋 己 君           委 員      佐 川 典 子 君            

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）    ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長        向 山 富 夫 君             副 町 長        田 浦 孝 道 君         

 教 育 長        北 川 雅 一 君             会 計 管 理 者        新 井 久 己 君 

 代表監査委員        高 口  勤 君             議選監査委員        岩 崎 治 男 君         

 総 務 課 長        服 部 久 和 君     産業振興課長        伊 藤 芳 昭 君         

 保健福祉課長        岡 崎 光 良 君     健康づくり担当課長        岡 崎 智 子 君 

 町民生活課長        田 中 利 幸 君             建設水道課長        北 向 一 博 君         

 技術審査担当課長        松 本 隆 二 君     公園整備担当課長        菊 地 昭 男 君 

 農業委員会事務局長        菊 地 哲 雄 君     教育振興課長        前 田   満 君         

 ラベンダーハイツ所長        大 場 富 蔵 君             町立病院事務長  松 田 宏 二 

君  関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長        中 田 繁 利 君             主 査        深 山  悟 君         

 主 査        遊 佐 早 苗 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席、御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますよう、お願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、平成２０年

度上富良野町各会計歳入歳出決算認定についての質

疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに質疑を行い

質疑を終了していきます。調書及び資料等の質疑に

つきましても、その款ごとに質疑を行ってくださ

い。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。審議中の

質疑・答弁につきましては、要点を明確にし、簡潔

に御発言くださいますようお願いいたします。 

 なお、質疑の方法は、一問一答方式により一項目

ごとに質疑を行いますので、質疑のある場合は挙手

の上、議席番号を告げ、委員長の許可を得てから自

席で起立して、ページ数と質疑の件名を申し出て発

言してください。 

 それから、時間の関係もございますので、さきの

委員の質問と重複することのないよう質問をしてい

ただきたいと思います。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立して、説明してくださ

い。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入全体。 

 １款町税の２２ページから、２１款町債の５７

ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） １款１項の町民税のところ

で質問させていただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ページ数もお願いしま

す。 

○２番（村上和子君） ２３ページ。町民税の収入

未済額が６３７万６，０３０円、昨年と比べまして

金額はあれですけれども、人口の減とかいろいろあ

るわけですが、１００人以上滞納者がふえているの

ですね。今、コンビニ収納ですとか、収納プロジェ

クトを組まれて、大変収納については力を入れてお

られるところなのですけれども、やっぱり商店、物

が売れないとか、それから仕事をリストラされたと

か、失業したとか、それからワークシェアリングで

給料が半分になったとか、私は決して悪質な方、当

然納められる状態にある方が納めていないという、

こういうことは決してないと、こういうふうに考え

ているわけでございますけれども、こういったこと

でこういう状態をどのように、この滞納の１００人

ぐらい、２５０人ぐらいになっておりますけれど

も、町税の計でですね。それで、それにつきまして

分析どのような、失業してやむなく払えないという

方はどれぐらいおられるのかとか、ちょっとこの

辺、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の町

税の収納に関する御質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 ただいま御指摘のありましたように、町税の全般

の未収が昨年比で約４７０万円ほど収納未収額がふ

えている実態にございます。そのうち個人住民税が

４７０万円のうち４４０万円ほど、実は個人住民税

で未済額がふえている実態にございます。 

 委員御指摘のように、個人住民税につきまして

は、昨年秋以降の金融危機から端を発した不況によ

りまして、相当数の失業者、もしくはいわゆるワー

キングプアと言われております年収２００万円以下

の働いてはいるのだけれども収入がない、そのよう

な方が相当数ふえていた現状にあります。したがい

まして、収納の対策といたしましては、個別に面談

をしながら労働環境の悪化等の調査をしながら、分

納に結びつくような収納交渉をしたところでありま

す。 

 委員御指摘のように、何人それがいたのか、何人

失業者がいたのかという詳細の人数は把握はしてご

ざいませんが、このような現状にあって、残念なが

ら昨年比で収納率も０．３ポイントほど町税全般に

つきましては低下をしましたし、先ほど言いました

ような４７０万円程度の昨年比未済額がふえたとこ

ろであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 確かに、一生懸命収納対策
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をやっておられる、本当にそれは評価したいと思い

ます。 

 ですが、やっぱりこういう経済状態でありますの

で、大変厳しい状態がありますから、やっぱり課を

超えて収納支援とか企業に対する雇用支援とか、本

当にワークシェアリングで給料が半分ぐらいになっ

ているのですね。そういった状態もありますので、

こういったことも考えなければ、幾ら収納対策を強

化しても、なかなか大変でないかと思うのですけれ

ども、その点もう一度お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の御

質問にお答えをいたします。 

 まず、税に限らず、その他の公共料金につきまし

ても同じような影響を受けてございますので、まず

は横の連携を図りながら、どの公共料金を優先して

収納するのかと、こういった調整は随時行っている

ところであります。滞納者の生活状況を見ながら，

水道を優先するのか、公営住宅を優先するのか、税

を優先するのか、その辺の調整を日々、図っている

ところであります。 

 また、雇用対策につきましては、私がお答えする

のも語弊があるかと思いますが、昨年来からの緊急

雇用対策等の対策が国によって行われております

し、また上富良野町においてもこれらの厳しい経済

状況を見ながら、できる限りの雇用対策を行ってい

るところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 今の関連でいいですか。

ちょっと質問させていただきたい。 

 滞納については、払ってくれればおくれていても

いいのですけれども、問題は不納欠損といいます

か。きのうもいろいろと担当から話も聞いたのです

けれども、非常に苦労はしているのですけれども、

なかなか。 

 でも、ここ何年か少しずつ減ってきているという

のですか、実績を上げてきているのですけれども、

これは、どこの町もこういった問題はあって、うち

らのほうはまだ回収率はいいほうなのですけれど

も、今この問題については全道的にそういう傾向が

あって、町の中で職員だとか、そういった回収とい

うのかな、回って歩いても非常に大変だといいます

か、顔見知りもあって非常に厳しい取り立てもでき

ないとか、そういうこともあって、今、広域でこう

いった収納対策をやっているところもあると聞きま

すので、いずれそういうことも考えたらどうなのか

なというふうに思っていますので、そこら辺ちょっ

とお聞きしたいなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） １１番渡部委員の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、収納対策につきましては、この数年、特に

力を入れているところであります。ちなみに１９年

度の収納関係で言いますと、１８０市町村のうち現

在２０位になってございます。この１万数千人の町

においては２０位というのは、全道のトップクラス

だというふうに自負をしているところであります。

いろいろな収納対策を講じながら、これらの順位を

今キープをしているところであります。 

 委員御指摘の広域の収納組合と今現在、北海道に

おいてもいろいろな箇所で、たしか６カ所か７カ所

だったと記憶をしてございますが、上富良野町にお

いては、これらの上位をキープする状況にあります

ので、今すぐこれらの広域のところに行くというこ

とではなくて、今後これらの収納対策をしながら、

なおかつ収納が難しい状況になりましたときには、

何とかこれらの広域的な対応も、今後視野に置きな

がら検討を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 また、言い忘れましたが、実は今年度から、この

４月から上川中部８町におきまして広域組合ができ

たところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。ほか

にございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） この資料によりますと、生

活困窮者あるいは居所不明という形で、あわせて。

○委員長（長谷川徳行君） 米沢委員、資料の。 

○５番（米沢義英君） ２３ページですね。一般会

計資料。でなっておりますが、これは実際に訪問さ

れて、生活困窮者の方に至っては、どういう状況に

なっているのか、こちらの資料です。各会計意見書

のこちらの資料です。お伺いいたします。 

 それと居所不明については、どういうような追跡

調査という経過等についても、この不納欠損額の内

容等についてお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問にお答えをいたします。 

 まず１点、居所不明の方の取り扱いでございます

が、まず上富良野町から転出をしたところから始ま

りますが、転出先にまず督促状等を発送します。あ

て名不明で返ってきたものについて、次の転出先の

市町村に照会をかけます。ここで住所が間違いがな
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いというところでありましたら、そこに何度か督促

あるいは催告状を送りますが、大体は返ってまいり

ます。ここで、それ以上の追跡が難しい状況になり

ますが、あと給料等の働いた形跡がないのかどう

か、これらも含めて市町村に照会をいたします。そ

れでもだめな場合は、そこの町の主な銀行の口座を

調査をします。これらも不発に終わりますと、いわ

ゆる居所不明ということになりますが、また転出先

の市町村から、またさらに転出をする場合がありま

すから、そこにも追跡の調査をかけます。これら努

力をしながらも請求書自体が、催告書、督促状自体

が未送になってしまう、こういった方については、

やむなく居所不明で不納欠損をするところでありま

す。 

 また、もう一つの御質問の生活困窮者でございま

すが、この生活困窮の範囲は相当数広いことでござ

いますが、まずは面談によって収入と生活状況を調

査をしながら、どういう生活をされているのか、こ

れを聞くのが基本でございます。 

 また、あと破産の手続をしている、あるいは生保

になってしまった、こういった方。あと競売によっ

て財産がすべて売られて、いわゆる事業等の倒産が

あった、このような方を含めまして生活困窮者とい

うことで判断をしながら不納欠損をいたしていると

ころであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 居所不明については、実態

等も十分調査もされているようであります。生活困

窮に至ってもいろいろな所得の関係、収入等の関係

等があるということで、生活保護の実態等も浮かび

上がってきました。この間、国の制度の改正もあり

ました。こればかりではありませんけれども、老齢

者年金控除の見直し、廃止だとか、住民税率の一律

１０％という形の中で非常に納税者も、それだけで

も一生懸命払っておられる方もおりますし、こうい

う形の中で仕事がなくなる、あるいはどうしてもそ

ういう中で納税ができないという状況だというふう

に思います。 

 ここで気をつけていただきたいのは、やはりき

ちっと引き続き居所不明に至っても、実態あるいは

相手の生活状況をとらえながら、処分のあり方ある

いは納税のあり方というものを、分納も含めて対応

するというのが一番必要になってきているのではな

いかというふうに考えておりますので、この点はぜ

ひ貫いていただきたいというふうに思います。 

 もしくは、こういった状況の中で、２３ページの

今の意見調書の中にも書いてありますが、差し押さ

え、あるいは口座を差し押さえたという事例という

のはあるのでしょうか。そこら辺についてお伺いい

たします。全般見渡してですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問でございますが、まず先ほど申し上げましたよ

うに、この数年の北海道における経済不況、さらに

は昨年の秋以降の厳しい状況、これらの状況がござ

いますので、生活困窮する世帯が相当数ふえている

認識にございます。特に新規の生活保護世帯が２０

年度、上富良野町においては１７件、その相談が約

３０件ぐらいあるというふうに担当から聞いており

ますが、非常に上富良野町においてもそういった状

況にあるという認識にあるとこでございます。 

 ただ、厳しい中にも歯を食いしばって納税に協力

している方がいるという現実も一方ではございます

ので、すべて生活が大変だという方は収納しなくて

いいよ、納税しなくていいよということにはなりま

せんので、引き続きこれら町民に信頼が得られるよ

うに納税対策、収納対策については今後も引き続き

継続をしていくというふうに考えているところであ

ります。 

 また、もう一点の２０年度の差し押さえの状況で

ございますが、２０年度につきましては２０件の差

し押さえを執行したところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ２０件の差し押さえの中

に、例えばこういうケースはあるのでしょうか。年

金だとか、いわゆる給与も一部差し押さえというこ

とも含まれると思いますが、生活ができないという

ような差し押さえというのは、これは困るのかなと

いうふうに思いますし、その部分についてはどのよ

うな判断で、生活を保障する部分と差し押さえとの

関係、これはどのようになっているのかということ

をお伺いしておきたいと思います。 

 今、国のほうでも詳しくはわかりませんけれど

も、納税される方がどうしても収入がない、あるい

は財産その他も含めてないということになれば納税

執行停止ができるというような、そういう法律もあ

るかというふうに聞いているのですが、その部分に

ついてはどういうような根拠に基づいて、もしもあ

るとすれば適用の対象になるのか、その法律の内容

等についてもお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問でございますが、まず憲法２５条に規定をして

おります最低限の生活を保障するという観点から、

年金、給与の最低限の生活を保障するための差し押

さえ禁止条項というのがございます。 
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 例を挙げますと、世帯主、収入者、個人が月１０

万円でございます。あと扶養者が１人４万５，００

０円、あと体面維持費という項目がありますが、こ

の２０％について体面維持費は差し押さえをしては

いけませんという法律になってございます。 

 したがって、その計算において、それよりオー

バーしたものについては、差し押さえが年金におい

ても給与においてもできるようなものになってござ

います。ちなみに２０年度につきましては、年金と

給与の差し押さえの事例はございません。 

 あと、滞納処分の停止の条項でございますが、地

方税法の１５条の７という条項にございますが、ま

ず３点、滞納処分を停止することができる条項につ

いての３点でございますが、まず１点は、滞納処分

をする財産がない。２点目は、滞納処分をすること

で生活を著しく困窮させるおそれがある場合。３点

目は、その所在及び滞納処分をする財産ともに不明

である、この三つにつきましては、滞納処分の停止

の処分を行いながら３年間、これらの状況が変わら

なかった場合には、不納欠損をすることとなること

でございます。法律的にはそのような位置づけに

なってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ３１ページ、児童福祉費負

担金の関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 中央保育所、西保育園、わかば愛育園等の関係で

収入未済額が７７万１，５５０円、不納欠損が３２

万５，８００円ということで、合計で１０９万７，

３５０円という大きな金額になっております。 

 それで、まず一つは保育所ごとに収入未済額の金

額が幾ら、それから不納欠損処理した金額が幾らか

ということをまず教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の保育料

の未納につきましての御質問にお答えを申し上げた

いと思います。 

 不納欠損額３２万５，８００円、この内訳はわか

ば愛育園関係が９万５，８００円、そして西保育園

２３万円であります。 

 また、収入未済額７７万１，５５０円の内訳です

が、中央保育所分が４８万３，１００円、わかば愛

育園２０万２，９５０円、西保育園８万５，５００

円。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 現実に私も昨年もこの関係

でお尋ねをしたのですけれども、どっちかというと

西保育園の関係がちょっと多かったかなという感じ

がします。 

 ただ、歴年の未収金の関係を見ますと、平成１８

年は１７１万５，０００円あったのが、今回平成２

０年度は７７万１，５５０円ということで、約１０

０万円は減っているのですね。 

 ただ、不納欠損が平成１８年は１５万円が、今回

は３２万５，８００円ということで倍以上になって

いるのです。特に子供たちですから、行き先や行方

不明ということはあり得ないなというは気はするの

ですけれども、それらの不納欠損の理由ですね、こ

れをちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 欠損の理由でござ

いますけれども、長年未納となっている中におきま

して徴収の努力をしているわけですけれども、その

中においてやはり転出された居所不明の方、それか

ら世帯主の方が病気で働けないという状況の中にお

いて、将来ともその状況を見ますときに回復といい

ますか、困難な状況という経過をたどっておりまし

て、収納の面談をして絶えず担当の努力というもの

もあるわけですけれども、そういった未納の回収に

努力しておりますけれども、不納の欠損に至る、そ

ういう経過も二つの保育所に、今回は２施設であり

ますけれども、そういった理由で不納欠損に至った

ということであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） もうちょっとわかりやすく

説明していただきたいと思うのです。 

 ですから、３２万５，８００円の転出は何件で幾

ら、それから病気だとかそういう困窮で何件で幾ら

かというような形で。恐らく我々、各委員の皆さん

方も安易に不納欠損処理をしているとは思わないの

ですよ。 

 ただ、完全にベールで囲まれた中で毎年、毎年あ

るわけでしょう。今回も平成２０年の状況の監査委

員の報告の中では、合計で７５７万１，０００円と

いうことで成果報告書の７６ページ、７７ページに

書いてあるものですから、できればそういうもの

を、最善、皆さん方の努力はしていると思うのです

けれども、ある面でやっぱり我々に納得できるよう

な形で説明をいただきたいと思うのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ３２万５，８００

円でありますけれども、二つの施設ということで平

成１５年の分というのが１件ございまして９万５，

８００円。これは居所不明、転出であります。 

 それから、平成１８年度の西保育園関係は２３万

円でありますけれども、病弱等による生活困窮であ
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ります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 現実に居所不明で９万５，

８００円という数字が出されたのですけれども、本

当に追跡していけば、これは子供たちもいるわけだ

から、ある面で僕はわかるような気がするのですけ

れども、そういう居所不明の今９万５，８００円の

関係だけお尋ねしますけれども、どういう形で追跡

調査をされて、最終的にわからなかったのかという

手段の経過をお話していただきたいと思うのですけ

れども。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） やはり郵送により

まして何回となく通知をした中で戻ってくるという

状況になります。そういった中で、転出先からさら

に転送したという状況をとらえまして、不納欠損に

至るということでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 転出を繰り返したというよ

うな実態だということで理解はできますけれども、

ある面でいろいろな方法で保育所に入っていたのだ

から学校等のつながり等もあれば、なかなか個人情

報の関係で難しい部分もあるような気もいたします

けれども、とりあえずやっぱり私ども議員の立場か

ら言えば、まじめな納税者がいる、それからこうい

う形での方がいらっしゃって、不納欠損の金額がこ

ういうふうに大きくなってくるということになる

と、やっぱり町民からの納税奨励の面で非常にマイ

ナスな部分もあると私は判断しますので、今後とも

これらの不納欠損処理をできるだけなくすような

形、それから上富良野におられるのであれば、分納

だとかいろいろな方法を手だてて何とかやっていた

だくような方法を講じていかなければ、現実に未収

金は減っているけれども、将来またこれが不納欠損

に出てくるという状態が、やはり一つの伏線として

僕はあるような気がしますので、そういう点で徹底

をしていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 中村委員の御指摘

のように、滞納を少しでも減らすという努力をして

いるところであります。過年度分を継続して保育所

に入所しているという方もおりますので、まず過年

度分の回収に努めて、その後に当然やはり分納計画

を協議の上、作成していただいた中で未納を少しで

も減らすようにということに、今後も努力してまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ５５ページの雑入の関係に

該当するのかどうかということで、ちょっと疑問に

も感じているのですけれども、一般的に返還金だと

かそれらの関係で、一応、項目的に歳入に入れるべ

きだという感覚で、今、質問をさせていただきたい

と思いますけれども、聴覚障がい者の手帳の自主返

還の関係でございます。 

 今回、資料の３３をいただきました。その中で最

終的に返納合計は１０９万２，５７９円、町負担分

が５５万２，１７３円ということで資料をいただい

たところです。先般の報道によりますと、６７市町

村８１３人がおられるということで報道されており

ます。 

 ただ、この助成金の返還請求は地方自治法によっ

て過去５年間に限られるということで、非常にぎり

ぎりの今、リミットに来ているのかなという気がい

たします。 

 ただ、私も以前に一般質問等を通じて、このこと

で問い合わせたところ、道と連携をとりながら、そ

れから裁判の動向等も見ながらやっていきたいとい

うような話でございまして、今、道は正式に助成金

額の返還を求める面談を進めるということで報道さ

れています。 

 それで、上富良野の場合、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの

５人の方の道の徴収、もしくは上富良野町の現在の

対応というのは、どういう形になっているかという

ことでお尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の、

いわゆる聴覚障がい者の不正受給の関係につきまし

ての御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、昨年来、一般質問等でお答えをした経過が

ございますが、委員御指摘のように、この８月以

降、大きく今、状況が変わろうとしているところで

あります。委員御指摘のように、まず本年度中に、

これらの不正受給とはまだ確定はしていませんが、

いわゆる不適切な受給等について、今年度中に返還

を求める動きになってございます。 

 ただ、不正を裁判等で暴くことは非常に困難だと

いうこともありますので、北海道と連携しているの

は、あくまでも自主的に返納をしていただくという

方針にほぼ決定をしたところであります。 

 現在、今月中に行われるという情報になってござ

いますが、北海道と関係市町村、この６７市町村の

関係者が集まりまして、これらの面談をどのように

進めるか、これらの方針の確認と日程の調整をする

会議が１０月中にあるように案内があるところであ

ります。これらの方針が決まりましたら、準備が

整った市町村ごとに、その対象者とお会いをして自
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主返納の協議を進めていくという段取りにしたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 基本的に自主返納という、

手帳は自主返還はされたけれども、それでは今度は

今まで町税等を含めての関係の金額は、自主返納と

いうことで進めていくのか、ある面で強制的にやっ

ていくのかということで、一つは裁判の動向等もあ

るけれども、いずれにしても基本的には自主返納を

進めていく。それで返納がされなかった場合の対応

というのは、基本的にどう考えているか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の御

質問でございますが、まずこれらの診断書を出した

札幌の医師含めて、その仲介を行ったであろう社労

士、これらの裁判が今、進行をしているところは御

案内のとおりだと思います。 

 ただ、北海道においても道と協議する中では、こ

の８００数十人の方々の不正を、すべて明らかにす

ることは非常に困難だろうというふうに考えている

ところであります。以前この事件が発覚した当時

は、その対象者は例えば報道されましたのは、漢方

薬を利用したら聞こえるようになった、あるいは全

く不正をするつもりはないけれども、その医者にか

かったら、あなたは２級だと言われた。こういう状

況があるとすれば、なかなかこの８００数十人に対

して申請時で不正だったねと、虚偽な申告があった

ねということを判明させることは非常に困難だとい

うこともありますので、これを何とか、自分が不正

とは言いませんが、手帳を交付申請をする段階で２

級相当に該当していなかったということをみずから

申し出ていただく、そして、それに伴って受益を受

けたサービスについて自主的に返還をしていただ

く、このようなシナリオで今、進めようとしている

ところであります。 

 これらの申し出、自主返納が本人に拒否があった

場合には、引き続き今言った手順で何度も本人に促

していくということでございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 札幌の前田幸昱医師は札幌

医師会からも除名をされているということで、今は

裁判で係争中でございますけれども、できるだけ私

は上富良野町にいる５人の方を穏便な形で自主返還

をしていただくような方法を、できればとっていた

だきたいなという気がするのですけれども、一つは

５人の方の生活保護等は受けている実態はないので

すね。ちょっと確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の御

質問でございますが、上富良野町においての５人の

方については、生活保護の受給の実態はございませ

ん。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 当然、道との連携というこ

とは上富良野町との連携になろうかと思いますけれ

ども、できるだけ連携をとりながら、恐らく生活を

余り脅かさないような形で、分納でもいいですから

返還をする形を支庁と協議をしながら、ぜひ進めて

いただきたいと思います。そういうことで不正が

あって、これだけの金額だということで１回議会だ

よりには載りましたけれども、それはそれとして、

今後の取り扱いは恐らく道の措置がはっきりして具

体的になってくれば、各市町村に連絡が来るという

ことになると思いますけれども、その点、できるだ

け穏便な形で取り進めるようにお願いをいたしたい

と思います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁はよろしいです

ね。 

○９番（中村有秀君） はい、よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ３１ページの保育料の件に

ついてお伺いいたします。 

 １９年度、２０年度を見ましても、上富良野町の

保育所の入所状況、階層別見ましたら、中央、わか

ば、比較的に所得階層の多い方が入所するという形

に、平均、全体を見回したらなっております。こう

いう中で、保育料が高いのではないかということが

毎年出てきております。町のほうでは今回の決算の

中でも見受けられる傾向としても、やはりそういう

階層の人たちがふえるということになれば、収入も

あるからその分、料金は納めてもらうという形の設

定になっておりますから、当然といえば当然なので

すが、しかし生活状況あるいは社会のいろいろな状

況を見ますと、やはりこの部分を軽減するというこ

とが必要ではないかと。単に他の施設あるいは保育

の受け入れ体系も、安心して預けられるというよう

な仕組みをつくるということも大切なのですが、保

育料の軽減という点では、もっとする必要があるの

ではないかと。確かに前年度対比でやっている部分

もありますから、その部分で軽減はなっているかと

いうふうに思いますが、この点、他の町村では第２

子あるいは第３子を半額、あるいは小学校の子供さ

んがいる場合でも保育所に子供さんがいる場合、こ
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ういう場合でも軽減策をとっているという、きめ細

かくこの保育料の料金の体系を見直しているところ

があります。 

 そういう意味では、こういう状況を上富良野町と

しても、この決算を通して見受けられるのは、もっ

とこの部分を軽減してほしいという声にもこたえる

必要があるのだろうと思いますが、この点お伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の保

育料に関しましての御質問でございます。 

 上富良野町におきましては、御承知のように、国

の基準に沿って前年度の階層を適用いたしまして、

入所負担金という形で求めております。このことに

関しまして上富良野町といたしましては、やはり従

来からの考え方を踏まえた形で、入所のあり方とい

うものを、これからも継続するのかなというふうに

考えてございます。 

 先ほどの保育料の未納につきましても、年々減少

しているということが、やはり御家庭にとって、お

子様の保育にかかる費用というものの負担が、国の

基準に一定の御理解をいただいた中で預けている。

そして我々として、そういった形でお預かりをする

という方法で継続をされていくものというふうに考

えてございます。その点につきまして、未納という

形が、やはり保護者の方との話し合いの中で、分納

の方もいらっしゃいますけれども、御理解をいただ

くことについて今後も努力してまいりたいというふ

うに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 従来のを踏襲するというこ

とでありますが、町長にお伺いいたしますが、そう

いう実態等も町長いろいろなところへ出られて、い

ろいろと情報が入ってきているかと思います。やは

り町として、これだけ子供たちが多くて、生き生き

した子供たちがいて、そういう子供たちを町全体

で、子育て支援も含めて体制づくりは整われてはき

ています。これはもう既に、これが特別だという状

況ではなくなりまして、これは今もう既に平均化し

てきているという状況になってきておりますので、

この点、従来の枠があるから一辺倒ではなくて、一

歩前に進んでこれを軽減する、あるいは対策を講じ

る必要あると思うのですが、見解についてお伺いい

たします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 今、担当課長のほうから申し上げましたように、

保育における状況については、いろいろな課題も一

方ではあるわけであります。 

 しかしながら、保育行政を維持するためには、そ

れを御利用いただく世帯の方から一定程度、基準に

基づいた御負担をいただくということでなければ、

なかなかそれは将来、持続的に維持できませんの

で、考え方は今の基準を今後も踏襲することになる

という考え方であります。 

 御案内のとおり、一方、今、国におきましては子

育て支援というか、子育て環境を非常に重視しまし

て、いろいろな施策の展開がなされるやに聞いてお

りますし、その動向を十分、我々も見守っていかな

ければならないというふうに考えているところであ

ります。 

 仮にそういう国の施策展開の中で、この地域でも

雇用の形態が非常に多様化してございますので、そ

れらでどうしてもやっぱり補完できないものについ

ては自治体が、例えば新たなそういう保育ニーズに

こたえるすべが何があるのか、そういう新たな間口

を広げることが必要かどうか、これは慎重に検討し

なければならないと思います。そういうことも含め

て、総合的に子育て支援の環境の充実に努めてまい

りたいと。 

 冒頭申し上げましたように、現状を維持するため

には一定程度、そういう財源の確保も必要でござい

ますので、そういう観点からも今の基準を当面踏襲

してまいりたいということが町の考え方でございま

すので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ５５ページ、雑入の関係で

す。非常勤医師返還金の補てんの関係でお尋ねをい

たしたいと思います。代表監査委員にお尋ねしたい

と思います。 

 一応、議会でもいろいろな経過の中で最終的に返

還をするということに決まりましたけれども、この

５６３万４２５円ということで、地方自治法第２４

４条の２項によると、場合によっては監査委員の意

見も含めていう項目があります。 

 したがって、これらの関係で代表監査委員の意見

を添付されて町長にあれされたのかどうかというそ

の点、確認をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 代表監査委員、答弁。 

○代表監査委員（高口勤君） 今、中村委員の御質

問ですけれども、特に監査委員としての意見として

は、正式な文書とかそういうもので意見を述べたと

いう形ではありませんけれども、このことにつきま

して副町長、それから総務課長、それから監査委員

を交えて経緯等をどのような状況の事犯であるかと

いうことを報告受けまして、その中でいろいろとこ
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ういうような対応をするという説明を受けまして、

それにつきまして監査委員として了承したと、そう

いうような経緯でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 同じ５５ページの町広報誌

ふるさと通信収入６，０００円ということで掲載を

されています。特に上富良野を離れた人からすれ

ば、上富良野からのふるさと通信というのが、私は

どういう内容か承知をしていませんけれども、ある

面では町広報誌を送付するのかなという感じは受け

てはいるのですけれども、２０年度６，０００円、

１９年度や１８年度が７，２００円、それから１７

年度が８，４００円ということになっています。 

 それで、できればこれらの関係の通信の内容がど

ういうものかということを、まずお聞きしたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の御

質問でございますが、ふるさと通信と言いますの

は、希望によりまして広報をお送りする通信収入で

あります。 

 ちなみに平成２０年度におきましては、５名の方

に年１，２００円の実費をいただきまして送付をさ

せていただいたところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 例えば月１００円というよ

うな感じでございましょうかね。１，２００円とい

うことだったら。 

 ただ私、できればふるさと納税との関係もある

し、それから札幌かみふらの会、東京ふらの会もし

くはかみふらの会といういろいろなふるさとを思う

組織がありますので、これからは１０月２３日、札

幌かみふらの会があるというようなことで承知をし

ておりますけれども、できればそういうことで広報

誌を持っていって、そしてできれば読んでいただき

たい。年間１，２００円ですよというようなことを

含めて、ふるさと納税のアピールもできれば、上富

良野がこう変わりつつありますよというようなこと

も含めて、ぜひやってはどうかと思うのですけれど

も、せっかくそういうシステムをつくってやってい

るのであれば、できるだけもうちょっと多くの皆さ

ん方が協力してもらえるような体制と、ふるさとを

知るというようなことを考える施策をすべきだと思

うのですけれども、その点、今までの展開と反省の

上に立ってどうかということで、ちょっとお尋ねし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村委員の御

質問でございますが、月１００円という位置づけで

はありませんで、２３回実は年広報を発行いたしま

すことから、これらの通信費に見合いの費用を負担

していただくという考え方でございます。 

 また、ふるさと納税の関係でございますが、実は

去年の札幌かみふらの会でＰＲ等、申し込み用紙等

を持ちながら御協力をお願いした経過にございます

が、委員御指摘のように、このふるさと通信も含め

て、今後そういう機会をとらえて、ぜひＰＲをして

いくという今アイデアもいただきましたので、なる

ほどなというふうに聞かせていただきました。 

 ぜひ今後も、これからちょうど今月の２３日、ま

た東京かみふらの会も今月の末にありますので、す

ぐに対応をしたいなというふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ただいまの関連ですけれど

も、町広報２３回郵送して１，２００円ということ

で理解してよろしいですか。郵送にはかなりお金も

かかるのではないかなと思うのですけれども、かな

り町が補てんしているということで今受け取ったの

ですけれども、その辺の内容をもう一度説明してく

ださい。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の御

質問でありますが、２３回ですので、単純に割りま

すと１回当たり５２円強の単価になりますが、若干

郵送費については性格上、この町のＰＲ、あと町を

応援していただく方という配慮もありまして、若干

の行政経費は上乗せしている状況にあります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） それであれば、原価が大体

５０何円ということで、郵送費は町で負担している

ということで理解してよろしいですか。ということ

でもないですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ３番岩田委員の御

質問でありますが、広報の印刷費は当然かかります

が、１ページ当たり３円５０銭がかかりますが、こ

れらの印刷の予備も実は何部かございますので、こ

れらを活用しながらお送りするということでありま

す。厳密に言いますと、広報の印刷費も含まれます

が、今言いましたように予備的な冊数を利用しなが

ら発送している現状にありますから、郵送費Ａ４判

の広報誌でありますので８０円では行きませんが、

１１０円か２０円だったと記憶しておりますが、そ

の差の分につきましては、町で配慮をしながらＰＲ

に努めているという実態でございます。 
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○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで歳入の質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、歳出の質疑を行

います。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げましたよう

に款ごとに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の５８ページから２款総務費

の９３ページまで一括して質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２款１項１０目の７９ペー

ジですね。バス運行費一般管理費のところでござい

ます。ここのところの委託料ですけれども、十勝岳

線バス運行のところは予算に対しまして１５万２，

５００円減になっております。この公用車運転業務

のほうが１６８万円の予算を見ていたと思うのです

けれども、それに対しまして決算では１２９万９，

９００円の減と３８万１，０００円ということでご

ざいまして、この予算に対しまして執行が２２％ぐ

らいとなっているわけですけれども、この点につき

ましてちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 公用車の運転業務の委託につきましては、バスの

臨時運行だと休日、祭日の臨時運行について出た部

分のものに単価契約をしまして、出た時間について

委託料を支払うものであります。執行率については

今言われたとおり、非常に低い状況となっています

けれども、前年だとか学校の使用状況だとかによっ

て大きく変わるものであります。職員が対応できる

ときには対応するとか、その辺のやりくりをやりな

がら予算の執行を行っておりますので、今年度につ

きましては非常に低い執行率となったところであり

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 休日とか臨時運行、使用状

況が少なかったということで、予算よりは２２％の

執行になったということですが、ことしの予算も１

６８万円見ているのですね。なぜ見通しとしまし

て、こんなに執行が少なかったということですけれ

ども、そこら辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ２番村上委員の御質問

にお答えいたします。 

 非常に、住民の皆様から使用願いが出てくる部分

においては、オーダーの状況、例年予測できない状

況も当然出ております。あと学校関係で言えば、授

業の使用状況やなんかで、その辺も予想外の部分も

ございますので、それらのことも踏まえまして予算

的には確保をしているところでございます。非常に

低いという御指摘いただきましたので、今後におい

ては、より計画的に執行が図れる対応をしていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ６３ページ、交際費の関係

でお尋ねをいたしたいと思います。 

 今回、資料の中で、資料ナンバー９の中身につい

てちょっとお尋ねしたいと思います。 

 資料のナンバー９のまず１ページ目。町長交際費

のナンバー１０、それからナンバー１４、これが同

じ内容のもので御祝儀３，０００円、５，０００円

ということで出ております。同じ内容のものが重複

をしているのか、あとでどなたかが出るということ

で、また新たに支出を起こしたのかということでお

尋ねをしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 今、御指摘のあった件につきまして確認をさせて

いただきたいと思います。想像で申し上げてちょっ

と申しわけないのですけれども、基本的には会費の

部分と、そのときに参加するということで御祝い的

なものを持っていったのかなというふうに思います

けれども、後ほど確認して報告させていただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それでは、それは後ほど確

認をして御答弁をいただきたいと思いますが、その

後、交際費、番号の５５。第３４回有縁無縁地蔵尊

の関係で香華料１万円、そのずっと下に７１で１５

号墓地葬祭並びに無縁仏ということで、これが片や

２万５，０００円と出ているのですね。それで１万

円と２万５，０００円で、中身の重さを考えて香華

料ということであれしたのか、その点ちょっと確認

をしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 同じような供養なのに金額が違うのではないかと

いうことなのですけれども、基本的に過去からずっ

とこのような形式をとって、金額的に変わりなく
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とっておりまして、どこの部分にどのように負担し

ているということで金額が違っているものではござ

いません。 

 ただ、金額の高いのほうについては東中の墓地に

かかわる無縁の供養になっておりまして、住民会さ

んが中心になって供養をされていると。 

 あと、中央墓地については墓参する団体が供養を

されているというような状況です。非常にはっきり

したお答えでなくて申しわけないですけれども、過

去からその金額を踏襲しているということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 仏さんのことで余り言いた

くはないのですけれども、やはりある面で１万円と

２万５，０００円ではあれなので、若干の差はいい

けれども、ちょっと基本的には考えるべきでないか

なという、私は感じました。 

 それで、これもまた検討をしていただきたいと思

いますけれども、そうしたら今年度も同じような形

で支出されているということで理解をしていいので

すね。本年度はね。はい、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今の町長交際費の中で支出

番号７９、８０、それから８１。会費ということで

１万８，０００円、２万１，０００円、それから１

万８，０００円ということで支出をされておりま

す。それで、会費は幾らなのかということで調べて

みますと、教育長の交際費のところでは４，５００

円支出をされているのですね。そうすると、恐らく

１万８，０００円のところは４，５００円の４人が

出席されているのかなという僕は理解をしたいので

す。 

 それで、私どもの中では払い渡し人、総務課長だ

れだれというよりは、教育委員会の教育長の交際費

の中で出席者だれだれと入れているのですね。その

ほうが支出とのあれですっきりするのかなという気

がするのですけれども、皆さん方の処理はこういう

ことでいいかもしれませんけれども、我々でもし開

示をする場合に出席者だれだれと、例えば町長、副

町長、総務課長というような形のほうが、教育長の

交際費の中をそういうふうにされているから、それ

では４人出席したのだから、それを割ればわかるな

という気がするのですけれども、今後これらについ

て、我々に対する報告は改善をしたほうがいいかな

という気がするのですが、その点いかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御意見

にお答えいたします。 

 ただいま中村委員おっしゃいましたとおり、今後

においてこれら、もう少しわかりやすいように改善

を図っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ７０ページ、７１ページで

基地対策関係の件についてお伺いいたします。 

 町では毎回この点、確認したいと思うのですが、

演習場周辺の騒音に対する考え方、国にもその対策

を要望して騒音を減らす対策や、あるいは個人の住

宅に対する被害関係の実態等も調査して対応を図る

ということで行ってきているかというふうに思いま

すが、今年度、２０年度においては、どういうよう

な内容で、この部分については対処されたのかお伺

いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（野・孝信君） ただいま５番米沢

委員からの御質疑の部分でありますが、２０年度の

対応につきましては、この演習場周辺の住宅防音工

事の実施に向けてということで、防衛省が事業を発

注しておりまして、事業というか調査を発注してお

りまして、その中身的には基本的な基礎調査という

ふうに聞いております。 

 基礎調査の内容については、演習場周辺の地形等

そういった基礎的な調査を行うということで、おお

むねそれについては３カ年程度をめどということ

で、この調査につきましては平成１８年度から、こ

の調査が進められておりまして、約３年間経過する

わけで、この基礎調査を終えた上で平成２１年度か

ら次の具体的な調査のほうにかかるというような説

明を受けております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 住民のやはり苦労といいま

すか、苦悩というのが御存じのように、懇談もされ

ておわかりかと思います。 

 そうしますと、今、答弁の中では基礎調査は終

わったということで、具体的な対応にこれから取り

かかるということでありますが、これはちょっと先

の話になるかと思いますが、現状では、聞いている

範囲の中では、どういうような取り組みがされよう

とするのか、この点をお伺いしておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 
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○基地調整室長（野・孝信君） ５番米沢委員の御

質疑にお答えいたします。 

 ただいまの今後の部分でございますが、過日も防

衛省のほうに上京した際に担当のほうからも聞いた

部分においては、平成２１年度以降においては、で

きるだけ早い時期に次の調査を行いたいということ

で、実際には騒音測定等を行って、その地域におけ

る騒音がどの程度の音の大きさなのか、その種類が

住民に及ぼす影響がどの程度なのか、こういった部

分に早く着手してほしいという要望をしております

ので、そういった観点から、次にはそういった準備

作業が進められるというふうに承知しております。 

 参考までに、平成２１年度の調査が開始されたか

どうかということも確認したところ、平成２１年度

については、まだ調査のほうの発注がおくれている

ようだというふうに聞いております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 町として、やはりそういう

細かな部分の要望等をよく聞いた上で要望も出して

いるかと思います。そういった部分については、具

体的な町として出した要望ということというのは、

どういう内容になっているのか、この点をお伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（野・孝信君） 米沢委員の御質問

のどのような町としての要望を出しているかという

ことにつきましては、北海道基地協議会ということ

で、全道５７市町村で構成します協議会のほうに各

市町村ごとの要望事項ということで、今申しました

騒音対策について上富良野町から協議会に上げて、

協議会から防衛省に、その要望書という形で上がっ

ております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 一般的には、こういう個人

住宅には、なかなか個人補償というのはないと。基

地周辺の飛行機の騒音対策等についてはあります。 

 しかし、戦車等の騒音だとか、そういった部分に

ついてはないわけで、やっぱりそういった部分の法

律的な改正という問題も含めて要望したのかどうな

のか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（野・孝信君） 今の御質疑であり

ますが、当然、今言われた音につきましては、町と

しての要望としては航空機騒音。現在、一般住宅防

音工事が進められておりますが、それに対するうち

の演習場でありました砲撃音、大砲等の音。これら

についても当然、住民の騒音としては変わらない部

分があるのだと。そういうようなことを協議会等の

要望を通じて、機会あるごとにそういった声を上げ

て、１日も早く一般住宅防音についても、そういっ

た工事が進められるように要望してまいっておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） ８１ページの防災対策、そ

れと成果報告書の２０ページにも書いてありますけ

れども、この件についてちょっとお伺いいたしま

す。 

 まず、平成２０年度の２月１９、２０日の十勝岳

噴火の総合防災訓練の成果、特にどのような問題点

を把握して今後につなげようとしているのか。 

 それと、町長の交際費の３月４日の欄にもありま

すように、陸上自衛隊の第２師団の訓練指揮所を視

察をされております。その視察をして、どのような

ものを得たのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 今村委員、一問一答で

すので、また。 

○６番（今村辰義君） 全部同じなのです。防災訓

練ということで、それらは防災訓練にどのように生

かしていこうとしているのかを、ちょっとお聞きし

たいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質問

にお答えいたします。 

 ２月の２０年度において１９、２０日に防災訓練

を行ったところであります。いろいろな情報通信だ

とか、それぞれの目的を持って総合的な訓練をした

ところであります。当日の防災訓練としては特に問

題なく終了したところであります。 

 今回、新たに自主防災組織等草分地区において

は、防災訓練に参加するという住民側の理解によっ

て、新しい取り組みがされたところであります。今

後目指していく部分というところで言いますと、自

主防災組織とともに防災訓練を実施していくという

ような方向に向かうのかなというふうに考えており

ます。 

 あと、３月の駐屯地のほうに出向いたのは指揮所

の関係。部隊、駐屯地司令等から指揮所の形式が非

常によろしくないのではないかというような御指摘

いただきました。ぜひ自衛隊のほうの指揮所を

ちょっと見たらいいのではないかというような御意

見もいただきまして、指揮所を見まして、確かにう

ちの本部の状況と違っていまして、指揮所の指揮を

するという、指令をするという本部の状況を今後に
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おいて、２１年度の訓練のときには指揮所の形式を

変えて対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 自主防災組織等の参加は、

そのような成果はあったと思うのですけれども、特

に執行部といいますか、統制するほうですね。その

問題点の把握というのも非常に大事だと思うのです

ね。マンネリ化して、シナリオを読んでいるという

ことになると、いつまでたってもこれは成果が出な

いというふうに思います。 

 やはり、それぞれの部署に状況判断をしてもらう

ような状況付与の仕方だとか、課題の付与のような

ことをやっていかなければいけないと思うのです

が、ここら辺の問題点というのはどのように把握し

ているのか。 

 それと、自衛隊の指揮所は実際の訓練の場面なの

か、兵棋演習なのか、ちょっと私も存じ上げません

けれども、そういったものをことしの２１年度に取

り入れると言いましたけれども、具体的にどのよう

にやっていくのか、もう指針を示しておかなければ

計画が間に合わないと思いますので、どのような指

針を持っておられるのか、そこもあわせてお伺いし

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の質問に

お答えいたします。 

 具体的に防災訓練を今回こういう形式に変えてい

くという具体の策は現在持ち合わせていないといい

ますか、総合的にどこを変えていくというのはない

のですけれども、ただ指揮所の形式、本部長が指令

をそれぞれに命ずるときに、どういう形式で一番命

じやすい位置をとりましょうと。あと、状況も見や

すい位置に場所をセッティングしましょうと。あ

と、ミーティングだとか情報公開のしやすいセッ

ティングをまず心がけましょうということが一つ今

回、新たにやろうとするものです。 

 あと、実際に即したそういう臨機応変に対応する

訓練につきましては、現状総合ということで上川支

庁、警察、消防、いろいろな関係機関等の調整がご

ざいますので、総合訓練という中でそれらのことを

全部変えていくというのは、かなり難しい状況にご

ざいます。 

 それで、各部の個々の訓練ということで、今後に

おいては、その総合訓練とは別に個々の資質を向上

させるために、対策部ごとの訓練等を今後考えてい

きたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。急には変え

られないというふうに私も思っておりますけれど

も、十勝岳の噴火、これはやはり最悪のことを考え

てシナリオをつくっておく必要があるというふうに

思います。計画をつくった計画どおりにいけば、す

んなり行くと思うのですけれども、計画どおりにい

かなかった場合どうするのだというような、ここら

辺の状況判断の面が非常に大事だと思いますので、

今後そういったものを取り入れていってほしいなと

いうふうに思います。 

 また、先ほども言いましたように余り時間があり

ませんと思いますので、ひとつ、その計画のほうを

よく考慮されてやっていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ６番今村委員の御質問

にお答えします。 

 今後において実践に即対応できるような体制づく

りに向けて計画等の見直し、訓練の方法等を見直し

ていきたいと思います。 

 以上でごさいます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 成果報告書の１９ページ

の職員提案制度なのですけれども、民間の会社に勤

めていた者としては、ちょっと提案なしということ

はあり得ないというか、１年間に何十、何百という

ふうな提案が出されるのが民間の会社では普通なの

ですけれども、提案なしということで、このことは

構造改革で予算がカットされたり、職員の定数が削

除されたりということで、余裕をなくしたことに

よって提案に対する意欲とか会社に対する意欲をな

くしてしまっているのではないかなというような、

ちょっと懸念がするのですけれども、町長いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） それでは、１０番和田委

員の御質問に私のほうからお答えさせていただきま

す。 

 たまたまこの年度については提案がなかったわけ

であります。 

 ただ、私ども組織の中で、それぞれ行政課題は山

積、御案内のとおりしてございますし、それぞれの

行政部門ごとに課題解決のためのそれぞれ職員間

で、いろいろけんけんがくがくの議論がなされてい

ますので、自分の持ち場におけるいろいろな新たな
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提起とか、そういうことは日々の中でなされている

ものというふうに私は認識しているところでありま

す。 

 以前は、できるだけこういう組織でございますの

で、部署ごとの発想というより、もう少し横断的に

職員の隅々からいろいろな課題解決のための提案も

しくはアイデアが出てくることを期待しているわけ

でありますが、今、委員がおっしゃられるように、

非常に職員の実人員も、ある意味ではそんなに潤沢

でないような状況から、そういうことが阻害してい

るのかどうかわかりませんが、私どもは何と申しま

しょうかね、少しこういう制度が定着して機能が毎

回果たされているのかとかについては、私どものこ

ういう立場でも、また少しそういう制度を検証し

て、もう少し喚起をするようなことも大事かと思い

ます。 

 いずれにしましても制度がふぐあいがあるという

ことは思ってございませんので、職員がもう少し熱

を持って、そういう行政課題に対応する、もしくは

組織の仕組みのあり方について、もっと自由に提案

し合えるような、そういうことを十分検証しなが

ら、改善すべき点があるとすれば改善したいと思い

ますし、たまたまこの年度はなかったことについて

は、実態がこうだということでなく、以前も提案が

非常に制度をつくったときには出された経過がござ

いますので、ひとつ制度として見守っていただきた

いというふうに思ってございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 今、和田委員のほうからそうい

う話が出たものですから、ちょっとお伺いしたいの

ですけれども、提案は確かになかったのか、提案が

確かにあったのだとしても、それを採用するに至ら

なかったのか、その辺のちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） この年度は、提案はござ

いませんでした。今、委員が言われるように、提案

があっても審査、組織の中での組織でまた審査しま

すので、実現に至らないケースもありますが、この

年度は提案そのものがなかったということで、ひと

つ御理解いただきたいと。 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、先ほど中村

委員からの町長交際費に対しての質問に対しまして

答弁がありますので、総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の先ほど

御質問いただいた件でございます。 

 資料には１０番で文化連盟、そして１４番が同じ

く文化連盟ということになっておりました。先ほど

御指摘いただき調べましたところ、１４番のところ

の記述が間違っておりました。正しい記述は、上富

良野町職員ＯＢ親和会総会でございます。訂正を御

願いしておわび申し上げます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、これに対し

ては何かありますか。今の。 

○９番（中村有秀君） 今のではなくて。 

○委員長（長谷川徳行君） また新たなやつ。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ６７ページと、それからも

う一つは資料請求をした資料３の平成２０年度施設

の燃料使用量調書の関係で質問をさせていただきた

いと思います。 

 昨年も私させていただいたのですが、まず一つは

確認したいことが、まず最初してきたいと思いま

す。 

 ＬＰガスの車両事務所で業者名は道央エアウォー

ター・エネルギー会社があれしている２．５、それ

から金額３，９９０円ということの数字は間違いが

ないかどうか。 

 というのは、単価を計算しますと１，５９６円に

なるのですね。よそのほうは大体３８８円前後であ

れなのだけれども、恐らくどこかの数字が間違って

いるのかと思いますけれども、その点ちょっと確認

したいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えします。 

 私も資料を見て２．５立米で３，９９０円でござ

います。割り返すと１，５９６円。中村委員のおっ

しゃるとおりです。 

 今、間違いではというような御質問ですので、資

料的には合っているというふうに思いますけれど

も、確認させていただいて後ほどお答えさせていた

だきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村委員。 

○９番（中村有秀君） それでは、今、ＬＰガスの

ことをお話申し上げたので、車両センターの１，５

９６円を除いた形でちょっと数字を追ってみまし

た。 

 そうすると、葬斎場の３５円というのは、これは

ちょっとあれなのでこれは除きまして、一応最低が

３７５円４４銭。これは中央保育所で業者名が８番

のことです。これが３７５円４４銭。それから一番

高いのがラベンダーハイツで同じく８番の業者です

けれども、これが単価が３８８円５０銭と。そうす

ると、１３円６銭の差があるのですね。 

 それからもう一つ、灯油の関係でいきますと、一

番高いのが海洋センターに入れている１０５円１銭
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で、それから一番安いのが子どもセンターに入れて

いる６１円３３銭。郷土芸能資料館は５３円です

が、これは恐らく安いときに１回ちょっと入れただ

けというような感じをしていますけれども、こうい

う差がある。 

 それから、Ａ重油に限っては一番安いのが子ども

センターの守田商会さんが入れている６７円６９

銭。それから、一番高いのがクリーンセンターに入

れているものが単価は９６円。その差は２８円３１

銭になるのですね。クリーンセンターは恐らく遠距

離だということで若干高目なのかなという感じはし

ますけれども、いずれにしてもこういう大きな差は

燃料費の中であるということで、前年度も高くなら

ないうちに入れるような方法だとかいろいろな方法

を、去年の段階は非常に高騰された時期だったの

で、入れた時期が高騰された時期かなということも

ちょっと若干考えてはいたのですけれども、その点

含めて、どう全体でこの燃料費の単価の関係を対処

していたかということで、ちょっとお尋ねしたいと

思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 まず、各燃料単価、重油、灯油につきましては、

年に一度入札という形で価格を決定しております。

それで、それぞれ大口なのか小口なのかという分類

で入札の区分をしております。 

 単価の違いにつきましては、最近の単価情勢、非

常に１週間なり２週間の間で値上がりしたり下がっ

たりというような状況、昨年の場合は上がる、上が

るというような状況が続いたわけでございますけれ

ども、もともとの契約単価が違うということと、あ

と入れる短い期間で単価の変化がありますので、入

れる時期によって平均単価で見ますと、非常に差が

出てくる状況となっているところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 入れる時期、それから入れ

る消費量の関係で違うということですけれども、私

それぞれ家庭もそうですけれども、家庭を役場で当

てはめるわけにはいかないと思いますけれども、で

きるだけ単価を、契約時ということも含めてござい

ますけれども、やっぱり大口のところでも例えばク

リーンセンターあたりは９６円なのですよね。そう

すると、同じ量入っているところも含めていくと、

非常に高上がりだなという感じは受けます。 

 結果論でございますけれども、できればやはり、

できるだけ節減に努めるということも含めて、それ

ぞれの燃料の元締めの総務課のほうで十分な担当者

等の指導も含めてやっていかなければ、結局契約時

でこうだからということで、そのまま流されていっ

ては、大変節減をいろいろな町民に強いている面か

らいえば、十分理解できない面もあります。した

がって、これらを含めて副町長の見解をお伺いした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問に

お答えします。 

 総務課長が今申し上げましたように、価格につき

ましては年に一度、競争の原理をもとに設定しまし

て、その後については、それぞれ市場での価格変動

が非常に頻繁に行われていますので、一定程度ルー

ルを決めまして変動を容認していくという形で、１

年を通じた管理をしてございます。 

 今、委員からもありましたが、私ども総務課が町

の油種別の単価を設定、管理をしていますので、そ

れぞれがおのおのにやるということは実態としては

ございませんが、今言われるように私どもは地元で

の店頭表示価格よりはできるだけ安価に、大量消費

という観点から安価になることを念じて、今、競争

原理をもとに設定してございますが、さらに何かそ

ういうことをもっと、もう一段効果が上がるような

方法があるのかどうか、これらについては、そうい

う業界の動きだとか、私ども各自治体のそういう取

り組み状況を見ながら、またさらに取り組む余地が

あるのであればしたいということであります。 

 ただ、いかんせん残念なのは、町内から求めると

いうことを基本してございますことから、少しそう

いう範囲の中では限界があるのかなというような状

況もございますので、それらも十分念頭に置きなが

ら、さらに適正化に努めてまいりたいと思っていま

すので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） ７１ページの基地対策であ

ります。資料の１４ページにも書いてあります。こ

の中の自衛隊の退職者雇用というお話でありますけ

れども、町には自衛隊の退職者雇用協議会というも

のがございます。駐屯地の援護センターと連携を密

にして雇用をされていると思います。 

 また、上富良野町は自衛隊の町でもあるというこ

とで、募集等にも町は非常に尽力されているのです

けれども、実際に自衛隊の雇用協議会ですね。年間

を通じてどのように活動されて、どのような成果が

あるのか、ちょっとお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 
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○基地調整室長（野・孝信君） ６番今村委員の御

質疑でありますが、雇用協議会につきましては各市

町村と各商工会の事務局の連合の組織とその支部

と、この二つの組織がございます。今、御質問にあ

りましたどのような具体的な活動をということであ

りますが、以前ですと、ほかの町に行って視察等も

行っておりますが、現在においては他市町村の視察

等は現実には行っておらず、町内における各企業と

の情報の収集ですとか、交換ですとか、そういった

ことに専ら充てておりまして、特別それについての

体系的な部分はございませんが、町内のそういった

密接な連携について都度図っているという実態にあ

ります。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。２０年度は

２３名の退職者がいたと、定年退職者ですね。 

 また、来年度は２２名ほどいるというお話も伺っ

ておりますので、また今後ともひとつよろしくお願

いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ７１ページの富良野地方の

自衛隊協力会の補助という形で、前年度から比べて

約７０万円ぐらい伸びたかというふうに思います

が、町では駐屯地の現状維持を目的とした基地関係

の要望、陳情等を繰り返すという状況になっており

ます。 

 今回の全般に基地関係のを見ましたら、自衛隊関

係の記念の式典の出席等含めて、かなり自衛隊の東

富士ですか、演習場の視察なんかも行っておられま

すが、経費の見直しを行って、こういった部分も見

直しできるものは削除するという形が私はいいので

はないかというふうに思うわけですが、この点はど

のようにお考えなのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 基地調整室長、答弁。 

○基地調整室長（野・孝信君） ５番米沢委員の御

質問でありますが、経費の見直し等でありますが、

特に今ここ去年からですか、自衛隊の現状規模堅持

ということで取り組みは重点的に行わなければなら

ないということで、その分については特別分として

計上しております。それ以外については通常分とい

うことで、通常の自衛隊との基地との関係の部分で

協力会に対する補助は行っておりますが、この経費

の中身については、当然その都度、見直しをかけて

おりますし、過去からいってもピーク時、自衛隊協

力会の今は８２万円でありますが、１００万円を超

えていた時代も相当ありました。近年においてもそ

ういった部分については９２万円、８２万円という

ことで、それぞれ見直しの経過の中で精査をしてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） この予算の中身を見ました

ら、やはり行かなくてもいいような部分もたくさん

あると私は思うのです、これがね。本当に住民の関

係で必要なものは当然必要だという形で行かなけれ

ばならないと思うのですが、私の言いたいのは、自

衛隊一辺倒で、上富良野を見ましたら、やっぱり本

当の町づくりという形のを何回も言いますが、なか

なかつくられてきていないのですね。すぐ自衛隊を

ふやせばいいという形ですから、私はこういったと

ころに他の市町村とのそれぞれ特色があるのはいい

のですが、そういったきっちりとした町づくりの展

望がなかなか見出せなかった部分が、上富良野町の

いろいろなところにしわ寄せが出てきているのかな

というふうに思います。 

 町長、こういった点で、これから恐らく自衛隊の

再編縮小というのは、もう戦略上避けられない問題

でありますし、世界的にも平和の問題という点で

は、そういう方向にあります。こういった部分で改

めて駐屯地に関する祝典のあり方、祝賀会の出席の

あり方等も含めて予算の見直しが必要だと思います

が、この点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 今、担当の基地の関係室長から答弁させていただ

きましたが、御案内のとおり、今、自衛隊の現状の

堅持ということも行政課題の一つでございますの

で、これらをしっかり先の見通しが立つまで活動を

継続するというのが基本スタンスでございますので

御理解いただきたいと思いますが、自衛隊一辺倒と

いうより、行政というか、町づくりにそれぞれ行政

の立場で、ほかの分野の重要な行政課題もございま

すので、それらについても十分点検、検証しながら

重点を置いてやることが今の御質問だと思いますの

で、十分その辺はバランスを図りながら行政の立場

で責務を果たしていかなければならないと思います

ので、ぜひともひとつ御理解をいただきたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は１１時１０分からといたしたいと思い

ます。 

─────────────── 

午前１０時５２分 休憩 
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午前１１時１２分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 まず初めに、先の９番中村委員のＬＰガスの質疑

に対しまして答弁をいたさせます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 車両班の事務所のＬＰガスにつきましては、いわ

ゆる一般的に５キロボンベと言われていますボンベ

を使っておりまして、それをすべて入れかえたと。

５キロボンベを換算すると２．５立米という単位に

なりまして、そのことから単価契約も結んでおりま

せんし、割高な金額となっているところでありま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ７９ページ、職員互助会の

補助の関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 特に資料請求をされたＮＯ．１２の関連でお話を

申し上げたいと思います。 

 非常に職員互助会は、ある面で職員の福利厚生と

いうことで、私もそういう立場にいた時期がありま

したので、これはある程度必要な職員の福利厚生、

それから健康増進等を含めて必要な予算だというこ

とは理解をしております。 

 ただ先般、北海道新聞で職員互助会の補助が半減

というような新聞記事がありまして、札幌市は職員

１人当たり２万４，９０１円、これがベスト１で、

１０位に富良野市が入って、１人当たり１万２，９

３８円という数字で報道されています。 

 したがって、上富良野町の職員互助会に対する補

助を職員１人当たりの単金として上限、下限等があ

るかもしれませんけれども、一応平成２０年度はど

ういう形で１００万円ということの計上をしたのか

ということでお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 職員互助会の補助の算出根拠でございますけれど

も、単価９，０００円掛ける人数という積算をして

おります。これが補助金の上限でございまして、あ

と互助会への補助金交付要綱で対象経費を定めまし

て、決算においては実績値ということで結果、事業

参加人員等が減れば、決算額で未執行分は当然、補

助金として落ちるというようなことになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ずっと経過を見ますと、平

成１９年は予算が１１０万５，０００円、決算が７

７万８，０００円。それから、今回の決算に該当す

るのは予算が２７万円あれして、決算は６７万円と

いうことで非常に減額された形、言うなれば補助率

等を考えて、それから中身を考えてということで、

こういう補助の結果になったのだろうと思います。 

 それで、職員の福利厚生ということや、それから

地域のいろいろな行事への参加の職員互助会として

ある。そこからある面で予算を出しているというこ

とで理解をしております。 

 それで、私は今後これらの関係について基本的に

今９，０００円掛ける職員数ということでお話があ

りましたけれども、基本的にそういう予算にして最

終的に精算した段階で処理をしていくということで

理解をしていいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えいたします。 

 中村委員おっしゃいましたように、実績による精

算という形で補助金の交付を続けていく予定でござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ラベンダーハイツ、それか

ら町立病院の職員親睦会の関係は、そこの段階で一

応したいとは思っております。 

 ただ、ラベンダーハイツは７，０４２円掛ける１

７名というような感じで決算が出ております。これ

はまた後ほど行います。 

 ただ、諸費の団体生命保険事務所手数料配分で、

町立病院職員親睦会に５，０００円、それからラベ

ンダーハイツ職員会に２，５００円ということで書

いてあるのですけれども、これは相手方の会計の関

係があると思うのですけれども、ただ私は今、整合

性をとるためにということで、ラベンダーハイツの

職員会の決算を見ますと、収入の項目の中身の説明

欄にはあるのですけれども、収入に２，５００円と

いう金額が入っていないのですね。これは相手方だ

から、それはラベンダーハイツの段階で私はしたい

と思うのですけれども、一応２，５００円、それか

ら町立病院の親睦会に５，５００円やるのは、団体

保険の関係で分配をするというのは、その収受はど

ういう形にされているのでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員、ちょっと町

の決算とは関係ないような気もするのですけれど
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も。 

○９番（中村有秀君） 職員互助会のあり方の問題

もまた出てくるから、私は質問をしているのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 ちょっと私、手持ち資料を持ち合わせておりませ

んので、後ほど答弁させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ちょっとその資料をいただ

いて、その疑問があって突合したら、そういうよう

なものがあったからお尋ねをしたということでござ

いますけれども、いずれにしても職員互助会は、あ

る面で今回２４９万１，８８７円のうちの６７万

円、言うなれば２６．７％が町の補助金で運営をし

ているということでございます。 

 ただ、全道的にいけば、平成２０年度から１２市

町村が補助金を廃止をしているということで報道さ

れております。当然、財政的に非常に厳しいところ

で留萌市だとか白老町だとかというようなことが

載っております。 

 したがって、９，０００円が妥当な数字かどう

か、上限で最終的に精算をするということでござい

ますけれども、基本的に上限の９，０００円でこの

まま行って、最終的に精算をしていくということの

理解をしてよろしいのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ９番中村委員の御質問に

私のほうからお答えします。 

 今、新聞等で報道されているのは私どもも承知し

ていますし、以前から互助会に対します、いわゆる

地域のそれぞれの皆さんから、非常に費用の使途に

ついてもふさわしくないのではないかというような

御意見がありまして、私どもも互助会の活動の内容

についても種々点検しまして、補助金と言いながら

税金が原資でございますので、そういうものをもと

に福利厚生という観点で使うとは言いつつも、町民

から見たら、そういうことがふさわしいのかどうか

と。金額の高さについてもどうかというような、そ

ういう経過がございまして、非常に事業内容そのも

のも点検いたしました。今の姿でございますし、た

だ補助金でございますので、その趣旨に沿って実際

に費用が伴わないとすれば、これはお返しをいただ

くという形が一番妥当だろうという形で、この姿に

なって複数年たってございますので、内容の点検は

ともかく、この姿を踏襲することで充てた税金がふ

さわしいような形を維持してまいりたいということ

でございますので、今後、当分の間、こういう形を

継続したいという考え方でございますことをひとつ

御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今、副町長の答弁で、ある

面で理解をしていまして、例えば平成１７年は１５

３万２，０００円出しているのです。今回は６７万

円ということになると４３．７％減ということで、

非常に大きな金額を減額させているということで、

できれば今のような数字を維持していくような形

で、９，０００円が限度でそれが丸々使うというの

ではなくて十分精査をしながら、また有効に職員の

福利厚生に使うような形でやっていただきたいと思

います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁よろしいですか。 

○９番（中村有秀君） よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 今の中村委員の質問の関

連になると思うのですけれども、伺いたいのですけ

れども、地下食堂の利用組合の補助に２３万円とい

うふうになっておりますけれども、これは補助を受

けた互助会から組合のほうに、また補助金として動

いていますよね、この２３万円というのが。これは

項目的にはどうなのかなという思いがあります。あ

くまでも職員の福利厚生でしたら、堂々と職場の職

員のためのということで、項目を逆に上げておいた

ほうがわかりやすいのではないかなというふうに思

いますけれども、その辺は補助が出ているというこ

とに関しての関連とどういうふうに思うか、ちょっ

と答弁願いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） １２番佐川委員の御質

問にお答えいたします。 

 職員互助会から地下食堂利用組合に補助２３万円

を出している部分でありますけれども、これについ

ては地下食堂、非常に利用人員が少ないもので、職

員が食べる場所がなくなるということで値段等の低

減を図るために互助会のほうから２３万円の補助を

しているものであります。 

 あと、消防のほうの互助会からも、金額について

はちょっとわかりませんけれども、同様の補助金を

出しているところです。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 補助を受けた側からまた

補助を出すということはどうなのだということで今

質問させていただいたのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） 済みません。十分
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ちょっと答えになっていなくて申しわけございませ

ん。 

 町のほうの補助対象としているのは、この２３万

円の２分の１を町のほうから互助会に対して補助し

ております。それで、主目的は互助会のほうが主体

的に互助会員が益を受けるということで２３万円の

補助金を互助会のほうから出して、それに対して町

のほうが２分の１の補助を行うというつくりになっ

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ７９ページのバスの運行に

ついてお伺いいたしますが、近年バスの業務委託と

いう形で経費の節減等にはなっているかというふう

に思います。 

 また同時に、これはバス路線を住民のためにとい

う形の中で運行するということも、これもその一つ

かというふうに思います。尾岸町政のときは循環バ

スで回りながら住民の利便性というものも求めまし

たが、なかなかちょっと時期が悪かったのかなとい

うふうに思いますが、非常に乗る乗客も少ないとい

うこともありまして中止になりましたが、そういう

ことを考えますと、財政の簡素化とあわせて利便性

も当然求められてきているかというふうに思いま

す。やはり乗りたいときに、なかなか乗れないとい

う声があります。町の方はいいのですが、ちょっと

外れると、なかなか利便性が不均等になるという方

もありまして、こういった部分の運行現状を見渡し

ながら、今後の運行管理という点で検討をされてい

るかどうか、この点お伺いいたしたい。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 住民の利便性の確保という部分も含めまして、バ

スにつきましてはどの形式が一番いいのか、現在検

討を進めているところであります。お客さんが１人

も乗らない状況で走っている路線が１路線、特に目

立つ路線がございます。その路線について今年度、

今、見直し等をかけているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） ６５ページのホームペー

ジ運用管理費。実は予算特別委員会のときにホーム

ページ閲覧者が大変ふえてきているということで、

もっと見やすくきれいな画面ということでお願いし

ておりましたが、ことしはこの委託料このままの形

で動いたのですけれども、今後において、どのよう

な考えでいくのか、ちょっと伺いたいなと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） １２番佐川委員の御質

問にお答えいたします。 

 行政ホームページについての御質問でございま

す。一度私も見直しますということでお話していた

ところであります。現在トップページについてリ

ニューアルするということで、おおむねリニューア

ルする原稿はできているところであります。 

 しかしながら、サブページをどうするかというこ

とで今検討を加えておりまして、次年度の４月まで

には、トップページは完璧に見直し、リニューアル

をしたいと考えておりますし、サブページについて

も若干の改良を加える予定でおります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 内容が本当に、個々の内

容がだんだん充実してきているというのがわかって

きていますので、今後においてはすごく期待したい

と思います。 

 それとあと、今回この決算で２８万９，８００円

なのですけれども、今後新しい、リニューアルした

ときに、これはちょっとお伺いしたいのですけれど

も、どんな金額が入る予定でいらっしゃるのか、

ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） １２番佐川委員の御質

問にお答えいたします。 

 今組んでおります経費については、ほかの民間の

ところにサーバーを置いて、そのサーバーの中に

ホームページを管理していただいている金額であり

ます。容量等によってちょっと変わるのかどうかわ

かりませんけれども、基本的にそんな大きく数字が

変わるようなことはございません。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで１款の議会費及び２款の総務費についての質疑

を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、３款民生費の９

４ページから１１５ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ３款１項１目の９５ペー
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ジ、福祉灯油事業の件でございますが、まず対象者

が２７９名おられたかと思いますが、まずきちんと

対象者に商品券が渡ったのかどうかということを確

認させていただきたいと思います。 

 それと、商品券が灯油購入等に充てられたのかど

うか、そこら辺もちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の福

祉灯油に関します御質問にお答えを申し上げたいと

思います。 

 当初５３７万円の予算を計上いたしまして高齢

者、ひとり暮らし、それから障がい者等の方々に広

報、それから防災無線についてお知らせをしまして

手続をしていただくように民生委員の協力もありま

して、その結果でございますが２７９世帯３７０万

円、パーセンテージとして６８．９％の実績でござ

います。 

 それから、商品券ということで町内加盟店の小売

店で使用できるわけですけれども、手続をされる

際、交付する際に、これは福祉灯油ですという趣旨

をお知らせをいたしまして、福祉灯油の購入に充て

ていただくようにというお願いと申しますか、ＰＲ

もしたわけでございます。その結果でありますけれ

ども、交付者のうち約１８０件、金額で全体として

２１２万２，０００円、この分が灯油購入に充てら

れたということであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今６８．９％の配布であっ

たということですけれども、灯油でなくてもほかの

ものにもということだったのですけれども、大体１

８０戸数の方がということですけれども、これはそ

のほかの商店に使われたとかという数字は持ち合わ

せていらっしゃらないのでしょうか。ちょっとお尋

ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 全体として３７０

万円相当の商品券を渡したわけですけれども、先ほ

ど灯油の部分は２１２万２，０００円でございま

す。そのほかに利用率としまして３７０万円の９１

％、これは３月末の数字であります。９１％が使わ

れているということで、残り２１２万円との差額１

１０万円相当が他の商品購入に充てられたものとい

うふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 何らかの形で商品券が使わ

れたとすればいいと思うのですけれども、あとの６

８．９％以外の方は、どういったことでまだ配布に

ならなかったのか、ちょっとお尋ねします。どうい

う理由があるのでしょうか、ちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 予算計上の時点で

想定される対象世帯を見込みまして予算を計上した

ということでございます。 

 ですが、入院されたとか、そのほかの理由で手続

をされないという方もやはり相当数いらっしゃると

いう状況で、極力ＰＲに努めまして、ぎりぎりまで

お知らせに努力をしたわけですけれども、こういう

６８．９％という結果に終わったものというふうに

思っています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 残りの方ですけれども、６

８．９％以外の方ですね。その方につきましては、

もう去年の２０年度で終わりと、こういうことでご

ざいますか。その終わった人をまた対応していくの

かどうか、ちょっとお尋ねしたい。継続していくの

かどうか、もうそれはそれで２０年度は終わりとす

るのかどうか、ちょっとお尋ねします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 福祉灯油の２０年

度におきましての高騰の背景から、補てんするため

の町の制度という措置ということでございます。２

０年度限りで終了ということで、手続をされない方

というのが実は１人１人の顔が見えているというこ

とではございませんので、されないというか、どれ

だけの方が該当するのにしていないというのか、そ

ういった状況については十分承知はできているとこ

ろではございませんので。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １０３ページの発達支援セ

ンターの事業についてお伺いいたします。 

 この事業は広く子育てしている人たちに利用され

ております。近年では発達支援という形の中で、い

ろいろな情緒障がいの方やら、いろいろな方がここ

を利用するという形になっておりますし、また子育

て中のお母さんたちや親が利用するという点では、

非常に重要な拠点になってきております。ここで指

導されている方の今の役割という点でも非常に指導

員の力量という点でも頑張っておられます。 

 ここでお伺いしたいのは、今、発達にかかわる学

校も含めた横断的な協議会がつくられているかとい

うふうに思いますが、こういう協議会における発達

支援センターの指導員の役割もしくは学校あるいは
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保育所等を訪問されているかというふうに思います

が、そういった状況の中で生まれてきている課題等

が、この２０年度の中にもあるかというふうに思い

ますが、その点について、まずお伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の発

達支援センターにかかわります御質問でございま

す。 

 御承知のように、発達過程におきましての課題を

抱えているといいますか、そういったお子様のため

の療育指導に当たるというのが発達支援センターの

役割でございます。 

 そういった中で、やはり保育所それから学校、幼

稚園等との連携というのが非常な場面ということで

ございます。そういった中におきましては、地域支

援という形で療育指導員が各施設、現場へ行って、

この状況を確認するとともに、そこの直接指導に当

たる職員、先生方との連携というのも協議の中で

扱っているところでございます。 

 そういった面におきまして大きな課題ということ

は、これこれがあるということは承知しておりませ

んけれども、そういった形でのさらなる充実を目指

して連携を図るということは非常に大切なこととい

うふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 恐らく協議会は年３回ぐら

いやられているのかなというふうに思いますが、実

際その年３回の協議会等において、十分実態を把握

できる環境にあるのかどうなのか、この点ちょっと

お伺いしたいと思いますが、いろいろその過程の中

には非常に地域で、あるいは生活する中で迷ってい

る親だとか保護者の方もいらっしゃいますし、学校

等においても、すべてが十分とは言えないにして

も、やはり課題を抱えながらコーディネーターの人

も含めて対応しているということがわかるのです

が、そういう状況をもっと担当者としてえぐり出し

て、さらに充実するというのであれば、そういう課

題を、もっと問題意識を持った中での対応というの

が必要だと思いますが、この点はどうでしょう。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の御

質問、御意見でございますけれども、御指摘のよう

に、この協議会を通じた中での課題提起、それから

共通認識のもとに、やはりそういった問題、課題へ

の解決というものが非常に重要なことというふうに

思ってございます。 

 そういった意味におきましても、町としても職員

体制を充実するという形をとっておりますし、そう

いった課題を吸い上げるといって共通のものとして

取り組んでいくように、現場としても充実した体制

の中で、また専門性のある指導員の臨床心理士であ

るとか、作業療法士等の意見も聞きながら、本町に

おけます発達段階での過程にある課題を抱えるお子

様の改善に努めていくように、一丸となって取り組

むように、これからも努力してまいります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 担当の課長さんもいろいろ

な角度から勉強をされて、いろいろと現場の意見も

聞いていらっしゃると思いますが、もっとその点

を、何が問題なのかということをきちっと把握して

いただきたいということです。 

 もう一つは、これは専門性ですから、毎回言うの

ですが、処遇の待遇の改善という形で、確かに今回

は正職員１人増ということで、いろいろな委託業務

の指定管理だとか譲渡だとかという形の中で正職員

はふえたのですが、実際言いますが、やっぱりこう

いった専門職員の方の待遇、処遇というのは非常に

重要視されなければなりません。 

 そういう意味で正職員にする、あるいはもっと準

職員にするだとか、そういった具体的な対応という

のがなかなか言っても改善されません。その背景に

は、職員の適正化の問題があるとは思うのですが、

あそこに至っても、やはりもっと見直しを図って、

こういったところに手厚い職員の配置をする、子育

て支援の多面的なそういう立場からも職員の処遇の

改善が必要だと思いますが、この点、町長どうで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えします。 

 現状については担当課長が申し上げたとおりでご

ざいます。しかしながら、時代の移り変わりととも

に、いろいろと諸課題を抱えてございますし、また

それに的確に対応しなければならないというような

こともあります。 

 また、さらには現状を充実しなければならないと

いうこともありますが、いずれにしましても今、委

員がおっしゃられるように、しっかり実態をとらえ

るということが、まず大変重要でございますので、

そういう実態にどう即することが一番いいのか、こ

れについては最終的には必要であれば町長の決断を

仰いで、そういう体制に移行していくということに

なるかと思いますので、私は私の立場、現場の方は

現場の立場で、それぞれ組織の中で十二分に現状を

とらえて、何が必要かについてしっかり方針につな
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ぐような取り組みをしてまいりたいと思います。 

 特に子育ての中で、今、子どもセンターで果たし

ている役割は非常に重要でございますので、今の中

で十分でないこともありますでしょうし、これから

の先のことを見据えたときに、強化をしなければな

らないことがあるのだとすれば、それはまた計画的

に体制移行のための議論をしてまいりたいと思いま

す。 

 今、委員のほうからありました職員の定数の適正

化計画もございますが、これらは少なくても複数年

前から持ち合わせましたけれども、本当に年々、状

況が変わってございます。御案内のとおり、公務員

にも定年延長の問題も出ていますので、それらを見

据えながら、しっかり新たな体制をイメージして、

そういうプランにつないでまいりたいと思いますの

で、御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 課題は明白でありまして、

副町長いろいろなこと言うのですけれども、やっぱ

りそういった部分というのは、きっちり確保する必

要なところだと思いますので、ぜひ検討していただ

きたいというふうに思います。 

 次の問題なのですが、保育体制の問題で１０９

ページなのですけれども、延長保育、一時保育とい

う形で、これは利用度が大変多くなってきておりま

す。保護者に至っても、この制度を利用して、もっ

と充実してほしいという声が聞かれております。そ

れにかかわる中で現状としてこういった保護者の声

というのは、しっかり受けとめられておりますか、

状況として。お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の保

育所に関しましての御質問でございますけれども、

一時特定保育に関しましては、昨年度から実施をし

たということで、初年度の成果としては非常に利用

度も一定数あったものというふうに認識をしており

まして、今後もまたこういった形で続けていくよう

にというふうに思っております。 

 また、延長保育は朝の前延長、それから夕方の後

延長と、こうありますけれども、やはり利用度とい

うのは高まってきているということで、この時間等

について具体的に改善とか、そういった具体的なと

ころまでは私としては大きな課題というふうには考

えていませんけれども、こういった形での多様な保

育ニーズにこたえていくということが、やはり重要

なことというふうに思っております。これら意見に

これからも耳を傾けまして取り組んでいくこととい

うふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 重要だということなので

す。それで１１１ページには、その重要度からファ

ミリーサポート支援における説明会等の研修に職員

の方が行っておられます。これは恐らく今後のこう

いうものも含めた子育ての支援体制のあり方を、も

う一度検討しましょうと、あるいは病児、病後児保

育等も含めた中での、そういった研修のあり方の模

索かなというふうに思いますが、この点はどのよう

にお考えなのか、その研修等についての内容等はど

うだったのかについて、わかる範囲でよろしいです

が、病児、病後児保育の必要性についてお伺いいた

します。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の保

育所ニーズに関しましての御質問にお答え申し上げ

たいと思います。 

 委員御指摘のように、町として取り組むべき課題

の中のまだ手をつけていない部分といいますか、途

上にある部分というふうにも私は押さえているとこ

ろですけれども、ファミリーサポートセンターであ

るとか病児保育等の課題、これにつきましても委員

御指摘のように、研修を含めた中で他の町の取り組

み状況を吸収いたしまして、我が町で実践する場合

における大きな糧となるようにという研修も今年度

にも実施をしているところであります。 

 そういった意味での取り組み、途上過程にもある

わけですけれども、そういった研修、学習を踏まえ

まして実行に移していけるように、我々としても努

力をしてまいりたいというふうに考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） ９５ページになりますけれど

も、民生委員の費用のことでちょっとお尋ねさせて

いただきます。 

 ４４０万円余り民生委員ということで費用が計上

されていますけれども、この９割方、恐らく民生委

員に対する報酬だというふうに思ってございますけ

れども、お聞きしますと、月額８，０００円という

ふうなお話を伺っています。極めて２１年の３月末

現在で２，９６３人、６５歳以上の高齢者の方もお

られると。２４．５％ぐらいに人口比率から見る

と。そういう年齢層になっているというような状況

で、極めて民生委員さんの活動の範囲といいます

か、極めて多いのだろうというふうに思ってござい

ますけれども、報酬でもって活動しているというふ

うに私は思っていませんけれども、極めて、報酬の

部分がたくさんあって、なかなか民生委員になり手

がないというような状況下にあります。 

 現在、調べてみますと３０人の民生児童委員の方
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と、それから平成６年にたしか主任児童員制度とい

うのが採用されて、２名の主任児童員の方がおられ

るというふうに伺ってございまして、総体で３２名

と、こんなふうに伺ってございます。今、その３２

名の方が活動いただいているわけでありますけれど

も、極めて受け持ち範囲といいますか、郡部と、そ

れから町と人口比率が全然違いますから、３倍も４

倍も多い町の方の受け持ち範囲があると。 

 そういうような方で仕事も持っておられるという

ことで、これは何とか人員をふやせられないのであ

れば再編を考えてはいかがかと、そういう要望が恐

らく民生委員の方から、協議会の中から、委員の中

から、そういう申し出があったはずなのであります

けれども、その過程を御説明いただきたい。どうい

うふうに検証されて現在まで来ているのか。恐らく

それは１９年の５月の段階で、そういう申し入れを

しているというふうに伺ってございますけれども、

２１年度も同じような状態の中で実行されてきてい

る。高齢者の実態調査とか、そういうようなものも

含めて極めて膨大な仕事になるというようなことで

ありますから、その辺の再編も含めてどういうお考

えを持っておられるのか、お伺いをしておきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ４番谷委員の民生

委員、児童委員にかかわりましての御質問にお答え

を申し上げたいと思います。 

 委員御質問のように、本町におきまして民生委

員、児童委員３０名、それから主任児童員２名の合

わせまして３２名の方々が活動されているところで

ございます。町全体といたしまして、国の一定の基

準に基づきまして、人口割りでもって上富良野町の

上限というのは現在の３２名よりも、あと何名かは

ふやせる状況にはありますけれども、そういった中

で、これまでの経過といたしまして、やはり受け持

ち区域の戸数の差というのが大きな課題といいます

か、現状としてそういう実態にあるということは間

違いございません。委員の中にもそういった問題意

識を持っておられまして、御意見を提言される方も

いるわけでございます。その辺の取り組みといたし

ましては、３カ年の任期の中で、来年の１１月が今

回の任期の区切りとなりますけれども、今年度にお

きましてもそういった一つの課題として内部的に民

生委員、児童委員さん協議会の中でも議論をいたし

ているところでございます。 

 また、総務部会という中におきましての関係する

部会、そして正副会長、そして事務局と、そういっ

た形で近く、またその辺の打ち合わせを内部的なあ

り方についての協議をすることとしているところで

あります。民生委員、児童委員の区域の課題につき

ましては、なかなかその課題という実態、老人とか

そういう要保護者とか、そういった地域差が非常

に、相当昔から差があるなという課題がいろいろ議

論をされているところであります。なかなか簡単に

線を引き直すというか、区域割りというのも地域の

実態を踏まえまして、その辺の可能な範囲はどこま

でかということもいろいろな角度から研究していく

ことだというふうに思ってございます。近々また話

し合いという場も持つことにしておりますので、ま

た広く意見を吸収しながら、今後の地域のあり方、

地域の担当区域のあり方についての検討も十分、ま

た議論を重ねてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 午後１時まで昼食休憩

といたします。 

─────────────── 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 ０時５９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開し、質疑を続けます。 

 その前に、先ほど９番中村有秀君からの互助会の

分配金というのですか、あの説明を総務課長から説

明させます。 

 総務課長。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村委員にいただ

いた質問についてお答えいたします。 

 互助会におけます団体生命保険事務手数料の配

分、町互助会のほうから町立病院とラベンダーハイ

ツの互助会のお金が決算のほうに示されていないと

いう御質問にお答えいたします。 

 まず、町の互助会の関係年度が１月から１２月と

いう会計年度になっております。２０年度で言いま

すと、２０年１月から２０年１２月までとなってい

ます。病院とラベンダーハイツの会計年度は、１９

年４月から２０年３月までになっております。 

 それで、今回こちらに表記してあります５，５０

０円と２，５００円の配当金については、１９年度

の決算のほうで示されております。 

 また、互助会での保険の取り扱いにつきまして

は、この２０年度が最後でありまして、２１年から

は取り扱っていないということで、ラベンダーハイ

ツと病院の互助会については、その記入がないとい

うことでございます。御理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村委員よろしいです

か。 
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 ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 昼休み１時間いただいて考えた

のですけれども、ご飯食べてしまったら、まとまら

なくなってしまったので、ちょっと聞きたいことだ

け聞かせていただきます。 

 先ほどの答弁の中で、上富良野町にはまだ民生委

員の枠の余裕がある、こういうお話がございまし

た。私のほうでちょっと調べさせていただきました

けれども、きのうもちょっと御返事いただいたので

すけれども、人口５，０００人から１万２，０００

人ぐらいの間には３５名ぐらいの上限枠があると。

上富良野は主任児童委員も含めて３２人ですから３

人の枠があると、まだ認定できるのだというような

お話がございました。必ずしも３５人の児童委員の

方を選任せというわけではないのですれども、こう

いった中で現在３０名体制で移行されてきたという

のはいつごろからなのか、ちょっと教えてくださ

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ４番谷委員のただ

いまの御質問でございますけれども、現行の３０名

になったのはいつからかというのは、申しわけござ

いません。手元に資料がございません。正確ないつ

からというのは、お時間をいただきまして後ほど調

べたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 以前は今より人口が多かったと

いうことは、それは了解していますけれども、確か

に人口は多いかもしれませんけれども、高齢者の

方々が今より少なかっただろう、こんなふうに思っ

ていますが、その体制がずっと維持されてきて現況

に合っているのかということになると、私は必ずし

もそうではないと思っていますし、それから先ほど

の答弁の中で再編の難しさ、この辺も課長説明して

おられましたけれども、その足かせになる部分とい

うのはどこにあるのか、再編の難しさというのはど

こにあるのか、その点、御説明ください。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいま民生、児

童委員の区域割りの考え方につきまして、やはりこ

れまでにも地域ごとの実態、その地域、地域によっ

ての対象者と申しますか、高齢者あるいはその他の

取り扱いといいますか、地域性によって多い、少な

いというのがあります。 

 そういった中で、民生委員さんの区域割りについ

ての議論というのも、いろいろと話し合いをしてき

た経過が歴代の福祉担当の中であるかというふうに

私も認識を、自分自身も３０年近く前にも担当して

いた中で、そういったあの地域の民生委員さんは大

変であるとかそういった声があって、区域割りにつ

いての考え方、検討をしてきた経過がありますけれ

ども、何々地域という中で、これまでなじんできた

といいますか、地域の方々もうちの地域はあの方で

すというようなことの、こういったなれもあるかと

思いますけれども、これまでの中で必要に応じて分

割という形で、住民会という制度になってから縦に

長くなるという住民会があったり、戸数が振興住宅

で立て込んできているとか、そういったところにつ

いては、これまでの過程の中で分割をしてきたとい

う、一つの地域が二つになったというところもあろ

うかと思います。 

 そういった意味では大きな足かせといいますか、

制限といいますか、そういったものはないわけです

けれども、将来的な人口の推移、地域実態を踏まえ

た中でのあり方を検討することが必要かというふう

に考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 地域になじみがあるとかないと

かというのは郡部の場合のことを言っているので

あって、郡部の場合は、もう生まれたときからそこ

に同じ住民会の中で住んでいるから、もうみんな顔

見知りなのです。 

 だけれども、町の場合はいろいろな人口密度が変

わったりして、そうなってるでしょう。そんなこと

を言っていたら、なじみがあるから、ないとかとい

う話、もう別問題なの。私の言っているのは、格差

がもう３倍も４倍もなっていますよと。受け持ち範

囲が、もう耐えられないのだ。だから民生委員のな

り手が少ないのだ。そういう実態にあること。 

 私、先ほど申し上げたのは、昨年の５月にそうい

うことを申し入れしているはずなのですよ。それを

検討します、こうなっている。２１年度に向けても

同じようなことを、あなた方は民生委員の方に要望

しているわけだ。高齢者の実態調査にしても調査項

目にしても昨年と何も変わっていない。だから改善

をしてくださいと、できませんかと、こういうこと

になっているわけだ。それを同じように１年経過し

て、なお検討しています。何を検討していたの。今

まで検証したことは何だったの。どういうふうに検

証したか、それを教えてください。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 高齢者実態調査と

いうのは毎年ありますし、そういった意味で毎年、

毎年５月になると御負担をおかけしているなという

実態も、私も民生委員さんの御苦労というものを十

分承知をしているところであります。 

 ただ、区域の変更とか場合によっての分割区域割

り、増員等の検討というものは、民生委員さんの任
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期３年ごとの区切りにおいて行うべきものであると

いうふうに私も考えてございます。 

 そういった意味においては、現時点では、午前中

の答弁で申し上げました来年の１１月が現在の方々

の任期であります。ここに向けて今からといいいま

すか、もう１年ちょっとでありますけれども、さら

なる議論を民生委員さんとも意見をいろいろちょう

だいしながら、あるいは私どもも意見を出しながら

体制に向けてといいますか、十分話し合いを深めて

まいりたいというふうに考えています。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） そういう考え方があるのであれ

ば、協議会からそういう要望があったのだから、改

選時期をもって検討したいし変更していきたいのだ

から、そういう答弁をすればいいのです。そういう

詳しいことも言わずして、そのまま来ているから不

信感持たれるのであって、そのことは十分、民生委

員の方々に説明してください。 

 それからもう一点お尋ねしておきますけれども、

私、最初申し上げたとおり、報酬でもって民生委員

の方が動いているというふうには全然思っていませ

ん。わずか８，０００円ですからね。 

 それで中富良野、隣の町のことですけれども、極

めて上富良野と同じように、そういう低い状況に

あったということで、わずかですけれども１万円に

したと、こういう経過を聞いています。 

 ですから、上富良野もできれば、こういう財政状

況であるにしても、そういった極めて福祉喚起に携

わっていただける方々の配慮をするということも含

めて御検討いただきたいというふうに思います。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 貴重な御意見いた

だきましたので、我々も民生委員さんがより一層充

実した気持ちで、ボランティアの精神が比重を占め

るとはいえ、意欲的に取り組んで、ますますいただ

けるような処遇のあり方を十分検討してまいりたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 済みません。ちょっとわ

からないものですから教えていただきたいのですけ

れども、不用額というのがあるのですけれども、１

８年度は２，１００万円、１９年度も２，１００万

円ちょっとと。今回もまた不用額で出ているのです

けれども、それについて、ほかの課と比べると不用

額というのが毎年、毎年多いので、これについて、

どのようなお考えでこういうような数字がいつも出

てくるのか、原因と何かそういう事情とかがありま

したら伺いたいなと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） お認めいただいた

予算を適切に執行していくということは大切なこと

でございまして、私どもも十分、意を用いて当たっ

ているわけでありますけれども、予算の性格の一つ

として、例えば対象となる人員が１００名なら１０

０名いた中での予算をとったけれども、結果、該当

者がいなかったとかという結果に終わる場合におい

て、では適切な対象の把握というのがどうだったか

という議論になるかと思いますけれども、想定され

る以外の対象者といいますか、そういった場合での

生ずることがある例えば１２月の補正の時点、それ

から３月の予算を執行状況を踏まえながら見極めす

るわけですけれども、１２月の時点で１月、２月、

３月の予測をするときに思わぬところの対象者が出

るとか、そういったことを予測しながらということ

になりますと、きっちり不用額として落とすという

よりも予算を計上して不測の事態に備えるというこ

ともあります。 

 例えば、保育所の入所の場合、他地域からの保育

をする場合に、広域保育ですけれども１月、２月、

３月が、１２月の時点ではいなかったけれども生ず

ることも想定されますので、予算としてはやはり確

保していく、そういったことがあります。結果、執

行しなかったことによる不用額というのが生ずると

いうケースがありますことを御理解をいただきたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） ちょっと何か説明でわか

りづらいなと思って聞いていたのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 用語の説明だけでよろ

しいですか。予算に対して執行しなかったものが不

用額だと思うのですけれども、そういうことですよ

ね。違うのですか。 

○１２番（佐川典子君） だから毎年、毎年同じよ

うな金額が計上されていることに対して、どういう

あれがあるのかなと思って、そこを伺いたいので

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １２番佐川委員の御質問

に私のほうからお答えしますが、一応、今、担当課

長のほうからるる説明申し上げましたが、予算に基

づいて計画どおり執行する面と、それから外部要

因。特にここの款は扶助費と申しますか、そういう

医療費等の関係については、それぞれ私のほうで事

前に把握できかねる部分もございますので、結果と

して患者さんが少なかったとか、そういう要素につ
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いては事前に予算の減額をできず、決算において不

用額というケースもございますので、そういう費用

の性格によりまして不用額で出す場合もございます

ことを、ひとつ御承知置きいただきたいというふう

に思います。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 １２番佐川典子君。 

○１２番（佐川典子君） 適当な金額の予算であっ

たかどうかということについては、その辺はどうな

のですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 予算は適正というか、適

当な額で計上してございます。繰り返し申し上げま

すけれども、計画に基づいて、先ほどの福祉灯油で

ございませんけれども、１００人予定してございま

したけれども、これはあくまでも予測値でございま

すので、実際には５０名程度しか来ないというケー

スもございます。これが事前にそういう結果を予知

できれば次期の議会を通じまして減額補正をします

が、事前に予知できない場合には結果として決算に

おいて不用額という形で処理するケースもございま

すので、そういうケースのものが積み重なると非常

に大きな額になるわけでありますが、私どもは予算

計上で適正な額でなかったとは思ってございませ

ん。これは事後の手続の仕方によりまして、また結

果が違いますので、この辺はできるだけ決算におい

て不用額という形でないような方法は、私どももこ

れから意を用いて減額の手続をしてまいりたいと思

いますが、そうできないものもございますことをひ

とつ御理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 私、答弁聞いていて、ぴっと来

ないのですよね。それでこの不用額が出てくるとい

うことは、選択と集中された予算編成でなければな

らないと。だから不用額というのは本来は、ぴたっ

となるわけないの。確かに余ったり出てくる。後で

補正を組まなければならないから、多少多めに予算

を組むのだろうと思うし、課としては当然、多少な

り多めに予算要求をするのだろうと、こう思いま

す。 

 だけれども、あくまでもこれは選択されて、十分

な選択をして、そして集中された予算編成であるべ

きだというふうに思っていますし、大量の不用額が

出てくるということについては、これは課の予算が

使われなかったのか、あるいは使わなかったのか、

そこを検討すべきなのですよ。検証して十分にこれ

はもう当然、財政から見たら、こんな不用額出てく

るなんていうことについては、余りよしとしないは

ずだと。早目に減額しなさいと、補正をしなさいと

いうふうに指導すべきものだと、こう思っているの

ですけれども、いかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ４番谷委員の御質問であ

りますが、基本的にはおっしゃるとおりでありま

す。繰り返しになって申しわけございませんけれど

も、事務的に事前に把握できるものは今、委員が言

われたように、意を用いて努力したいと思います。

言いわけになって申しわけございませんけれども、

そうできないものも一部ございますので、その点は

ひとつ、あわせて御理解を賜っておきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） 不用額につきまして

は、副町長のほうから話があったとおりでありま

す。 

 ただ、細かい話ですけれども、特に扶助費なので

すけれども、住民の方を相手にしている部分で補正

予算してから支給しますということにならないとい

う部分で、即住民の方に対応しなければならないと

いう部分で必ず、例えば障がい者の方に扶助費を出

すという場合も、もし出てきたらということで余力

を持って予算を計上しております。その数がここの

款の中には扶助費という項目たくさんございます。

その結果、どうしても額的に膨らむという現象が起

きるということだけ御理解をいただきたいなと思っ

ております。ほかの科目、扶助費以外ですと、かな

り厳しく執行者は出すなということは当然指導もし

ておりますので、その辺も含めて御理解をいただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） １０１ページ、ボランティ

アの町づくり事業の関係と、それに基づく資料の１

８番、この関係でお尋ねを申し上げたいと思いま

す。 

 ボランティアの町づくり２２３万円の予算のとこ

ろ１６１万６，１３８円ということで、６１万３，

８６２円、２８％が不用額で返納という措置がされ

ています。 

 したがって、資料１９ページの最後のページで、

平成２０年度町補助金精算書という上富良野町社会

福祉協議会の会長堀内慎一郎さんの関係で質問をし

たいと思います。 

 社会福祉協議会から申請をされたこの予算、町の

補助金２０７万５，０００円、諸謝金１万５，００

０円、旅費１１万円、それから損害保険料３万円で

２２３万円になるのですね。現実に給与の関係は１

５１万６，０６２円ということでございます。恐ら
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く新しく雇う人の関係等を含めて、こんな金額に

なったのかなという気がいたしますけれども、今、

不用額の問題出ました。できるだけ厳密に査定をす

るということであれば、こんな形には基本的には

なってこないなと。 

 それからもう一つは、消耗品、印刷製本、通信、

運搬、賃借料、これらは補助申請の中には入ってい

ないのですよ。それを今回それぞれ、この金額が８

万６，８７６円。 

 そうすると、補助金を申請する段階でぴしっと、

特に給与の関係、査定をしていれば、こんなことに

はならないのかな。 

 それからもう一つは、申請者はこれらの消耗品

等、４項目は何も予算要求していないのですよ。で

すから極端にいえば、お金が余ったから、これのほ

うに回して使ったのかなというような感じを私は受

けるのですね。正式に補助金の申請がないものが、

こういう項目をつくって支出をしたなと。 

 そうすると、厳密にぴしっと補助金申請が上がっ

て、そして予算計上する段階でぴしっと精査をして

いれば、こんな形には決算の中になってこないなと

いう気がするのですよ。その経過について、ちょっ

と今、不用額の関係で出ましたけれども、これらは

はっきり、もう事前にわかることなのだから、です

から特に給与の関係もそうだし、それから要求のな

いものが８万６，０００円も出てきているわけだか

ら、だから我々からすれば、余ったからこっちに

使ったのかというようなことを受けるものですか

ら、その点ちょっと答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ９番中村委員のボ

ランティアの町づくり事業に関しましての補助金の

内容について、減額にという実績でなったことには

相違はございません。 

 経過といたしましては、補助金の主たる内容につ

きましては、コーディネーターの人件費というボラ

ンティア推進俸給が大方を占めるわけですけれど

も、実はボランティア推進がこの２０年度途中で退

職をしたということから事情が少し変わりまして、

あり方といたしましては、２０年度当初まで嘱託的

な立場で５年、６年という形で任用をしてきたとい

う経過であります。 

 ボランティアを推進するという業務でありますけ

れども、２０年度において途中で退職したのは、そ

の方はどうもこの職が、その方にとってなじまない

とか、そういった理由かと思いますけれども、そう

いったことで嘱託的な雇用を今後改めようというこ

とで、後任については嘱託ではなくやや低い月額の

現実的な立場の方を、かつボランティアに関しての

意欲というものは十分にあってこなしていけるとい

う方を見つけまして雇用をして現在に至っていると

いうことで、結果、不用額ということになりました

けれども、年度当初に申請の時点後において生じた

ことでありまして、予期できなかった事情というこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 また、当初申請の中になかったもの、需用費等の

額については、御指摘のように計画性がない中での

使い道についてということであります。この点につ

いては十分反省点というふうに思います。今後十分

中身を精査して補助金の適切な執行に当たるように

努めてまいります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 給与の関係は一応理解をい

たしました。嘱託で途中で退職されたということ

で、言うなれば嘱託の場合の年数があれすれば、あ

る程度金額が給与的に高くなって、それをというこ

とでございましたので、わかりました。 

 ただ、やっぱり補助申請がない項目、ゼロの項目

が、こんな形の使い方ということは、やはりぴしっ

と直していかなければだめだし、必要であるのであ

れば事前に補助の予算措置の申請の中に入れるべき

であって、その点今後、十分注意をしていただかな

ければ、我々からすれば余ったから少し使っておこ

うかというような感じを、例えば印刷機のリース料

なんていうのは、今までこの項目の中でずっと調べ

たけれども、ないのですよ。ボランティア事業の

中、どっちかというと給与費等関係が全部、今まで

中心だったのですよ。 

 ですから、十分これらは気をつけていただけれ

ば、こんな形でどんどんどんどん項目をふやして

余ったから使うという考え方は恐らくないとは思う

のだけれども、現実にやっぱり所管で認めて、そし

てこうやって決算が出てくるということだから、そ

の点、十分やはり注意をしていただきたいと思いま

す。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁よろしいですか。 

○９番（中村有秀君） はい、よろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ９９ページ、保健福祉総合

センター管理費のところでございますけれども、保

健福祉センター、町民の利用が昨年と比べまして

１，３１８人利用者がふえているという状況にあり

まして、これは町民の方が多く利用されて、またそ
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れがプール等によって健康増進につながれば大変結

構だと、こう考えているのですけれども、プールの

利用者は一体何人ぐらいおられるのか、また、それ

らを利用していらっしゃる方の健康効果、どのよう

にあらわれているのか、ちょっとお尋ねしたいと思

いますのと、運動指導業務が委託費の約半分を占め

ているような状況にあるわけですけれども、何人ぐ

らいの運動指導員がいらっしゃるのか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 私のほうから人数についてだけのみお答えいたし

ます。 

 平成２０年度でプールの利用人員ですけれども、

１万６，７７４人となっております。 

 あと、健康につきましては、岡崎専門課長のほう

からいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） プールの利

用の効果についてですけれども、大きくプールの利

用の効果につきましては３点あると考えています。 

 １点は、ひざとか股関節等に障がいがある方で、

その負担を軽減しながら筋肉をつけていくというふ

うな利用をされている方。 

 あともう一点は、プールの運動をする中で抗うつ

剤と同じようなセロトニンという物質につながるメ

ラトニンという物質が水中運動をすることで分泌さ

れやすくなるということで、精神面での安定につな

がる。 

 あともう一点が、有酸素運動をすることによって

インシュリンの効きをよくして、そのことによって

抗インシュリン状態の方の血圧を下げたりですと

か、コレステロールなどの脂質の異常のある方の改

善につながる、そして体重減少につながるというふ

うな効果を期待しています。 

 現実に２０年度の事業の中でも、きっちりと参加

前と参加後の体重ですとか、血圧等の改善状況とか

を見ているスリムエクサとか、そういうふうな教室

に関しましても、血圧の低下については改善率、血

圧が完全に下がったという率は２割、そして体重は

入る前よりも下がったという方が５５％ということ

で、かなりきっちり定期的に週２回以上の利用をす

ることで、数字面の改善もつながるというふうに見

ています。 

 血圧が下がるということは、例えば腎臓の働きの

悪い方が１４０の９０の血圧を１３０の８５以下ま

で下げますと、透析に１０年でなる予定だった方が

３０年後に透析になるというふうな、３分の１に腎

臓の働きの低下速度をするというふうなのが学会で

言われていますので、町の医療費にも確実につな

がっていっているというふうな実態として考えてい

ます。 

 あと、運動指導業務に携わっているスタッフ数に

ついてですれけども、運動指導士の資格を持ってか

かわっている者は１名います。あと、８名で監視と

運動指導を行っていますけれども、その中の３名だ

と思いますけれども、運動指導にもかかわっている

というふうに聞いています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 詳しく効果を言っていただ

いて、あれだと思います。上富良野は糖尿病が悪化

して腎臓に至っていると、こういった方、非常に多

いですので、そういう方にも有酸素運動で非常に効

果をあらわしているということを聞いて、さらにこ

れを強化していただきたいと思いますね。 

 それと、１，３１８人利用がふえているのですれ

けども、３３万４，０００円ぐらい減っているので

すね、使用料が。そこはどういったあれでしょう

か。 

 それとこの運動員は、減らすということは、どう

してもやっぱり８名は必要でしょうか。そこら辺

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 全体の使用の中身

として人数的にはふえているという状況にあります

けれども、使用料を個別に見た場合に、先ほどの健

康増進プールであるとか、定期的に使われるものの

度合いというのが、やはり使用料の減につながって

いるものというふうに判断してございます。 

 また、多目的ルームとか、そういった範囲は非常

に使用がふえているわけですれけども、そういった

ことの総合的な状況として、結果といたしまして、

使用料は３３万円の減という合計額でございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） プールの横に運動器具を置

いていまして、それらを利用していらっしゃる方も

結構いらっしゃるのですけれども、そういった方は

大体どれぐらいだと押さえていらっしゃいますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 福祉対策班主幹、答

弁。 

○福祉対策班主幹（大石輝男君） 運動器具の２０

年度の年間総数で２，３１２名になっております。 

 以上です。 
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○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ９９ページのちょっと重な

りますけれども、運動指導員の件なのですが、自前

でできるようになれば、その部分、経費の削減もで

きるのだと思うのですが、この点は検討されており

ますか。将来的にそういう方向でやって、少しでも

軽減を図るという方向ではどうでしょうかね。検討

されていますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 運動指導員

につきましては、やはり今、二つの選択があるだろ

うというふうに考えて、実態把握に努めているとこ

ろです。 

 ただ、実際に美幌町では、本当に住民の方たちが

指導員もし、指導もするというふうな形でスタート

して、実際話を聞いていくと、さらにうちよりも費

用額が高い形で、うちよりも人口は多いですけれど

も、費用がかかるという実態もちょっと聞いており

ますので、今の段階で１，１００万円ぐらいで８名

の方が指導業務と監視業務に当たっているというと

ころと、実際に住民がやったときに本当に費用面だ

けをついていえば、それが減額になるかというとこ

ろは、ちょっと厳しい実態もあるのかなというふう

にも思っていますけれども、ただ将来的に本当に住

民が主体になってやるという形と指導を受けてやる

という形、どちらが望ましい形なのかというのにつ

きましては、現在検討中なのですけれども、もう少

しきっちり見極めていくような形にしていきたいと

いうふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） 先ほど谷委員の民

生児童委員の現行体制のいつからかという御質問に

お答えを申し上げたいと思います。 

 現在の３２名体制は、平成元年の１２月からとい

うことで経過してございます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにないようですの

で、これで３款の民生費についての質疑を終了いた

します。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、４款衛生費の１

１６ページから１３３ページまでの質疑を行いま

す。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） １３９ページ農業振興のと

ころですね。 

○委員長（長谷川徳行君） １３３ページまでで

す。 

○２番（村上和子君） 済みません。間違えまし

た。 

○委員長（長谷川徳行君） ございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １１７ページの乳幼児医療

費の問題で何回もお伺いいたしますが、今、所得制

限が設けられております。 

 大変この制度はよい制度であって、各自治体でも

対象枠を拡大するという方向で動いております。上

富良野町でもこれを見ましたら約３万円ぐらい１人

かかっているのでしょうかね、平均したら。そんな

感じかというふうに思います。子育ての支援という

立場からも制度の拡充を行う、そして所得制限の撤

廃を行うということが必要だというふうに思います

が、この制度の持っている充実したいい制度だと思

います。体を守るという点でも早期発見して、すぐ

治療をするということでも健康管理が行われるとい

う制度でありますので、この点どのようにお考え

か、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の乳

幼児医療に関する御質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 以前より委員からは一般質問等を通じて御質問い

ただいているところでありますが、繰り返しになり

ますけれども、今、全国的に少子化の影響を受けま

して、さまざまな都道府県あるいは市町村単独で上

乗せする形で、これらの所得制限も含めまして対象

年齢の引き上げ、これが行われていることは十分承

知をしているところであります。 

 昨年１０月からは、上富良野町においては独自の

上乗せ事業として乳幼児、３歳未満の完全無料化と

一部、就学児童までの自己負担の一部負担金の軽減

を図ってきたところであります。 

 また、少子化対策としまして、子育て支援を含め

た保育所あるいは発達支援センター、子育て支援セ

ンター等の子育て支援に十分、上富良野町において

も配慮をしているところは委員、御承知のことかと

思います。 

 さて、御質問の所得制限の関係でございますが、

先ほど言いましたように、少子化が進行するこの社

会において、上富良野町においても今後これらの乳

幼児医療をどのように位置づけていくのか、施策を
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どのように展開していくのかは、特段の検討をしな

がら、今の制度がよしということではなくて、今後

においての施策をさらに展開を図るべく検討をして

いく予定としてございますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） この事業評価の中にも今年

度、２１年度から見直しを行うということでの評価

が入っております。これは前回の町長も含めて、尾

岸町政のときだったのですが、この制度を発足して

将来的には見直すという内容がちょっと不鮮明なの

ですが、前向きに見直すか、後ろ向きに見直すかと

いう問題あるのですが、ここら辺ははっきりしない

中で、従来の状況を見て見直すという答弁はされて

おりました。 

 それで、そういうことも含めて検討しているとい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問でございますが、事業評価の関係につきまして

は、事業を縮小するもの、あるいは現状を維持する

もの、これから拡大するもの、そのような評価過程

になってございます。 

 たしか、ここに持ってきてございませんが、乳幼

児医療の事業評価につきましては、総合評価Ａと

なってございますが、今後の展開といたしまして

は、先ほど御答弁させていただきましたように、今

後拡大の形で検討をすべきだというような政策調整

会議の御意見もいただいてございます。今後の少子

化の状況等々を考えながら、縮小という形ではなく

て、行政としてどのようなお手伝いが一番、事業効

果が上がるのかということで今後検討してまいりた

いというふうに考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ぜひ拡大の方向で検討して

いただきたいのと、もう一つ所得制限の問題なので

すが、乳幼児医療費の目的というのは、子供の健康

をとりあえずは守るということだと思います。子供

というのは、親が所得あるなしにかかわらず健康を

維持されなければなりません。 

 そういう意味では、私は所得制限というのは、こ

の立場からしても道理に合わないものだというふう

に考えております。私はこの点を町長どのようにお

考えなのか。前回の答弁では、町長は所得制限を設

けることは、それぞれの応分の負担で公平な原則に

基づいて行われているから、これはいいのだという

ことを言っていましたが、私はこれは子供に対する

医療と健康を守るということであれば、親が所得あ

るなしにかかわらず、子供たちの健康を守る立場か

らすれば共通に等しく、これの恩恵に授かると、領

受されるというような、そういう制度だと思うので

すが、この点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

私のほうからお答えします。 

 今、国におきましても財源確保を含めて大変大き

な動きを感じているわけでありますが、私ども自治

体におきましても所得制限を設けるか、設けないか

も非常に国レベルにおきましても大変議論があるよ

うに伺っているところであります。 

 結果としまして、仮にそういう制限を撤廃したと

きに、そういう新しい制度が将来に向けて安定的に

維持できるのかどうか、これらも十分要素として判

断材料になるというふうに思っているところであり

ます。 

 今までも申し上げていましたように、現状からす

るとすべてフラットにして、それが将来に安定的に

制度維持できるかとなると非常に懸念材料もござい

ますので、そういう観点からすると現状を維持しつ

つ、必要な補完があるとすれば、そういう制度の中

で補完をするという形が当面の方針ということを申

し上げざるを得ないわけでありまして、今後におき

ましても、国のそういうあらゆる動向を見ながら、

しっかり判断をしてまいりたいと思います。 

 繰り返しになりますけれども、医療費だけが子育

て支援ではごさいませんので、もう少し広範な分野

を見渡して、結果として総合的に次期の中の子育て

支援につながるように、またそれが安定的に仕組み

が持続できるように、しっかり検証しながら取り進

めてまいりたい、それが町の今、現状での認識でご

ざいますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） もう一度確認いたします

が、親が所得あるなしにかかわらず、子供は制限さ

れていいという判断ですか。それとも本来の医療の

趣旨からいけば、所得あるなしにかかわらず、き

ちっとこの制度に対する領受されるということが本

来の制度のあり方だと思いますが、その点、町長ど

のようにお考えなのですか。副町長でもいいですけ

れども。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 委員が言われるように、

端的になかなか言えない要素でございます。私ども

もこれをある程度、負担の軽減、経済的な支援策と

いう観点で見たときに判断がまた出てくるでしょう

し、今、委員が言われるように、等しく子供を社会

がしっかり財源も含めて支えるのだということであ

れば、所得の制限を設けることが議論としては薄ら
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ぐわけでありますので、これは政策としてどういう

ところに視点を置くかで変わってくるわけでありま

す。 

 私どもは、繰り返しになりますけれども、持続が

なされるのか、これも非常に政策としては重要な要

素でございますので、そういう観点からすると、現

状の姿がベターであるというふうに言わざるを得な

いというふうに認識をしているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） お伺いしたいのは、それで

は今回の所得制限が設けられた後、これに該当され

なかった世帯、いわゆるそういう世帯というのはあ

りますか。お伺いしておきたいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 いわゆる就学前か後かで相当人数が変わってきま

すが、今つかんでございますのは、就学前児童で所

得制限によってこの制度が受けられなかった方につ

いては１名でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 実態見ましたら、そう多く

はないのです。このような実態ですから、仮にふえ

たとしても、そう何百人、何千人というふえる可能

性というのは低いわけで、そういう立場からも十分

財政を維持してやっていける可能性はあります。長

続きさせるかどうかという問題もあるのかもしれま

せんが。 

 もう一つ、副町長はっきり答えられていないので

すが、私感じますのは、所得制限があるなしにかか

わらず、こういう制度は子供に対する医療と健康を

守る立場からの制度ですから、やはりこれは撤廃し

て、公平な立場から子供たちの医療の環境を守ると

いう立場からも、制限は撤廃することが必要だと思

いますが、この点いろいろ言っておりますけれど

も、明確な答弁されていないのです。逃げてばかり

いるわけですから、この点もう一度きちっと答弁し

ていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ５番米沢委員の御質問に

お答えしますが、先のことはなかなか予見できませ

んので、今１人だと、だから取り組むということも

一つかと思いますが、いずれにしましても、そうい

う財源をどういう方が支えるかということからすれ

ば、当然そういう能力のある方が、所得的に余裕の

ある方が租税の中からそういう制度を支えるという

ことでありますので、そういう観点からすると、子

供に視点を当てると今、委員がおっしゃられるよう

なことになると思いますが、そういう負担をする方

が当然出てくるわけでございますので、そういう観

点からすると、私はそういう負担の平等という観点

でとらえた場合には、今の姿も一つだというふうに

認識しているところでありますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） １２１ページ、エキノコッ

クスの検査の話ですけれども、これは昔は道東の北

のほうだけであって、今は北海道全域あるいは東北

のほうまで広がっているかもしれませんけれども、

非常に１０年ほどで内蔵を食い破られる怖い病気で

あるというふうに思っていますけれども、この資料

によりますと、昨年は１４人、ことしは７６人、約

６倍の人が受診されていますけれども、非常に上富

良野町も深刻な事態になってきて、このような受診

結果になったのかということをまずお伺いしたいと

思います。 

 その受診結果、患者数がわかれば、それも教えて

いただきたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） エキノコッ

クス症検査につきましては、ちょっと開始年度は忘

れましたけれども、かなり年数をかけて、１５年と

か、もう少し長い期間やっていると思います。その

検査の中で、町の中でエキノコックス症が確定した

方はいらっしゃいませんでした。 

○６番（今村辰義君） 非常に検査の人がふえてい

る理由というのは何があるのですか。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） エキノコッ

クス症検診は３クールほど、町の中を区分割りをし

て住民を対象にやる方式をとっていましたけれど

も、そのクールが終わってからは、ことしですと１

０月の１日と２日なのですけれども、希望される方

が申し込みをされて病院で無料で受けるというふう

な検診のスタイルに変えています。 

 それで、１９年度につきましては、ちょっと予想

よりも非常に少ない人数だったのですけれども、今

年度につきましては、少し定着したのかなというこ

とで上向きになってきている人数に変わってきてい

るかなというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 先ほども言いましたよう

に、非常に怖い病気であるというふうに思っており

ます。２０年度の検査については、だれもいなかっ

たということでありますけれども、エキノコックス

の怖さといいますか、エキノコックスに対する予
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防、そういったものは、町はどのようにとってこら

れたのか、そこをちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） エキノコッ

クス症に関しましては、卵を口から入れ込んで、１

０年ぐらいかけて肝臓とかで成虫になっていって、

成虫になって破壊をしていくというふうな形になっ

ていくということで、もっと早い時期に関しまして

は、各地区に出向いてエキノコックスの病体ですと

か予防法とかについて地域回りをしていた時期もあ

りますけれども、最近につきましては、長年やって

きた中で余り患者数として発生が少ないという実態

も見えましたので、そこをターゲットに置いて各地

区を回るというふうな形では行わずに、広報等の住

民周知ですとかという形が、パンフレットの配布と

かというのが主になっております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） １２１ページの肺炎球菌

ワクチンのことで、きのうちょっと聞いたのですけ

れども、きのうだかけさの新聞にも出ていて、随分

と接種する方がふえてきたのだというふうに書いて

いたのですけれども、何かきのう、うちの町にもワ

クチンが今ないというふうに聞いたのですけれど

も、いつごろ入るというか、対応いつごろできるの

か、ちょっと聞きたいな。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） 肺炎球菌ワ

クチンにつきましては、昨年度より助成制度を行い

まして、新型インフルエンザの拡大の折に、対象年

齢を７０歳から６５歳に下げるという形で、高齢者

の方に対しましては、さまざまな呼びかけを行うと

いうところ、非常に全国的に肺炎球菌ワクチンの接

種の数が一気にふえたという状況になりまして、

今、申し込まれている方も１０月の中旬までは恐ら

くワクチンがなかなか手に入らないというような状

況になっております。 

 それで、一気に受けたいという希望の方がふえて

きている中で、ワクチンが手に入らないためにお待

ちいただいているという状況が起きています。肺炎

球菌ワクチンを提供している業者のほうに確認しま

したところ、１０月中旬にはある程度、必要量の再

開をできる準備を進めているということで回答をい

ただいております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで４款の衛生費についての質疑を終了いたしま

す。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、５款労働費の１

３２ページから６款農林業費の１４７ページまで、

一括して質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） １３９ページ、農業振興費

のところでございますけれども、先ほどから予算の

不用額の質問が出ておりましたけれども、不用額の

見通しがあっても、補正予算で減額できないものも

あるのだということ御答弁でしたけれども、逆にこ

この部分は７０４万６，１２６円ふえているのです

ね。４，２０９万１２６円のところの農業振興費で

ございますけれども、これを当初の予算から見まし

て７０４万６，１２６円ふえているところでござい

ますが、中身を見ますと、奨励作物振興事業補助が

１７８万３，０００円減っているわけですね。ここ

は作物の拡大を促進するということで奨励事業とし

てやっていると思うのですが、５事業者が減ってい

る状況がありまして１７８万３，０００円の減。 

 それから、貸付金のほうでございますけれども、

これは農業振興のために町独自の貸付金をしておら

れると思うのですけれども、営農振興資金が６００

万円、予算に対しまして。それと、農業改善資金の

ほうが予算に対しまして５１９万５，０００円と、

このようにマイナスになっているわけですけれど

も、ここのところのとらえ方、そして残りました金

額を基金のほうに積み立てしている状況なのかなと

いうふうに考えるところですけれども、その点は、

ここの減っていますところはどのような判断をされ

ているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ２番村上委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 この資金につきましては、農協と町とで共同で実

施している事業でございまして、農協がこういう資

金の取りまとめを行っております。これはあくまで

も農業者の方々が自分の判断で資金提供、借り入れ

等を起こす事業でございまして、その時々によって

予算の中で変動があるということで私どもは受けと

めております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それでは、この方たちは農
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業者の全体の何％を占めておられるのでしょうか。

これだけ減っていますけれども、これはどのように

解釈して、貸し付けを受けなくても自立してやって

いけるのだというふうなとらえ方でよろしいのです

か。それとも農業者が離農といいますか、やめて

いったというか、そこら辺のところをちょっとお尋

ねしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 農業者の何％とい

う数字は、ちょっと私、今持ち得ていませんのであ

れですけれども、資金につきましては、やはり自己

資金、自分の考えで借り入れされているということ

で認識しておりますので、そういう部分では農業所

得の中で、その年は借り入れをしなくても、そうい

う事業を起こすために借り入れしなくても自己資金

で対応できたというふうに私は受けとめておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） こういう貸し付け受けた方

は、全体の農業者の何％ぐらいに当たるのでしょう

か。今回この金額受けていますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 農業者全体は、

今、上富良野町で３００弱だと認識しております。

その中でこの資金制度を使用された方につきまして

は、農業振興資金、２０年度の実績でございますけ

れども７件、営農改善資金が４５件でございます。 

 以上です。 

○２番（村上和子君） 全体で。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 全体の分というの

は、後ほどまた御答弁させていただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） １４１ページの畜産担い

手育成総合整備事業の草地造成並びに草地整備の改

良についてなのですけれども、この事業は今年度で

たしか終わりかというふうに聞いていますけれど

も、次年度以降、これにかわるような事業が今、検

討されているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） １０番和田委員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 畜産担い手育成総合整備事業につきましては、２

１年度、一時の認可を受けた分については完了でご

ざいます。 

 なお、この事業につきましては、その都度、要望

者が出てこられれば、道のほうに公社を通じて事業

の申請をしていくつもりでおります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 草地の更新は各酪農家等

も臨時契約的にやっているので、多分この事業に対

する要望はずっと続いていくかと思いますけれど

も、ぜひこういう事業を要望したいというのと、同

じ条件でやれるかどうかちょっとお伺いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） この畜産担い手育

成総合整備事業の補助率でございますけれども、草

地につきましては、個人負担が３０％ということに

なっておりますので、３０％で実施できるという、

この総合整備事業につきましては、そういうことで

理解しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） １４７ページの農道整備

事業ということで農道の砂利の件ですけれども、き

のう資料を調べますと、大体毎年同じような方が利

用しているというのですかね。それで、私もちょっ

と勉強不足で、これができたら個人にも対応できな

いかなということで、けさちょっと担当のほうへ

言ったら、今、個人にも対応できるようになったの

だわという話を聞いたのですよ。そこら辺は正規に

なったのか、それともお願いしたら個人でもできる

ようになったのか、そこら辺だけちょっと聞きた

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） １１番渡部委員の

御質問にお答えを申し上げます。 

 農道整備事業につきましては、昭和６１年に実施

された部分でございまして、その当時は７７０戸弱

の農業者がおられて、非常に活用されておりました

けれども、この事業について今現在３００戸弱なの

で、農地面積の保有面積も当時よりはさらに１人の

耕作面積がふえたということで、平成２０年に過去

の規則でいきましたら３戸以上ということで区分さ

せていただいたものですけれども、農業人口が減っ

てきたこともあって、また離農された土地を近隣の

地権者が買い求めて耕作しているという事情を加味

しまして、平成２０年に規則を改正させていただき

まして、１単体でも補助を受けられるということで

規則を改正しております。そして現在に至っており
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ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで５款の労働費及び６款の農林業費についての質

疑を終了いたします。 

 次に、７款商工費の１４８ページから１５７ペー

ジまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １４９ページの企業振興対

策費という形で内田工業あるいは企業の誘致にかか

わる補助が出ているかというふうに思いますが、こ

の点でお伺いしたいのは、いわゆる投資効果という

点で稼働している、雇用されている人数と投資した

費用対効果で言えばどのようになっているのか、お

伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 企業振興資金につきましては、今、現在支援をし

ている企業につきましては２社でございまして、そ

の中に内田工業がございます。支援の補助のメ

ニューといたしましては、この中に利子補給、固定

資産税、雇用助成ということで支援をしておりま

す。 

 それで、この補助の目的でございますけれども、

雇用助成につきましては、５名以上の３名、４名の

新規採用者に対する補助でございまして、内田工業

自体が雇用が６０名ぐらい、約で申しわけありませ

んけれども、６０名程度の従業員がここで雇用され

ているということでございまして、町の雇用の数少

ない大きな場所だということで認識しておりますの

で、そういうことで企業に対する補助を実施してい

るということでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 北光電子もですが、昨年度

あたりから、かなり経営が厳しいという状況の中で

企業の事業に削減あるいは自主退社という形の動き

が見受けられます。今、内田工業も含めた企業の経

営状況というのは、どのように把握されているの

か。最近になって内田工業は経営が厳しいという状

況の中で、閉鎖するという話も出てきております。 

 そうしますと、上富良野町での雇用が少なくな

る、もしくはなくなるという状況が生まれた場合

に、町としてもその対策というのが求められている

かというふうに思いますが、そういうものも含めた

企業の実態、経営状況も含めた状況はどのように

なっているのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） ５番米沢委員の御

質問にお答えを申し上げます。 

 まず、内田工業の経営状態でございますけれど

も、私どもにはまだ正確には申し入れ、また説明は

受けておりません。 

 ただ、町のいろいろな従業員の方が、うわさでご

ざいますけれども、既に３月までで終わりだとか、

町の従業員の方からそういう情報をいただいており

ましたものですから、町としてこういう助成措置、

助成に伴って町の資金を入れて負担金を出している

関係上、私のほうからも内田工業に対して今後の経

営、中身ですとかそういうものは問い合わせしてお

ります。 

 それで、今、現在会社自体が東京で、いろいろな

上富良野の内田工業に対する資金または経営状況等

を精査した中で、町に早期に報告するとは言ってお

りますけれども、整理をした段階で町に来まして、

担当者また町長に今後の状況等を説明したいという

情報はいただいております。 

 また、町といたしましても、まだ正式ではござい

ませんけれども、そういう事態になりましたら、や

はり跡地の建物の再利用ですとか、そういうものも

ふ含めて、町からまた内田工業に対して何らかの形

で従業員また建物に対する利用を要請してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 町長もこれ自体はよく理解

されているかと思いますが、率先して、こういう事

態を少しでも企業が延命できるのであればそれにこ

したことはありませんが、経営内容次第であるかと

いうふうに思いますが、やはり町全体としても、も

う既に状況も掌握されているかと思いますけれど

も、町長自体もこの事態をどのように受けとめて、

今後どのようにされようしているのか、動き、動向

ですね。その点について町長の見解について伺って

おきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうから答弁させて

いただきたいと思います。今、現状担当課長のほう

から申し上げたとおりでありまして、私どもも町長

みずからも少し町民に通じて耳にしているところで

ありますが、一応まだそういううわさという域が脱

することできませんので、内容はともかく正式に状

況の報告があるものというふうに思っています。仮
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定でなかなか申し上げられませんので、私どもも昨

年の暮れ以来、非常に一次産業含めまして急激な受

注量の落ち込みというような状況も察知しています

ので、仮にそういう失業者が出れば、また独自のこ

とを含めて、どの程度やれるのか、やれないのか、

この辺は少し、また複数年次、今も国が基金を持っ

てやっている、そういう事業も執行停止とか、いろ

いろな話が飛び交っていますので、非常に私どもも

不安視してございますが、町独自でやるとすれば、

今、身近で必要なものについては、そういう方を対

象に雇用の機会につなげればなというふうに思って

いますが、会社本体を左右するようなことについて

は、なかなか極めて難しいなという程度で、内々、

町長とも少し情報交換をしているところでございま

すので、今後の動きに、またこうしてできること、

できないことも含めて、必要な場合にはまた議員の

皆さんとも御相談を申し上げたいというふうに思っ

ていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 副町長の答弁でしたら、予

測される事態も含めた対処の仕方等も含めて考えて

はいるけれども、ただいろいろなうわさの域を出な

いという部分もあるので、どういう経営状態である

かは要注意しながら、その事態に備えたいというこ

とでありますから、ぜひこの点、非常に上富良野町

の雇用という点でも大切な役割を担っていますの

で、ぜひこの点、抜かりなく、しっかり冷静に事態

を掌握するという方向で、町としては構えていると

いうことで確認してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私どもも重大で非常に重

く受けとめていますので、気持ちは委員と同じでご

ざいますことをひとつ御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（伊藤芳昭君） 先ほどの営農改善

資金についてのパーセントについて御答弁させてい

ただきたいと思います。 

 件数が４５件でありまして、農業者が先ほど３０

０弱と言いましたけれども、ほぼ３４０名程度でご

ざいまして、パーセントにいたしまして１３．２４

％利用されているということでございます。 

 それと、新規につきましては２．１％。あと農業

振興資金につきましては、同じく２．１％でござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上委員、これについ

てはよろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） １４９ページの中小企業

振興についてなのですけれども、ことしに入ってか

ら老舗の呉服店が閉店したということ。それから、

１件しかない本屋さんがなくなった。聞くところに

よると、親しまれた総菜屋さんも、間もなく閉店す

るということで、いわゆる大通りと言われるところ

の店が次々となくなっているという現状についての

認識をどのように考えているか、また振興策につい

てどのように考えているか、町長から答弁願いたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） １０番和田委員の御質問

でありますけれども、私どもまだ正確にそういう話

は聞いてございませんが、御案内のとおり、もう既

に現状からすると、大通りについても非常に空き地

が目立つような状況でございますので、非常に困っ

たものだなという、そういう認識はしてございます

し、ただ今までも申し上げているように、これは行

政だけではできませんので、関係の商工会とも十分

協議しなければならない課題だというふうに思いま

す。 

 いずれにしましても、どこの地域も少子高齢化で

人口減という時代でございますので、さらにああい

う町並みもコンパクトにならざるを得ないのかなと

思いますが、これは個店の集団の商工会等とも十

分、将来課題としてしっかり議論、将来を語る、そ

ういうテーマだというふうに思っていますので、機

会をとらえて商工会の幹部の方々ともひざを交えた

議論をしなければならないというふうに受けとめて

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにないようですの

で、７款の商工費について質疑を終了いたしたいと

思います。 

 暫時休憩いたします。 

─────────────── 

午後 ２時２５分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 次に、８款土木費の１５８ページから９款消防費

の１８３ページまで、一括して質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 町民ポストの関係で、資料
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３９の関係でちょっとお尋ねをいたしたいと思いま

す。 

 資料３９の平成２０年度のナンバー１５というと

ころ。街路樹に落ちた葉がたまり困っていますので

対応を考えてほしいということでございました。こ

れはこういうことで理解できる。私も今、公園を

ずっと調べて歩いたら、ちょうど東２線道路、社教

センターのサッカー場の東２線側のところが、ヒバ

の落ち葉がびっしりになっているのですね。 

 それからもう一つ、神社の裏のところ。東２線道

路とは、ちょっと写真撮ってきましたのだけれど

も、本当に見事な黄色になっているのです。 

 それで、あれらの関係は、１５番は自分の家の近

くのことを言っているのだろうと思っているのです

けれども、ただああいうふうに公道のところにびっ

しりあれした場合、もう個人ではできないと思うの

で、あれらの関係、現状を見てどう建設水道課で処

理をしていくのかということでお尋ねしたいと思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村委員の御

質問にお答えいたします。 

 実は現場ちょっと私見ておりませんけれども、現

場を確認しまして、落ち葉が余り堆積している状況

でしたら、道路管理側として、管理者として処分し

たいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 続きまして、公園の管理の

関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 １７５ページ、それから資料でいえばナンバー２

６の関係です。規模の大小ありますけれども、街区

公園、緑地公園、コミュニティ広場、それから単純

な小さな広場ということも含めて、今３４の公園が

あります。それらの管理等は、それぞれ管理を委託

した高齢者事業団等で、それぞれ作業を行う段階で

チェックをしているというようなことで資料をいた

だきました。 

 それで、現実の問題、資料２９の管理日誌の裏側

に、それぞれ施設遊具点検表というのがあります。 

したがって、これらが適切に今まで処理をされてい

たかどうかということで非常に私、疑問に思ってい

るところです。 

 例えば、西町公園のところの園名板というのがあ

ります。これは西町公園なのですけれども、あそこ

の園名板は住吉公園なのですね。入り口にかかって

いる看板は。私は平成１３年６月に公園、それから

学校、それから幼稚園等のを全部調べて歩いたとき

に、そのときの平成１３年６月の議会の一般質問

で、こういうふうに園名板が住吉公園になっていま

すと。実際には条例等も含めていけば西町公園とい

うことになっているからということでお話を申し上

げたけれども、今もってそのままになっているとい

うようなことがございます。 

 したがって、実際に高齢者事業団に任せているの

は、言うなれば芝刈りが中心で、それらの施設等の

点検等は行き届いていないのではないかという気が

するのですけれども、その点、点検表を見ての結果

どう判断しているか、まずお尋ねをしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長、答

弁。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ただいまの９

番中村委員の御質問でございますけれども、現在、

西町公園、正式には住吉公園ということだと思うの

ですけれども、よろしいですか。 

 それで園名板、これについては先ほど平成１３年

に見られたとおっしゃっておりましたが、私も実は

それまで気がつきませんで、高齢者事業団におきま

しては、要するに芝刈り、ごみ拾い、あと遊具の簡

易的な点検というか脱着の点検等をやってございま

す。園名板については、これは年度計画で整備をし

ていかなければならないとは考えておりますけれど

も、今後、現地を見て、来年度に向けて整備するよ

うにしたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今、課長のお話では、言う

なれば細かいところまで、それらがあれしていない

ということでお話がありましたけれども、点検表の

リストには全部載っているわけですから、やっぱり

その点で僕は今、高齢者事業団の皆さん方がやって

いる内容からいえば、そこまで全部負わせるのは気

の毒だなという感じは、私は実際に見て受けた感じ

がしています。 

 したがって、例えば宮町公園はバックネットの破

損が３カ所ある。フェンスの破損が８カ所もあるの

ですね。それから、大町公園、役場のところの公園

といえば、本当に役場のいろいろなものが、あの横

に雑然と置かれています。それから、自転車等が３

台置かれていて、防犯登録をした自転車が２台置い

てあります。それから看板、恐らく日新ダムの看板

だろうと思いますけれども、そういうものが公園の

あそこのはじに雑然と置かれているということにな

ると、遊んでいる子供たちが、またどうなるかはわ

からないような気もするので、せっかくああいう形

でなっているのであれば、やはりぴしっと事業団で

なくて担当者を含めて、この３４カ所細かくチェッ
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クをして、そして改善する対策をしていかなければ

僕はだめではないかという、私自身歩いてみて感じ

ました。 

 例えば、なかよし公園の正面入り口の門あります

けれども、あそこもレンガが上のほうから全部落ち

たり、それから落ちかけたりしているというとこ

ろ。それから、砂場を見ても砂を起こした跡なんて

いうのはもう全然ないのですね。だから、それらは

どうするか、恐らく今後、自治基本条例のあり方な

り、地域の郷土の力を利用してということで地域の

皆さん方のあれもしていかなければならないのでは

ないかなという気がするものですから、まず砂場

は、もう全部どこも起こした形跡は一切ありません

ね。 

 あと島津公園では、公園の入り口にある注意看板

等は薄くなってしまって、ところどころ判読はでき

ないのです。 

 ただ僕は救われるのは、芝生を傷めないでくださ

い、焼き肉するときにちゃんとしてくださいという

のが要所要所、私は樹木に吊ってあったから、それ

なりにやっぱり維持管理はしてくれているのだなと

いう感じがいたしました。 

 例えば東中公園。これはもう、あれはもう公園と

言っていいのかどうなのか、まさにもううっそう

と、騒然としたところにあるというような感じなの

で、やはり１回全部回っていただいて、そしてこれ

からの改善計画を立てていかなければ、こんなこと

が公園であれしているのだというので、今回、課長

は公園担当の課長ということだから、なお力量を発

揮していただいて、これらの改善策をやっていただ

きたいと思っております。 

 それで、サンドビット型砂場定期点検表というこ

とで、年に１回専門業者によってそれぞれやってい

るというのですけれども、２０年度のこれらの予算

はどこの項目に入っているのか、ちょっと確認した

いのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長、答

弁。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ９番中村委員

の御質問にお答えいたします。 

 ２０年度につきましては、本日の資料の中にござ

います業者の点検表でございますけれども、２０年

度におきましては、業者点検というのはやってござ

いません。これにつきましては、遊具の標準的な点

検を平成１８年にはやってございますけれども、そ

してそれらを踏まえまして本年度、基準点検等も含

めまして実施しているというのが現状であります。 

 それと、先ほど中村委員から御指摘ありました 

３４カ所の公園緑地広場、これにつきましては、常

時巡回はしておりますが、見落としの部分等がござ

いまして、来年度に向けて現地を見て整備するよう

に検討していきたいと、このように思ってございま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９盤中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 一応、基本的に回ってとい

うことでございます。私はできれば早急にやってほ

しいというところ、西町公園の入り口のところに車

両が入らないように二つなっていますね。その前に

狭いＵ字溝があって、そこにクラッチングというの

ですか、あれがあるのですね。下のＵ字溝が破損し

てしまっているのですよ。私が見に行ったときに子

供たちが学校帰りに来ていたら、何かがたんがたん

がたんがたん、通るたびに音する。そうしたら、そ

こへあれすれば、ちょうど二つ重なった両側のとこ

ろが欠けてしまっているものだから、ここを歩けば

ごんとこっちが上がってしまうのですね。だから、

できればあれは、もう早急に直していただきたいな

という感じかしています。 

 それから、あと中央コミュニティ広場、駅の裏の

ところに、トイレの横に桜の木が１本、完全に枯れ

ているのですよ。これからまた台風が来たらあれで

すから、あれはもう早急に処理をしていただいたほ

うがいいのかなという気がいたします。 

 いずれにしても、１回全部点検をしていただい

て、そしてすぐやれるもので、お金のかからないも

のはすぐやっていただくような体制を、ぜひとって

いただきたいと思います。これだけ遊具点検、いろ

いろなことでぴしっとやっておられるけれども、現

実の問題、そういうことであるということでござい

ますので、ぜひ早急に実施をしていただきたいと、

すべきだと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） 公園整備担当課長、答

弁。 

○公園整備担当課長（菊地昭男君） ９番中村委員

の御質問にお答えいたします。 

 西町公園の入り口のトラップの損傷につきまして

は、現地を確認した上で早急に本年度中にやりたい

と思っております。 

 なお、中央コミュニティの桜の木の枯れた部分に

ついても、私もちょっと現地は見ておりますが、多

分担当に言いますと、処理はしたはずだという話を

していましたけれども、再度確認しまして処理する

ようにしたいと思っています。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 



 

― 44 ―

○５番（米沢義英君） １７３ページの街路樹等の

維持管理なのですが、町においては樹木の剪定作業

も進められておりますが、中には街路樹が枯れてい

ても、そのまま放置されているという部分もありま

す。すべて行き届かない部分あるかもしれません

が、やっぱりもう一度、点検管理という点でも大事

かというふうに思いますので、この点、今後の対応

についてお伺いいたしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 街路樹につきましては、例年委託業務の中で剪定

等、枝処理などを行っていますけれども、枯損状況

など、実は十分な調査が進んでいないところもあり

ます。早速現地を確認いたしまして、しかるべく処

置をいたしたいと思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、土

木関係の全般のいわゆる工事の請負契約等について

お伺いいたします。 

 近年では、いわゆる国においても道においても工

事にかかわる適正な価格のあり方という形で、全般

的に見直しが行われてきております。 

 また、国の国土交通省でしょうか、関係において

も工事契約の手続にかかわる改善等の指針が、今年

９月に入って出されるということになりました。そ

の背景には、長引く不況の中での工事の落札価格が

どんどん下がるという形の中で、適切な労賃の確保

がなかなか難しいという形、あるいは地元の資材を

買いたくても、いわゆる落札価格が低率になること

によって地方に逃げてしまうというようなところか

ら、これは困ったという形で、なるべく地元でそう

いうものを適切に調達するということがうたわれて

いるかと思います。 

 そこでお伺いしたいのは、上富良野町の工事契約

においては、仕様調書等において、契約の中におい

て労賃が適切に支払われているかどうか、あるいは

地元の物品がどのぐらい地元で調達されているのか

どうなのかというような、そういった取り決め、契

約等において交わされている実態というのは、どの

ようになっているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 町での契約状況、２０年度、本年度を含めまし

て、ここ最近、低価格落札という状況は現実的に起

こっておりません。 

 それで、委員がおっしゃられるような、いわゆる

施工面に対して一定の業者が不利に働くというよう

な状況は、私のレベルではつかんでございませんけ

れども、願わくば、できるだけ地元調達そして下請

などについても地元の技術を持っている工務店など

が施工されるのが理想的だとは思っております。 

 契約上の仕様の件の御質問についてですけれど

も、仕様の中には直接的な記載事項はございませ

ん。そして、調達先を点検する権能も私どものほう

で持たすような仕組みになっておりませんので、現

実のところ、掌握してございません。 

 ただ、国のほうでも法律で下請法と呼ばれている

下請代金支払い遅延防止法というのがございまし

て、その中で下請業者もしくは物品を調達する関係

の業者間に、相手に不利益を与えないようにという

別途法律がございまして、その法律のもとで適正に

業者の事業運営がなされているものと私は掌握して

ございます。 

 また、使用の中で北海道の建設部のほうで出され

ている土木工事共通仕様書に基づいて施工してくだ

さいという町側の仕様書の中で、この仕様書に基づ

く施工を行ってくださいという書き込みを行ってお

ります。 

 この内容をちょっとお知らせいたしますと、元請

人が工事費等を支払う場合は、できるだけ現金払い

として、手形払いをする場合については当該手形期

間を短くするなど、請負者側に不利な契約関係が発

生しないように十分注意してくださいという内容に

なっております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 全体的には細かいところま

での取り決めはないということで、道の仕様書に基

づく適正な地元の物品の調達だとかいうことが、そ

れに基づいて行われているというような話かという

ふうに思います。 

 私が言いたいのは、いずれにいたしましても、や

はり労賃の不払い、あるいは適正に払われているか

どうかというところの、いわゆる下請も初め、ある

いは労働者の働く労働条件の確保も含めた中での、

いわゆるＩＬＯに基づく、労働機関に基づく公契約

における労働条項に関する条約というのがありまし

て、ここに適正な価格の設定あるいは労働者の働く

条件を確保するという形に基づいて、北海道におい

ては、私の知る限りでは函館だとかこういった部分

において地元の資材の優先的な活用あるいは適正な

賃金の支払い、地元業者の生活を守るという形の中

で公契約のあり方を市独自、自治体独自で結ぶとい

う傾向も生まれてきております。これは地元の業者

との話し合いも必要かと思いますが、やはり今後、
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低落札という状況にないにしても、一定の目標を設

けて、こういう制度のあり方というのを研究すべき

だと思いますが、北海道内においては、こういった

部分にかかわる契約もしくはそれに準じた内容の制

度を履行しているという実態はあるのかどうなの

か、もしもわからなければわからないでよろしいの

ですが、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 実は北海道内で、もしくは近隣でそういう動きが

あるということは、掌握してございません。 

 ただ、意義ある取り組みだとは思いますので、研

究はしてみたいと思っております。 

 ただ、これは上富良野町になじむかどうか、いろ

いろな条件をつけて運用しなければならないという

部分が出てくるかと思います。その辺を十分研究し

ながら検討を加えたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） １７３ページの街路灯の整

備でありますけれども、２０年度は街路灯の本体だ

と思うのですけれども、４基整備したということで

あります。それに基づくマイマイガの話なのですれ

ども、非常にマイマイガは昨年から、２０年から非

常に全道的にたくさん発生いたしまして、上富良野

町も例外ではないと思うのですね。夜になると街路

灯の近くで乱舞したり、死骸の処理だとか、あるい

は卵とか、そういったものの処理とか非常に住民は

苦労していると思うのですね。 

 やっぱり住民の安心、安全という観点から、ぜひ

白色灯を今後、町の予算で、マイマイガが近づかな

い電球に変えてもらえないかなというお話でありま

すが、今後どのように考えているか、そこを少しお

聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ６番今村委員の御

質問にお答えいたします。 

 この件につきましては、先般の９月定例議会の一

般質問の中でも若干ございましたけれども、町の道

路沿道、いわゆる街灯、街路灯の立場としまして

は、現在のところ、大きな交通障害にはないだろう

と。 

 ただ、町民生活課のほうで担当されています生活

と防犯関係の明かりについては、いわゆる通行のた

めに明かりを提供する施設なものですから、歩いて

いる人にガが襲いかかるというようなことは好まし

くないとは思っております。 

 ただ、ガの発生が恒常的に続くということは、ど

うもいろいろなところで調べたところ、ないようで

す。急激に二、三年で大発生をした後、ぱたっとや

んでしまうというのが、ほかの地域で報告されてお

ります。大体１０年ごとぐらいにぽつぽつと、例え

ば北海道で言えば、北見で発生して、１０年後ぐら

いに例えば函館で発生するというようなことが起

こっているようなのですけれども、今回の大発生に

つきましては、北海道全域で一遍に起こったようで

す。それが極めて大きく目立っているようなのです

けれども、マイマイガの天敵というのがございまし

て、バクテリアとかウイルス関係が大発生と同時に

蔓延して、急激に消滅するという報告があります。 

 それで、町というか、北海道の関係部局なんかも

二、三年で終息するだろうという予測を立てており

ます。これが恒常的に発生するのでしたら、しかる

べく一斉に対処しなければ、あるところで撃退する

と、その部分がほかに寄っていって、ほかに集中し

てしまうというイタチごっこになってしまう関係が

ありまして、これもなかなか難しいという点がござ

います。 

 町のほうでは今後、街路灯を計画的に整備してま

いりますけれども、最近整備しているものについて

は誘引率が低いオレンジ色の光、白色灯でない光の

ものを使ってございます。 

 また、今後近い将来、地球温暖化の対策で照明の

現在のナトリウム灯、赤い系統のものですけれど

も、それも恐らく改善対象になるのではないかとい

う予測をしております。 

 ということは、それにかわる低燃力型インバータ

方式の照明灯とか、あとＬＥＤ、発光型のダイオー

ドを使った照明に切りかわるのではないかというこ

とで、それはいろいろな制度助成もございますの

で、それとあわせて、町でも計画的にある程度長い

期間がかかるかと思いますけれども、悔いを残さな

いような形で更新していきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） わかりました。先般の同僚

議員の一般質問で、長い期間ではたしか昭和３０年

代であったのですけれども、５年ぐらいの発生期間

もあったというふうに答弁されたと記憶しているの

ですけれども、それを考えると、ことしはまだ２年

目でありますので、やはり最悪のことを考えて、早

目に町としてやるのであればやっていただきたいな

というのと、あとこの富良野圏域は、全く皆さんな

じみのある隣の町、市とかの話でありますけれど

も、そういったところが町の予算で今、変えてきて

いるわけですよね。やはりなじみのあるところが、

向こうは変えたと。上富良野町ではありませんけれ

ども、やはり不公平感というものを持たれると思う
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のですよね。 

 上富良野町としても町の予算を使って直そうとい

うことで、ぜひ早目に最悪の３年周期、あるいは５

年周期になるかもしれませんので、ぜひそこを予算

化してほしいなというふうに思うのですが、いかが

でしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 今村委員のおっ

しゃるとおり、隣町で国道沿いの街灯を一斉に交換

いたしたということです。 

 ただ、中富良野町市街のすべての街灯が更新され

たわけではないようです。それで、先ほどもちょっ

と言いましたけれども、ナトリウム灯に変更された

ところはガが寄ってきませんけれども、ガの数は光

の数、切りかえで死んでしまうわけではございませ

ん。その残ったものが取りかえられない誘引性の高

い白色灯の部分に寄っていくという可能性もござい

まして、もし来年も大発生が続くのでしたら、中富

良野町の様子もちょっと見ながら、どういう手順で

更新したらいいのかという慎重さも必要かと思って

おります。 

 先ほども申しましたけれども、地球温暖化対策の

関係もございまして、今、早急に、ある程度大量な

更新をということについては、町ではちょっと考え

ておりませんので、その辺、御理解いただきたいと

思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １７７ページの見晴台公園

の管理運営なのですが、この件については前からも

運営のあり方等についてどうなるのだろうという形

になっているかと思います。観光協会等に委託もさ

れているかというふうに思いますが、非常に地元が

当初言われていたように、農産物やらそういったも

のを売れる条件があれば、大いに可能性として追求

したいということでありましたけれども、若干アイ

スクリーム等が売っているかというふうに思います

が、今後の展開として、やはりそういう条件があれ

ば、それを生かす運営の仕方というのが必要なのか

なというふうに思っております。特にあそこは陰に

なって非常に見づらいという部分もあるかというふ

うに思います。 

 今、地産地消という取り組みもありますので、そ

ういう状況も含めてどういう検討をされているの

か、お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の見

晴台公園の件につきましてお答えいたします。 

 見晴台公園につきましては、御承知のとおり１９

年度、２０年度、２１年度、今年度までの３カ年

間、指定管理者制度のもとで運営してございます。

今年度で指定期間３年間が満了いたしますので、続

いてまた３年間の動きについて、今、精査を加えて

いる最中でございます。この３カ年の運営の中で、

現時点で上富良野町の観光協会が指定管理者として

運営いただいております。 

 ただ、当初、設置したのが新設公園を指定管理者

に即運営をお願いするという形で始まったため、な

かなか状況を掌握できないまま、町の側でも掌握で

きない、また受ける側でも、なかなか運営のノウハ

ウを蓄積がなかったという部分もございます。 

 また、施設側の立地条件もなかなか当初、地元産

品を販売して、同時に訪れる方にインフォメーショ

ン機能を与え、また休憩して眺望を楽しんでいただ

くという役割を持った施設だったのですれども、現

実的にはなかなか駐車帯のそばにある小山が、なか

なか案内所の存在を確認しにくい。 

 それから、入り口、中に入り込んだ駐車場の面が

あるのですけれども、そこへの入り方がわからない

で通り過ぎてしまうというような、なかなか案内と

運営と施設の条件がそぐわない部分があります。 

 その辺、今後、できたばかりの施設ですので、大

きな手を加えられないとは思うのですけれども、駐

車帯が設置されている北海道開発局のほうとも協議

を進めながら、できるだけ利用しやすい施設にと

思って手をかけたいと思っております。 

 また、運営側につきましても観光協会が今回、指

定管理期間が切れますけれども、事前の打診で観光

協会側、次の３年間についても検討はできると。 

 ただ、そこをお引き受けしていただけるというお

言葉はもらっておりませんけれども、こちらから提

示する施設の改善内容とか、それから、それに伴う

費用負担の割合など、もう今後早々に詰めて、１２

月の議会に指定管理先とその内容について御協議の

機会を持ちたいと思っておりますので、先送りにな

りますけれども、その時点でまた御指導いただきた

いと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで８款の土木費及び９款の消防費についての質疑

を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 
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○委員長（長谷川徳行君） 次に、１０款教育費の

１８４ページから２３３ページまでの質疑を行いま

す。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） １９４ページの教育振興費

等についてお伺いいたします。 

 毎年質問もさせていただいておりますが、消耗品

費等の購入等において、なかなか学校においてもそ

れぞれ違いがあるかと思いますが、比較的町外の業

者の方、山城教材社さんだとか上川の学校用品協会

という形の中で、消耗品等の購入が見受けられま

す。中身を見ましても半紙だとか画用紙だとか輪ゴ

ムだとかホワイトマーカーだとかボードだとかテー

プだとかチョークだとか、いろいろ地元で調達しよ

うと思えば、十分調達できる可能性があるものが含

まれております。 

 そういう中で、なかなか前から言っていても改善

が見受けられないのですが、この点はどのようにお

考えなのか、その実態も含めて地元で調達できるも

の、確かにそうでないものもあるかと思いますが、

十分地元で調達できる可能性もあると思いますけれ

ども、この点お伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 消耗品等につきましては、委員御指摘のとおり、

町外業者それから町内業者それぞれ購入をしてござ

います。統計的にも基本的には今現在、ちょっと１

８年、１９年のデータ的なものもない中ではござい

ますけれども、徐々に町内業者に移行していくよう

な形の中では進んでいるかと思います。 

 ただ、私どものほうとしましても校長会、教頭会

それから事務職員等々も協議を行っております。そ

の中でも町内で調達できるものについては、できる

限り町内でということも指示をしておりますが、な

かなか配分予算の中で、学校のほうも限られた予算

の中で鋭意工夫をしながら購入をしているというの

が実態かということで認識してございますが、今後

におきましても、できる限り町内業者を使うような

形で指導を進めていきたいと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） こういう傾向になったの

は、予算枠配分という形の中で消耗品や備品等を購

入するようになってから、その傾向が顕著にあらわ

れるようになっているわけです。その部分を考えま

すと、確かに行政のほうでは予算がないという形の

中で予算枠を縮めると。現場では予算がこの枠でし

かないから、これに合った中で節約しながら買うと

いうこと。これはいつの時代でも大切だと思います

が、予算あるなしにかかわらずですね。という傾向

が見受けられます。 

 ですから、一概に学校だけの問題ではない。やは

り予算との関係で、そういう傾向がありますので、

こういう実態というのは、そういうふうにとらえて

よろしいのかどうなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） 配分予算になったか

らということ以前にも当然、今までの積み上げ方式

も含めて予算のあり方については変わっております

けれども、購入の方法等につきましては、そんなに

大きく変化はないかと思っております。 

 ただ、委員御指摘のとおり、本当に町内でも調達

できるもの等々も我々のほうもチェックをしなが

ら、今後に向けての指導を進めてまいりたいと思っ

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） その点は、やはり必要な予

算、枠がありますから、すべて満たすということで

はありませんけれども、地元で調達できるもの、そ

して必要であれば、予算がないということであれ

ば、現場の意見も聞きながら、それに一定部分、歩

み寄るということも必要だと思いますが、こういう

ものも含めて現場との話し合いの中で改善していた

だけるということでよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問ですが、そのとおりと思っております。私どもの

ほうも当然、今は消耗品の中身等についてもチェッ

クをしながら、各学校に対して今後指導していくと

いう方向性を持ちながら今進めております。 

 その中で、当然町内業者それから町外業者それぞ

れ単価が違ってまいります。その辺がどのぐらいの

差になるかも含めて調査をしながら、今後進めてい

きたいと考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２０３ページ、心の教室相

談員の活動費のところでございますけれども、心の

教室相談員の方は週３回、生徒の悩みや相談に乗っ

てもらっているところですけれども、非常に今、相

談なんかもふえておりまして、私、前に小学校にこ

ういった立場の方がほしいなということを申し上げ

たのですれけども、財政的にも大変だと。特別支援

児の助手の教員なんかも配置しているところだと、

こういうふうにおっしゃいまして、ここのところ、

子供さんももう生活環境とか、いろいろな状況があ

りまして不登校生もいたりしたのですけれども、そ
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ういった相談を寄せるうちに、だんだん心を開いて

学校のほうに通うようになったと、こういうような

実績もありまして、心の相談員の方の今後ますます

立場的にも必要でないかと思うのですけれども、こ

ういったことにつきまして、この対応につきまし

て、私はもう一人ぐらい欲しいななんて思うところ

でございますけれども、いかがお考えでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ２番村上委員の御質

問、心の相談員の関係なのですけれども、心の教室

相談員、委員御指摘のとおり、今パートタイマー的

に来ていただいております。 

 当然、中学校という、ちょうど年齢的にも思春期

の時期を含めた敏感な年齢層の部分がございますの

で、基本的に法律で認められている特別支援だと

か、そういう関係とは別な形の中で、やはり心の悩

みを持つ中学生等に対応するために手伝っていただ

いているというのが現状であります。 

 上富良野中学校におきましても、それぞれ不登校

ぎみの子が今後は保健室登校になったり、あるいは

学校にとりあえず来るような、そういう方策を含め

ながら心の相談員、それから養護教諭、それから生

活指導の先生等々ですべて協力しながら、心の教室

の相談員だけですべて解決するということではなく

て、先生方も含めて、そういう子供に対応できるよ

うな体制をとっていきたいということで、そのよう

に進めさせていただいておりますので、特に心の相

談員が、では何件持ってとかということではありま

せんけれども、そういう形の中では今後も進めてい

きたいと思っております。 

 もちろん、学校側との調整も必要になりますけれ

ども、当然人数的に足りないようであれば、またそ

れは検討していかなければなりませんけれども、現

在のところ、学校とも今、協議をしている中では、

現状の状態の中で今後も続けてほしいということで

の学校からの要望が来ているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今の心の相談員のことなの

ですが、平成２０年度は友達関係の悩みで合計２６

人と不登校生徒の対応で９７、生徒の悩み相談で４

９ということで１７５の相談等が寄せられているか

と思いますが、例えば不登校との対応等について

は、具体的にどういう対応がされているのか、お伺

いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） 学校からそれぞれ不

登校の子供への対応については、報告等いただいて

おります。その中で、まず基本的には担任の教諭自

体がそれぞれ家庭訪問をしながら、親御さんも含め

て御本人とも面談したりしながら対応を図っており

ます。 

 ただ、生徒本人に面談できないときには親御さん

と、あるいはそういうきっかけをつくりながら、今

本当に電話で、会えなければメールでやりとりをし

ながら、いかんせん生徒とのコンタクトをできるだ

けとるような、そういう方策をとりながら、まず連

絡は絶やさないというのを第一原則で今、進めてお

ります。 

 そうした中で、最初については本当に教室までは

入れないけれども、学校の校門をくぐるような、と

りあえず学校へ来てみないかいとかいうふうな形の

中で先生方が一生懸命、本当に毎日、毎晩という形

の中で訪問をしながら学級だより、学校だよりを

持って行きながら、連絡をとり合って進めておりま

す。 

 現在のところ、完全な不登校生徒については存在

しておりませんけれども、そういう形で、できる限

り先生も一緒になって悩んでいただく形をとりなが

ら、今対応しているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 次、２１１ページの放課後

子どもプランの事業という形ですが、これは大変、

内容等については高く評価もされておりますし、こ

こを利用している保護者の方、子供さんにとっても

大変喜ばれている事業であります。 

 そういう中で、指導員等における、いわゆる賃金

というのでしょうか、そこら辺をちょっと見ていき

たいというふうに思います。 

 コーディネーターの方については、時給７２０円

かというふうに思いますが、指導員については６７

０円という形の、かなり最低賃金に上乗せしたよう

な感じになっています。いろいろ声としては、無償

ではどうかという、ボランティアという声もありま

すが、しかし私、お金に換算する、しないにかかわ

らず、重さで言えば非常に思い役割を担っているも

のだというふうに思います。それから見れば対価と

して、この６７０円、７２０円。確かに時間は学校

が終了した後という一定の時間なのかもしれません

が、そういう内容からして対価という点でも余りに

も低過ぎる内容ではないかというふうに思いますの

で、この点はどのように認識されているのかどう

か、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の放課
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後プランの指導員それからコーディネーター等の、

我々謝金という形で支払いをさせていただいており

ます。謝金という補助事業の絡みとか、そういう形

の中で謝金を使っております。 

 ただ、本来こういう放課後プラン等の事業にかか

わる指導員等につきましては、できる限りボラン

ティア的な要素も含めながら募集をしております。 

 そうした中で、町民の好意に甘えてというのは

ちょっと語弊出てくるかもしれないのですけれど

も、そういう形の中で、本当にボランティア的な精

神の中で、賃金は謝礼としてはこれだけしかお支払

いできないのだけれども、参加していただきたいと

いうことで募集をしながら現在進めてきておりま

す。 

 こうした中で、指導員の方々あるいはコーディ

ネーターの方につきましても金額的な少ないとか多

いとか、そういうような苦情もない中で、もう３年

間を今、経ようとしておりますけれども、少なくて

も委員おっしゃるとおり、子供を預かっている、人

を預かっているという業務の中では賃金としては低

いかもしれませんけれども、基本的にはそういうボ

ランティア的な要素も含んでいるということで御理

解を賜ればと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 私、ボランティア的要素と

いうところに引っくるめる問題があるのだろうとい

うふうに思うのです。放課後を守るという形の中

で、学童保育にかわる事業として併設された内容で

なったわけですから、そのことを考えたときに、そ

のボランティア的要素というのは、やはりあっては

ならないと私は考えるわけで、その点、教育長どの

ようにお考えなのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ５番米沢委員の御質問で

ございます。 

 今、課長が申し上げましたように、あくまでも放

課後プランという形の中で子供たちを預かる、それ

だけの責任の重さというのは十分に痛切してござい

ます。 

 そういう中で、どこまでの一つの基準というのが

あるのかなというところも判断の一つの材料になる

かと思いますけれども、今、課長申し上げましたよ

うに、ある程度そういう社会的、地域的な関係の

方々が、そういう面で協力していただくという背景

の中で対応してございますので、将来的に指導員の

不足等には、また出てくる分も多々今のところ課題

としても出てきておりますので、そういう状況も踏

まえながら今のところ対応していきたいというふう

に考えておりますので、御理解を賜りたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 改善する方向で検討される

のかどうなのか、お伺いしたいというふうに思いま

す。声としてないということでありますが、私、そ

うではないというふうに思っております。これはお

金が云々かんぬんではないということを言われます

けれども、やはり生活していく以上、必要最小限の

対価というものがあってしかるべき内容だというふ

うに思っていますので、その点含めて、改善すべき

ことの内容が含まれていると思いますが、もう一度

確認いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ５番米沢委員の御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 先ほど申し上げましたように、あくまでも今、

我々の町、北海道も国もそうでございますけれど

も、そういう賃金体系の話の中以前に、やっぱり地

域でそういう子供たちを守っていくということが一

つの条件といいますか、そういう動きにもなってき

ておりますので、それだから賃金がそういう形でい

いのかというところもございますけれども、今の状

況の中では、やはりそういう地域の力も十二分に発

揮しながら、本町の子供たちのために何とか御尽力

いただきたいというところが私どもの今の精神でご

ざいますので、今後いろいろな面で、またいろいろ

な条件が出てくる部分につきましては、また判断を

していきたいというふうに思いますけれども、今の

ところはこのような形で進めさせていただきたいと

いうところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 他の状況を見ましたら、学

童保育といえば専任の指導員を配置しているところ

があるわけなのです。それだけに、やはり児童の放

課後のあり方という点で、これも当初、出発した時

点では、今でもそうなのですが、重要な役割を担っ

ているわけです。 

 それに見合った対価という点では、不十分さもあ

るかもしれないけれども、やはり本来、上富良野町

においてもコーディネーターという形の中で専任の

指導員という形はとっているかもしれませんが、こ

ういう人たちであったとしても研修を受けて、本当

に子供たちの放課後における生活してもらおうとい

うことで、それにかかわった指導もされているわけ

です。 

 小学生の方が指導されているわけでないわけで、

もう一定の立派な大人の方ですから、そういうこと
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を考えたときに、確かに地域の人たちも支えること

は大事だと思うのですが、それで教育長がおっ

しゃったように、だからといって、それですべて終

わりにするというのではないということを考えてい

るのであれば、やっぱり早急に来年度から、こう

いった問題を改善すべきだと思いますが、この点を

お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） 来年からということでご

ざいますけれども、今のところ、先ほど言いました

ように、ある程度、指導員の方々、お願いしている

部分もございます。 

 そういう状況の中で、研修等につきましては、こ

れからやはり当然のこと、指導員の方々にもしてい

かなければならない部分、そういう部分については

我々行政の中では、やはり対応していかなければな

らないということも十分に私も認識してございま

す。 

 そういう中から、我々としても、ある程度そうい

う、ボランティアという言葉はどうかあれなのかも

しれませんけれども、そういう面で地域で支えてい

く力が、やはり私は十二分に大切なことだというふ

うに判断してございます。 

 そういう部分で、今後の動きの中で、またいろい

ろな面が出てくる部分があるかと思いますけれど

も、そういう状況の中で進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 他のことなのですが、図書

館の運営においても７２０円なのですよ。例えば、

読み聞かせの謝金という形で、これは恐らく各学校

の朝礼の時間等いただいてやっているかと思う。こ

れは単価１，０００円なのですよね。そのことを考

えたときに、一方が１，０００円で片方が６２０円

とか７２０円というのは成り立たない話なのですよ

ね。この点も含めて改善の余地が私はあるというふ

うに思いますが、もう一度確認したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） 今、５番米沢委員の

おっしゃられている小学校の読み聞かせ会、読み聞

かせ等については、恐らく学舎融合事業のことを

おっしゃっているのかと思います。 

 一番最初に申し上げましたように、放課後プラン

等につきましては、基本的に謝金という形の中で進

めさせていただいております。 

 それから、学舎の読み聞かせ等につきましては賃

金という、それこそきちっとした給料という形の中

で進めさせていただいておりますので、そういう部

分での御理解を賜ればと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） それだったら賃金に変えれ

ばいい話なのですよ、これは。何の抵抗もないので

すよ。あなたたちが謝金という枠組みでくくってい

るからそういう言葉が出てくるのであって、これは

正当な賃金として予算計上すべきでないですか。こ

れはどうですか、担当者としてどうですか、総務課

長。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ５番米沢委員の御質問

にお答えいたします。 

 総務課のほうで予算上の見解としては、ボラン

ティアという位置づけの意味合いから謝礼という判

断をしているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そうすると、ボランティア

という位置づけを外せば賃金という形になるという

ことですよね。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） 放課後プランの事業

形態そのものについてのちょっと御説明が不足して

いたかと思いますけれども、基本的に放課後プラン

事業、これは文科省それから厚生労働省等の絡みの

中で事業を進めておりますけれども、事業主体その

もの自体で賃金という形態では補助事業としての事

業が成り立っておりません。 

 そういう意味で、謝金という形の中で今回進めて

いかなければならない。謝金という理由等につきま

しては先ほどから申し上げておりますように、地域

の方々の力を利用する形のボランティア的な要素も

含めながら、謝金という形の中で事業を運営してい

くという補助事業そのもの自体の性質上ということ

も御理解を賜ればと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 補助事業、そういうのだっ

たら、改善をとるべきではないですか。おかしいと

思っているのでしょう。今の話だったら謝金という

性質で行われているからそうだということでやって

いるけれども、逆を返せば、賃金という形であれば

それはできるということなのだから、そういう働き

かけもしないで、ただ安い謝金というだけでも、そ

ういうことには成り立たないのですよ。 

 この点、改善すると同時に、学童保育を併設した

わけですから、きっちりとした対価として賃金とい

う位置づけを持つべきだと思いますよ、この点。改

善してください、それ。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 
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○教育振興課長（前田満君） 謝金から賃金へ。こ

れは、それこそ私どものほうもまた道教委等々にも

働きかけを行いながら、確認をしていきたいと思っ

ております。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今回の決算特別委員会で資

料請求をいたしましたナンバー３９の関係で質問さ

せていただきたいと思います。 

 既に委員の皆さん方もそれぞれ配付されておりま

すけれども、町民ポストの関係で、平成１９年度の

ナンバー６の関係です。社教センター２階の階段、

事務室前に手すりをつけてほしいということに対し

ての回答内容が、強度や施設利用に支障がないかを

考慮しながら検討していくが、当面は現状で利用願

いたいということでございました。ちょうどこの同

じ時期に、セントラルプラザの２階に行く階段の手

すりの関係も話題に出たわけです。 

 それで、手すりの関係、セントラルプラザの関係

は、きょうの決算報告書の中でもありますけれど

も、産業振興課の商工会運営費の中で玄関補修と、

それから手すりの工事ということで、平成２０年度

１５万２，２５０円でできております。 

 それで、同じ社教センターも、それからセントラ

ルプラザも学習センターという要素の中でもセント

ラルプラザを建てられております。 

 したがって、私はできれば現実の問題として、町

民ポストにこうやって上がっていて、片やつくっ

て、片やつくっていないということになるとあれな

ので、できれば平成２２年度の予算の中で、これら

は強度の関係も恐らく心配ないだろうと思います。

それから、施設利用度は支障がなくて利用しやすい

ということもあろうと思いますので、この点、この

経過を考慮しながらどうしたかということを含め

て、今後の考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の御質

問にお答えしたいと思いますが、社教センターのそ

れぞれ２階への上りに関しての手すりの関係かと思

います。 

 当時、１９年の町民の方への回答につきまして

は、ここに記載したとおり、施設利用に支障がない

かを考慮しながら検討していくけれども、当面は現

状のままでということでの答えを書いてございます

が、基本的にこれからの利用者の形態等を考慮して

いくときに、当然、構造上の中で取りつけられる

か、取りつけられないかも含めてきちっと検討しな

ければならないとは思っておりますけれども、でき

る限り、そういう配慮をしながら進めていくような

検討を進めていきたいと思っておりますので、御理

解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それでは次に、教育委員会

の点検評価報告書の関係でお尋ねをしたいと思いま

す。 

 この膨大な評価報告書で、だれも評価に対する御

意見がなかったら、つくれられた皆さん方もあれだ

ろうと思いますけれども、まずこの評価報告書の１

１ページの後段の最後の各種行事、会議、研修会と

の参加の④の関係です。 

 教育委員会会議に、審議内容については、町役場

の情報コーナーにおいて公開し、町のホームページ

にも公開しているということでございます。私、自

治基本条例ができて、なお一層、情報の公開を強く

町民からも求められておりますし、当然、審議の内

容、経過についても求められると思います。 

 ただ、私は今回、町の情報コーナーをずっと見て

みますと、教育委員会の会議の会議録が断片的な本

当に要点だけで、経過が十分わからないというよう

な内容になっております。 

 例えば、教育アドバイザーの関係も、どういう目

的でどうかということが、会議の中にはもう全然出

てきていないのですね。 

 それで私、よその町村の教育委員会の会議録はど

うかということで見てまいりまして、特に美瑛あた

りは、本当に全文出すぐらいの形で出ております。 

 したがって、これが本当の情報公開に基づく会議

録だなと。氏名やなんかでいろいろな教員の評価の

ところやいろいろな関係は若干、黒塗り等にもなっ

ておりますけれども、すごい公開の仕方だな、会議

録だないう感じをしております。したがって、私は

教育委員会の会議等の評価という中では、なお一層

これを充実した形の会議録の公開、会議録をつくる

ということで考えていただきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員の教育

委員会の会議録等についての御質問にお答えをさせ

ていただきたいと思いますが、基本的に会議録のと

り方、それから会議録の作成の仕方等につきまして

も、本当に録音をしながら、その要点を聞き取りな

がらの作成であります。一字一句、議事録として残

しているわけではございません。 

 そうした形の中で、できる限り今後につきまして

は、わかりやすく表現できるような形をとりながら

会議録の作成に努めていきたいと思っておりますの

て、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それでは、また別な点での
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評価表の関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 ６６ページです。パークゴルフ場の管理運営とい

う関係でお尋ねをしたいと思います。 

 この中で達成度、それから効果度、総合評価とも

それぞれＢということになっています。 

 それで、この費用対効果の関係で、ここの文書で

は指定管理者制度の導入により、管理運営会社が適

切な運営管理を行っていることなどから、その費用

対効果は大きいということになっております。確か

にこれは教育委員会サイドからいえば、そういう形

になろうかなという気がしますけれども、利用する

皆さん方からすると、非常に大きな不満が残ってお

ります。 

 というのは、結局コース整備、それらの関係等も

含めて、やはり３コースあったうちでコース整備を

１コースやる。そうすると、町内の人はいいけれど

も、町外から来た人は結局、整備中の看板が立って

いる。５００円で２コースしか使えない。こんなの

だったら、ここにはいなくてよそへ行きますよと。

いうなれば、もう近隣にもそれぞれすばらしいコー

スができているので、そういう対応が全然できてい

ないというのが実態なのです。 

 ですから、場合によっては、きょう散水するとい

うことであれば、昼休みにやるよとか、夕方にやる

だとか、いろいろな対応はできるのではないかと。 

 だから、そのために利用者とＣＳＴと教育委員会

と、それぞれの立場の人が、そういう意見が出てく

る前に事前に調整をするような会議を設けていかな

ければだめでないかという気がするのです。言うな

らば、意思の疎通ができる体制を十分できていかな

ければだめでないかと。 

 だから、費用対効果。費用としてはいいけれど

も、実際に利用する状況の人から見れば、非常に今

の管理運営に対しては不満を持っているというのが

実態でございます。私もパークゴルフの会長もやっ

ていた経験もありますけれども、そういうことで苦

情が来る、教育委員会に言ってくれ、もしくはＣＳ

Ｔに言ってくれというようなことも中継ぎをしてい

た経過もあります。 

 したがって、できれば年度当初のやる、それから

途中もしくは終わった段階で、いろいろな反省、協

議をする機会を、パークゴルフ協会ということでは

なくて、そのほかの団体も利用者もおりますから、

そういうようなことの配慮をやって、同じやる人か

ら意見を聞きながらやっていったほうが、僕はよろ

しいのではないかという気がいたします。 

 そういうことで、ぜひこれらの関係について、そ

ういう機会を今後、例えば今シーズンも終わった段

階で、ことしの利用状況はこうなのだ、皆さんの意

見はないかというようなことも含めてやっていただ

きたいのと。 

 それからもう一つは、ＣＳＴからここ一、二年の

あれを見ますと、ティ台を取りかえてほしいという

要望があるのですね。ティ台が破れたりあれしたり

しているのですよ。 

 それで、平成１５年からずっと、もう７年たって

いるものですから、これらについても恐らく今ま

で、ところどころ張りかえてやってきているのは実

態ですけれども、全面張りかえるとなると、どの程

度の予算かかるか私は承知しませんけれども、ある

面で一番ひどいところだけでもやっていくような方

法等も含めて、やっていくということで、それはま

た、そういう各種利用者との意見交換の中でまたい

ろいろな運営の関係が、要望等も出てくると思いま

すけれども、ぜひそういう機会をこの２０年度の反

省の中からやっていただきたいなという気がするの

ですれけども、その点いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ９番中村委員のパー

クゴルフ場の管理運営関連ということでございま

す。 

 今、委員御指摘のとおり、今年度の事業について

も、もう終わろうとしてございます。当然、管理会

社それから私どもも入りながらパークゴルフ協会、

あるいはその他団体がございます。前回も２０年度

のときに一度ちょっと集まっていただいた経緯もご

ざいます。 

 そして、意見を聞きながら、また指定管理者の条

件設定やなんかについても協議をさせていただいた

経過がございますので、ぜひ今年度につきましても

１年の反省も含めて、各関係者の皆様の御意見を聞

くような機会を設けられるような検討を進めていき

たいと思いますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 また、先ほど言いましたように、ティ台の更新等

につきましても我々も十分、やはり全面張りかえら

れれば一番ベストなのでしょうけれども、いかんせ

んそれぞれ業者も我々も限られた形の中で、お金の

中で運用してございます。そういうことも御理解を

いただきながら、今後についてどういう方法がある

のかも含めて、また検討しながら進めていきたいと

思いますので、御理解賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 今のちょっとパークゴル

フの関連でお聞きしたいと思いますけれども、私、

パークゴルフなんて年に１回しか２回やらないの
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で、たまたまこの間、ある人から、町外から来た人

が非常に憤慨して帰ったと。さっき言ったように、

プレーの最中に散水していたとかで十分にできな

かったとかといって、それを聞くと本当に管理悪い

のかなというふうに、一方的に聞くとね。 

 きのう、いろいろと話聞かせてもらうと、目的は

町民のためにつくったのであって、町民が健康管理

そして楽しめばいいのかと。町民の方は、ある程度

理解してくれているのだというふうに聞くと、それ

でいいのかなと思っているのですけれども。 

 ただ、きのう話聞くと、年間始まったら終わりま

で、ずっと何か休みがなしで利用しているというか

な。それではちょっと無理なのかなという、やっぱ

り管理上、定期的に休みがあってやるべきであっ

て、休みなしでやるとなると、そこら辺も少し考慮

してやったほうがいいのかなという、今後の対応と

してですよ。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） １１番渡部委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 委員御指摘のとおり、私どもも管理上の中で当

然、日照りが続いた等につきましては、本当に芝生

ですので、生き物ですので水まきですとか、そうい

う部分が必要になります。 

 ただ、基本的には、できる限り利用に支障のない

ようにということでは、指定管理者とも協議をさせ

ていただいてございますけれども、どうしても一

コースをふさがざるを得ない部分もございます。 

 そういった意味からすると、基本的にそういう管

理のためのメンテナンス的な休ませる日も必要な部

分もあるのかなという考えもございます。 

 ただ、これはあくまで北海道という短い期間の中

でございます。そういう中では、できる限り多くの

町民の方に利用していただくことを考えたときに、

単純に休みを設けるのがいいのかどうかも含めなが

ら、今後について管理者、それから先ほど言いまし

たように愛好者の方々とも御意見をお聞きしなが

ら、また検討を進めていきたいと思いますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） ２２３ページのスポーツ振

興についてですが、成果報告書の５６ページを見て

いただいたほうがいいと思うのですけれども、この

中で各種表彰というところのスポーツ賞についてで

あります。 

 先般このスポーツ賞、重みを持たせると、威厳を

持たせるということで選考基準を厳しくするという

お話を伺いました。私も非常に、それも大事なこと

だろうというふうに思って納得しております。 

 そこで、２０年度までのスポーツ賞の選考基準、

どこに重みがなかったのか、威厳がなかったのか。

ことしから選考基準を厳しくしていくということ

で、どういうところを厳しくしていこうとしている

のかというところについてお話を伺いたいというふ

うに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ６番今村委員の御質

問のスポーツ賞関連の基準等についての御質問にお

答えをさせていただきます。 

 委員御承知のように、スポーツ関連の表彰ではス

ポーツ賞、それからスポーツ功労賞、それからス

ポーツ奨励賞というそれぞれ賞を設けながら教育委

員会としての表彰をさせていただいております。 

 ただ、基本的にはスポーツ賞につきましては、上

富良野町においてのスポーツ振興、特に全般的にス

ポーツ振興への大きな功績、そういう方々が顕著な

方々に対しての表彰というふうに我々は理解してお

ります。 

 それから、功労賞につきましては、スポーツ賞ま

でには行かなくても、長年にわたってそれぞれス

ポーツ振興に寄与していただいた方等についての功

労の意味を込めてのスポーツ功労賞というのを今進

めております。 

 それから、スポーツ奨励賞におきましては、基本

的には若い方々が、ある程度、一定の成績をおさめ

た方に対しての、今後もさらに頑張っていただきた

いという意味を込めての奨励賞というふうに、それ

ぞれ意味合いを込めてルールの中で進めさせていた

だいております。 

 ただ、これから規則をつくろうとしておりますけ

れども、現在の規則等につきましては、具体的な年

限ですとか、そういう部分が余り明確な表現ができ

ておりません。そういうものも含めて、今後の検討

材料として改正に向けて進めていきたいと思ってお

ります。 

 ですから、多いから少なくするのではなくて、単

純に今、基本的には２０年以上の競技に従じた方で

すとかというふうな形でいけば、逆に言えば、本当

に１０代からやれば２０年以上と言うと、もう３０

前後でもらえるような形になったりします。 

 そうしたときに、まだまだこれから上富良野町の

スポーツのためには頑張ってほしいのに、ではス

ポーツ賞で終わりですねということにはならないと

いうことも御理解を賜りたいと思っています。あく

まで本当にスポーツの一番名誉のある賞であるとい

うことも含めて今後、それこそ先ほど今村委員が

おっしゃったように、重みのある賞にできればなと

いうことで今考えているところであります。 
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○委員長（長谷川徳行君） ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 私も先般伺った趣旨には非

常に賛成なのですけれども、関係者といいますか、

町民皆さん全員と言ってもいいと思うのですけれど

も、納得してもらうことが大事だと思うのですね。

選考基準を変えるということは、非常に問題点が出

てくると思うのですね。 

 では、今までもらった人たちは軽かったのかと、

そういうふうに思われたらいかんわけですよね。 

 では、去年まではこういう基準であって、ことし

は変えるというお話でありましたよね。変えるにも

かかわらず、これから選考規則をつくっていくとい

うことは、ことしはどういうふうな選考でやったの

かという疑問が出てくると思うのですよ。まだ表彰

式には間があると思うので、そこら辺は早く示し

て、例えば点数を外して定数的にやるとか、それで

教育長とか町長の持ち点を多くするとか、そういう

ふうにしてこうなったのだよという説明をしなけれ

ば、やはり納得されない人間が出てくる可能性あり

ますよね。なるべく早くその規則というものを、表

彰前にできればつくっておく必要があるというふう

に思うのですけれども、その点はいかがでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番今村委員の御質

問にお答えしたいと思いますが、今年度の表彰等に

つきましては、それこそ現行の規則基準の中で選考

させていただいております。 

 ただ、選考の手順としては、基本的にはまず個団

体というのですか、各それぞれの種目の協会等から

体育協会のほうに推薦をいただきます。 

 それから、体育協会の中でその方の功績等につい

て、また協議をしていただいて、体育協会が基本的

には推薦をするという形の中で、審査委員会のほう

に表彰の推薦をしていただいております。 

 その審査委員会におきましては、当然、体育協会

の会長さん、それから文化連盟の会長さん、それか

ら各学校長の代表の方等々の、それぞれの分野に携

わった方々に審査をしていただいた中で、今年度の

スポーツ功労賞あるいはスポーツ奨励賞等の結果を

いただいております。 

 その審査委員会の意見をもとに最終的には教育委

員会において決定をするという、そういう手順の中

で進めさせていただいております。あくまで今年度

については、今までの規則等に沿った中での決定と

いうことでございますので、御理解をいただければ

と思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２１９ページ、多世代交流

センター管理費のところですけれども、清富の多世

代交流センターにつきまして、これは３年間様子を

見て利用状況等を調査をして、今後どうするか、改

修するかどうか検討するという答弁いただいている

のですけれども、もう最終年度３年目になって、あ

ともう５カ月ぐらいであれですけれども、ここのと

ころのお考えとしてはどうなのでしょうか。改修の

方向に進んでいるのでしょうか。それとも、もう改

修はしないと、こういったことなのでしょうか。

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ２番村上委員の御質

問にお答えします。 

 清富多世代交流センターのことだということで理

解をしながらお答えをさせていただきたいと思いま

すが、清富多世代交流センターにおきましては委員

御存じのように、平成１７年の末に清富小学校が閉

校して、１９年から清富の多世代交流センターとい

う形の中で社会教育施設として運営管理をさせてい

ただいております。 

 その間におきましては、当然、教育委員会、町と

しても他の施設を買ってくれる方がいないのか、あ

るいは他の施設利用ができないものか等々を実は検

討を進めております。その中で町のほうとしても当

然、教育委員会だけで最終的な処分というのもでき

ない部分もありますので、町との協議の中において

も何かそういう方策あるいは相手の探し方等につい

ても検討を進めてきております。 

 そういう意味で３年間、どういう状況になるのか

を様子を見たいということでお答えをさせていただ

いている部分があるかと思います。ことしでちょう

ど３年目になります。そういう意味も含めたとき

に、今後の施設のあり方等については、やはり現状

のままで利用していくには、正直言いまして、備品

も何もない状態の中で今、運営を進めております。

それで、最低限必要な備品あるいはそういう設備等

については、今後検討しながら整備をしていきたい

なと思っております。 

 ただ、まだ本当に今年度、あと半年ございますけ

れども、そういう形の中で新年度に向けて、またど

ういうものが必要なのかも含めて検討していければ

と思っております。 

 ただ、今後どなたかがそういう買収をしていただ

くか、そういうものが出てくればまた違ってきます

けれども、今後の利用につきましても、また清富住

民会とも当然、協議を進めながら、御意見をいただ

きながら決定をしていきたいなというふうに考えて

ございます。 
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 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今、検討を重ねているとい

う御答弁ですけれども、場所が距離的なこともあり

まして、ちょっと利用しにくい点もあるのかなとい

うことを考えるのですけれども、利用の仕方により

ましては上中の吹奏楽部の合宿研修ですとか、それ

から安政太鼓の練習ですとか、そういった部分だと

か、自衛隊の方の銃剣道の練習だとか、いろいろあ

そこの場所もまだ建物が新しいですので、利用に

よってはいろいろ使えるものだなというふうに思う

ものでして、東中の多世代交流センターはトイレを

ちょっと改修しましたり、そこそこ改修しましたの

で、やっぱり少し大がかりになると財政的にも大変

かと思いますので、もう少し利用しやすいようなト

イレ改修ですとか、いろいろなそういったところを

検討して、あそこはちょっと本当にどうなっていく

のかなという、あのまま清富住民会の人だけの利用

とかとなりましても、また重荷になってしまうのか

しらなんていうことも考えるものですから、そう

いったことで検討のほうをぜひ進めていただきたい

と、よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁必要ですか。村上

委員、答弁要りますか。 

 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番村上委員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 清富多世代交流センターにつきましては、今後の

利用方法等もきちっと念頭に入れながら、どこまで

できるかも含めて、今ここで即トイレを改修します

とかということは言えませんけれども、どこまで、

どういうものが必要かも含めて検討しながら今、進

めていきたいと思いますので、御理解賜りたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） 上富良野高等学校の振興

対策ですけれども、ちょっとページが２０７ページ

になるのでしょうか。振興対策の一つとして、１８

７ページだそうですけれども、技能検定などに資格

を取得するために受験料を助成しているわけなので

すけれども、提出していただいた資料３２による

と、その合格率が約３分の１なのですけれども、平

成２０年度ですね。これまでもこの程度の合格率

だったのか、また、この検定そのものが合格率が、

全体の全国の検定の合格率がこんな程度なのか、上

高の生徒の成績が悪いのか、その辺ちょっとわかっ

たら教えていただきたいと思いますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） １０番和田委員の御

質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 それぞれの検定名がございます。受ける検定の種

類につきましても、これはあくまで学校のほうで、

こういう検定があり、こういう検定が今後の子供た

ちの将来に向けて有効ですよという考えの中で、恐

らく学校のほうで選定をしていただいていると思い

ます。 

 ただ、この合格率等につきましては、私どものほ

う、実は全国的な検定のレベルというのですか、合

格率がどの程度なものなのかというのは、現在のと

ころ把握はしておりません。昨年度とのちょっと比

較もしていないということで御理解を賜りたいと思

います。 

 ただ、私どものほうは本当に、全員が合格すると

いうよりも、やっぱり子供たちが、こういうものに

挑戦をするという意欲を、ぜひかき立てたいなとい

うふうに考えてございます。そういう意味も含め

て、余り基本的には結果にはこだわっていないとい

えば怒られるかもしれないのですけれども、やはり

子供たちにそういう挑戦する気持ちを持っていただ

きたいというのが大きな目的ということも含めて、

御理解をいただければと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） １０番和田昭彦君。 

○１０番（和田昭彦君） せっかく振興対策として

助成しているのですから、できるだけ合格率が上が

るように学校のほうにもよろしく指導するように、

教育委員会のほうから口添えをしておいていただき

たいと思いますけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） １０番和田委員の御

質問。 

 また、学校のほうとも協議を重ねながら、本当に

何人受からなければだめだということ自体はちょっ

と言えないのですけれども、基本的にできる限り受

かるように、これを見ていただくとわかるように、

だんだんだんだん、それぞれの段階がございます。

そういう意味では、だんだん難しくなればなるほど

合格者が減ってきているのも事実でございます。そ

れだけ難しくなってくるのかなとは思っております

けれども、できる限りということで学校のほうとも

またお話をさせていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今、和田委員の関係と重複

をする面もありますけど、資格取得に対する受験料

は、総体で幾らになるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） それでは、９番中村
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委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 検定の助成という形の中では、基本的には１受験

に対して７，０００円、１人当たり７，０００円と

いうことで、それぞれ計算をさせていただいており

ます。 

 ですから、約２０万円ぐらい今回も使われている

のかなというふうに御理解を賜ればと思っていま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） １人当たり７，０００円と

いうことでは、予算措置はしているということだけ

れども、実際にそれぞれの検定の内容によっては、

受験料が違うわけでしょう。本当はそれを知りたい

のですけれども、そして、その総額は幾らかという

ことで、それはわかりませんか。 

○委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答

弁。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 高校の資格取得の助成の関係でございますけれど

も、一応１人７，０００円程度ということで、１人

何回か受けても７，０００円程度までということで

助成させていただいているところでありますけれど

も、全体のかかる経費、これについては今のところ

ちょっと資料持ち合わせございませんので、ちょっ

とわからないというのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 現実に１９１万８，０００

円出して、そのうち生徒の入学時の準備とかいろい

ろあれだとかということで分けられて、それでは

７，０００円イコール何ぼという形で、この資格取

得の決算が出てきているわけでは僕はないような、

一般的にですよ。 

 そうすると、何の受験に何ぼ、何の受験に何ぼ。

１受験７，０００円ということは、そういう高いも

のはないと思うのですけれども、できればそういう

数値を教えてほしいと思ったのです。それは今すぐ

わかりませんか。 

委員長（長谷川徳行君） 学校教育班主幹、答弁。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 中村委員おっしゃるとおり、１人で二つ受験、あ

るいは三つ受験される方もおられます、実際には。 

 ただ、それがどれで何ぼ受けたというのは、大変

申しわけございませんが、今、資料ございませんの

で、後ほど調べて報告したいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 現実の問題、やっぱりどん

ぶり勘定で７，０００円でというのではなくて、や

はり例えば実用英語技能検定では何人で何ぼ、級が

ありますから、また級でも受験料が違うと思います

けれども、そういうような形で、できればまとめた

形で後ほど出していただきたいと思います。 

 それで、上富良野高等学校の教育振興会の補助の

関係で、行政点検評価表の３３ページに、達成度は

Ｃということになっているのですね。今回、教育行

政の点検評価の中ではＡは少なくて、なおかつＣも

少ないのですね。どっちかというとＢが多いのです

けれども、我々、上富良野高等学校の振興策という

ことでいろいろ施策を行って、町としても助成を進

めてきました。 

 しかし、上富良野高等学校が存続するためには、

ぜひということで我々も議会として応援体制を組ん

できております。 

 しかし、この資格取得だけが特色のある地域に根

ざした学校づくりの振興になっているのかというこ

とを最近、中学生の生徒数が少ないから、当然、受

験者数も少ないから、上富良野高等学校に入学する

生徒も少ないということはある面で理解をしたいと

思いますけれども、現実に特色のある学校というこ

とで、このことで生徒が集まるのかどうなのかとい

う素朴な疑問を感じるのですね。 

 そして、この資格取得によって恐らく就職に有利

な部分もあるのも僕は当然だろうと思いますし、先

ほど課長が言ったように、そういうチャレンジをす

るという気持ちを育てていくことが学習意欲に、そ

れから社会に出てもというようなことの必要性も当

然あるだろうと判断するのですけれども、特色のあ

る地域に根ざした学校ということで、これでいいの

かという素朴な感じをするのですけれども、教育長

としてはどう考えていますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ９番中村委員の御質問に

お答えをさせていただきたいと思います。 

 特色ある事業をいろいろ今まで長年の中で展開を

してきてございます。それが決め手として、これが

いいというところは正直言って、委員各位もお持ち

のことだというふうに思うのですけれども、とにか

く今の中ではやはり最終的に卒業して、就職する。

大学へ行く。それだけの学力、いろいろとあると思

います。 

 そういう状況の中で、最後にやはり出口がきちっ

とその体制の中で整えなければならないというとこ

ろで、この資格ですとか、いろいろな部分で展開を

してきたという経過もございますので、そういう中
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で上富良野高校の位置づけというものを、やはり考

えていかなければならないのかなというふうに思い

ます。 

 とにかくスポーツ、文化、いろいろ手段としては

あると思いますけれども、前段申し上げましたよう

に、卒業するときに、どこにきちっと卒業して就職

するか、進学するかというところが一番の部分かと

いうふうに思います。その中から、この特色ある事

業というものを位置づけしていくというのは、なか

なか今の段階では難しい部分はありますけれども、

そういう中で進めなければならないなというふうに

思うところでございます。 

 昨年度から、２０年度からですけれども、上富良

野中学校、各中学校の生徒にも上富良野高校に進路

指導という形で生徒たちも呼んで、いろいろ上富良

野高校の位置づけをお話させてもらったり、担当す

る各中学校の先生方もお呼びして、上富良野高校と

の位置づけをきちっと御説明をさせていただきなが

ら、上富良野高校の魅力あるものを、こういうぐあ

いに進めているよというＰＲも含めながら対応して

いるというところが今の現実でございます。 

 決め手が一つないというところも正直言ってござ

いますけれども、何とか上富良野高校のそういう部

分も何かこれから模索もしながら対応していかなけ

ればならないということが、ひとつ重要に我々も認

識してございますので、今後少しまた、今まで長い

時間もかかってございますけれども、何とかそうい

う方向で上富良野高校の存続という形を対応してい

きたいというふうに今のところ考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 今回、私初めて決算特別委

員会を経験したわけでありますけれども、細部にわ

たりまして精査するということは本当に大変な労力

であると。私的には本当に前かけをして体を動かし

て、本当に仕事しているほうが楽だと、そう思いま

した。 

 そういった中で、気のついた点が２点ございま

す。ただ、初めてのことでございますので、私自

身、細部にわたり十分認識されていない点もござい

ますので、個別のコメントは差し控えたいと思いま

す。 

 全体として見ると一つは、ある事業展開した、ま

たある施設をつくったと。しかし。 

○委員長（長谷川徳行君） 一色美秀君。済みませ

ん。教育関係に対しての質疑ではない。 

○７番（一色美秀君） 全般に当たることなのです

が。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育関係しか受けてい

ませんので。 

○７番（一色美秀君） そうですか。それでは教育

関係の前に戻らせていただきます。 

 先ほど米沢委員がおっしゃいました放課後子ども

プランの事業についてよろしいでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） はい、どうぞ。 

○７番（一色美秀君） その前に一つお聞きしたい

のですが、初めてでわからないのですが、一問一答

の質問なのですが、時間制限があるわけなのでしょ

うか。時間の制限。 

○委員長（長谷川徳行君） 今ですか。 

○７番（一色美秀君） 今というか、いろいろなす

べての。 

○委員長（長谷川徳行君） 一般質問にはあります

けれども、決算特別委員会だから時間制限はありま

せん。 

○７番（一色美秀君） それで、先ほど米沢委員が

お話していた件なのですが、指導者の育成のための

専門職として見るか、そして賃金として正当に見る

かということと、あくまでも謝金だと、ボランティ

ア的な要素を含めて見るのだというような、かなり

突っ込んだ答弁がございましたけれども、その中

で、これはやはり一担当課長だけの範囲の中ではお

答えできない範囲ではないかと思うのですね。 

 そういった中で、やっぱりトップの決断が必要で

ないかと。そのとき途中で何か時間が、途中で鐘が

鳴ったような気がして中断されてしまったような気

がしたわけなのですが、もっと突っ込んだ意見が必

要でないかと思うのですが、いかがなものでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 私にですか。 

○７番（一色美秀君） 委員長にですね。 

○委員長（長谷川徳行君） それは、私もそれはあ

れだと思いますけれども、それはやっぱり委員がど

のように聞くかなのですよ。 

○７番（一色美秀君） わかりました。 

 私的に、やはり専門職と見て、指導員の指導もや

らなければならないと。 

 そういった意味で、ぜひこれは賃金として、き

ちっとした体制を整えて予算を組んで行っていただ

きたい、そのように希望するわけでありますが、そ

れに対してどのようなお考えだか、お答え願いたい

と思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育長、答弁。 

○教育長（北川雅一君） ７番一色委員の御質問で

ございますけれども、先ほど米沢委員と謝金と賃金
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のお話もあるのですけれども、結果的には今の放課

後プランの先生方の賃金体系が、ほかのところから

見れば低いのではないかというお話をさせていただ

きました。たまたま賃金と報酬の支払いの補助金

等、いろいろな部分もございますけれども、今後ほ

かのところと精査もしなければならない部分もたく

さんあるかと思いますけれども、どういう形が上富

良野町のためにいいのかどうかというのは、今後の

動きになってくるかと思います。 

 今の段階の中で先ほど言いましたように、どうし

ても地域の方々の協力が私は必要だということも含

めながら、そういう形の中で対応していきたいとい

うことで、ちょっとお話をさせていただきましたの

で、その点につきましても御理解を賜りたいという

ふうに思うところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ７番一色美秀君。 

○７番（一色美秀君） 専門職として、指導者とし

て実際に行う場合、それなりの教育を受けてこなけ

ればならないと思います。 

 そういった意味において、これは町として本当に

そういった面で真剣に取り組んで、きちっとした中

で、あくまでもボランティアに頼ることなく、独自

のものでやっていただきたいと思うわけですが、そ

の点について町長自体の御意見を聞きたいと思いま

すが。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） ７番一色委員の御質問に

私のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 重複するかと思いますが、この事業につきまして

は、今、教育委員会のほうからも申し上げましたよ

うに、地域と協働でこういう事業を広く展開すると

いうことが事業の目的だというふうに認識してござ

いますし、またその事業にかかわる方々について

は、特定の方だけしかできないという、そういう職

業的な観点ではなく、広く地域の方に担っていただ

くというそういう位置づけで、この役割をしていた

だく方の押さえをしてございますので、そういう観

点から謝金という取り扱いをしているところでござ

いますので、繰り返しで申しわけございませんが、

そういうことでひとつ当面進めていくということ

を、ひとつ御理解いただきたいというふうに思って

いるところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ２１９ページの、公民館費

の中で図書館の運営という形で、資料の１０ページ

の１０の中に、事業評価の中で指定管理者や委託ボ

ランティアの活用などという形で図書館の将来のあ

り方について検討したいというような評価内容に

なっているわけなのですが、この点は今すぐどうの

こうのという話ではないと思いますが、現状の運営

形態で何か不都合な点があるのかどうなのか、お伺

いしたいというふうに思っています。 

 例えば、町が進めている行政改革あるいは評価と

いう形の中で、やっぱりこの点、きっちりすみ分け

する必要があるのではないか。 

 例えば何回も言いますが、公民館やパークゴル

フ。こちら、どちらが住民にとって本当に情操教

育、いわゆる学校教育等の立場からすればいいのか

とした場合は、私は図書館をもしも指定管理者とい

う形、あるいは委託という形にするのであれば、

パークゴルフ場を民間にもう譲渡すると。そうすれ

ば、何ら経費のかかる必要もないわけで、もしくは

全く経費のかからない状態に戻すという形にすると

いうことも一つの選択の一つだと思います。今は一

定の人を配置しますから、一定の金額も必要になっ

てきます。 

 例えば、草刈りだけでいいのだということになれ

ば一定の精度を持たせて、そういうことも可能なの

ですよ。そういうことを考えたときに、経費の削減

ありきという状況の中で、どんどん住民との関係で

切実な分までも民間委託、譲渡あるいはなってしま

うというところに問題があるのだと思いますが、こ

ういうものも含めて、こういった事業評価の対象と

いう形では、どういう不都合、現状も含めて評価さ

れたのだと思いますが、この点はどうなのでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ５番米沢委員の御質

問にお答えしたいと思います。 

 図書館管理運営の関連の中での点検評価の関係の

資料ということで今、確認させていただきます。 

 当然、図書館の運営の方法の中に、一つとしては

指定管理というのも方法としてはある。そういう中

で、具現化はどこまでできるかはわかりませんけれ

ども、どこまで可能性があるのかも含めて、きちっ

と検討を、我々行政としてはしていかなければなら

ないというふうに認識してございます。 

 ただ、委員おっしゃるように、当然それではパー

クゴルフ場との関連だとか社会教育施設全般の考え

方の中で当然、取捨選択をしながら今後の方法につ

いては進めていかなければならないというふうに理

解をしております。 

 ただ、現実に図書館自体の管理を指定管理者が

行っているところもございます。そういうところも
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含めたときに、どういう状況なのかも今後、検討材

料としては、我々としては検討してみたいなという

ことで表現をさせていただいているということで御

理解を賜ればと思っております。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２０９ページ、社会教育班

のところですけれども、ここのところで７名の方が

対象になっておりますけれども、時間外手当が一番

総務課以上に、病院とかラベンダーハイツとか仕事

柄でわかりますけれども、ここのところが非常に２

３１万６，５６４円ということで。 

○委員長（長谷川徳行君） ２０９ページの。 

○２番（村上和子君） ２０９ページの社会教育班

の時間外手当について、ちょっと申し上げているの

です。 

 それで、資料をちょっといただいているので、７

ページですね。７ページ。７番ですね。 

 昨年は２，０６７時間で、ことしは１，３４３時

間。時間外手当ですね。昨年と比べて時間的には７

２４時間短縮されているのですけれども、こういう

ことができるのであれば、短縮に努めていただきた

いと思うのですけれども、これにつきまして、土曜

日ですとか日曜日ですとか夜間ですとか、そういっ

たときに、行事も多くあろうかと思って大変は大変

だと思うのですけれども、その点についてちょっと

お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） ２番村上委員の御質

問にお答えをさせていただきます。 

 資料の７番ということでよろしいでしょうか。 

 時間外関連につきましては委員の御指摘のとお

り、教育委員会、特に社会教育関連事業につきまし

ては土日の事業があったり、あるいは当然、一般の

方が対象ですので、夜間に会議を開催したり、ある

いは事業を行ったりということで、それぞれ時間外

に至るケースが結構多いのかなというふうに考えて

おります。 

 ただ、対応としては、できる限り職員には代休等

で振りかえられるような形をとってもらいながら、

時間外手当の削減等に努めていただいております。

これは当然、日ごろの仕事の配分等もございます。

そういうものも含めて現在のところは、できる限り

代休でということでの指示もしながら進めているの

で、結果として１９年、２０年のそういう数字に出

てきたなというふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 一番最高多い方で何時間ぐ

らいになるのでしょうか。ちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） だれが多いか等々に

ついては、個々のデータについては今は持ち合わせ

てございませんので、後ほどまたお答えをさせてい

ただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） 村上和子君、だれが多

いかと名前は出ませんので。 

○２番（村上和子君） わかりました。結構です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ２３１ページの給食セン

ターのかかわりについてお伺いいたします。 

 かなりこの間、修繕、改善も進められてきており

ます。広域という形になってきておりますが、当分

の間、この施設が運営維持できる部分については、

いわゆるこちらのほうで行うという形になってきて

いると思いますが、これは基本的には町の考えが最

終的に決定するのだと思いますが、いつまでこれを

存続するかどうかということも含めて、この施設の

維持管理の計画というのは持っておられるのかどう

なのか、もしくはこのまま、こういう形式で行くと

すれば、それなりの対応の仕方というのが求められ

てきているかというふうに思いますので、この点は

どうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（前田満君） 給食センターの管理

運営に関してのことだと。委員御存じのように、基

本的には今、広域連合の中で運営をさせていただい

ております。その中で自賄い方式という形の中で当

該施設の運営をしているところでございますけれど

も、私どものほうの考えで具現的に、では５年後、

１０年後にこの施設をなくすとか、そういう計画は

今のところ持ってございません。 

 ただ、基本的には、できる限り使える範囲の中で

効率的にこの施設を使用していければなというふう

に考えてございますので、ただ、いかんせん昭和５

４年に建てている建物でございます。 

 そういうものを考えたときに、今後どこまで持つ

のかについても多大な投資がかかるようであれば、

またその部分の中では検討していかなければならな

いというふうに考えてございますので、御理解いた

だければと思っています。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 教育振興課長。 

○教育振興課長（前田満君） 先ほど村上委員のほ

うから時間外、だれがどのぐらい多くとっているの

と。ちょっと今、最大のものだけつかんだのですけ

れども、３３５時間の時間外をしているということ

であります。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 それでは、ないようですので、これで１０款の教

育費についての質疑を終了いたします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

（説明員交代） 

○委員長（長谷川徳行君） 次に、１１款公債費の

２３４ページから１２款の諸支出金、１３款の給与

費、１４款予備費の２３９ページまで一括して質疑

を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで１１款の公債費、１２款の諸支出金、１３款の

給与費、１４款の予備費についての質疑を終了いた

します。 

 以上をもって、一般会計決算認定についての質疑

を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 今後の予定について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 御報告申し上げます。 

 あす９日は本委員会の最終日で、各会計歳入歳出

決算認定の特別会計と企業会計決算認定の質疑、各

分科会ごとに審査意見書案の作成、全体での審査意

見書の作成、理事者の所信表明、討論、採決の順で

進めてまいりたいと思います。 

 出席の際には、各会計歳入歳出決算書、病院事

業、水道事業各会計決算報告書及び各資料等を御持

参願います。 

 あすの開会は午前９時でございます。定刻までに

御参集くださいますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

午後 ４時４６分 散会  
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） おはようございます。 

 御出席御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りいたしました日程で進めて

いただきますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 質疑に先立ちまして、

昨日９番中村有秀君からの上富良野高校の資格取得

の件につきましての答弁漏れがありましたので、答

弁をいたさせます。 

 学校教育班主幹。 

○学校教育班主幹（藤田敏明君） ９番中村有秀君

の昨日の上富良野高等学校の教育振興会補助金にか

かわります資格取得助成の答弁をさせていただきた

いと思います。 

 検定の単価の関係でございますけれども、これに

つきましては、それぞれ等級によりまして単価設定

がされております。まず、英語検定のほうでござい

ますけれども、それぞれ準２級の３，４００円から

５級の１，２００円、漢字検定になりますと２級の

４，０００円から７級の２，０００円まで。さら

に、植物調理技術検定につきましては７００円と６

００円、それとワープロ検定につきましては１，２

００円から９００円。それと、情報処理検定におき

ましては１，２００円から１，０００円、それと

ワープロ検定におきましては２級の１，７５０円か

ら４級の１，０５０円までということで、それぞれ

等級におきましての幅広い単価設定がなされている

現状でございます。その検定料と合わせましてそれ

に伴いますドリル、あるいはテキスト代、それと英

検の答案用紙の送付料ということで、合わせまして

資格取得助成ということで、６１万１，６１７円の

補助をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 中村有秀君、これで質

疑はよろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） それでは、平成２０年

度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の特別会計よ

り質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２４３ペー

ジから２８３ページまでの質疑を行います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２４５ページ、国民健康保

険税、これが予算と比べまして、収入済みとの比較

が５２１万５，７２９円、これが減になっておりま

すが、国保の加入している人が３割で３，５５６人

だということでございますけれども、ここのところ

で４０９世帯減っているのだと、こういうことなの

ですけれども、２０年度の予算のときに後期高齢者

１，４５２人、この人数で見てたと思うのですけれ

ども、ここのところちょっと数字的にどうなので

しょうか。誤差があると思うのですけれども、そう

いったことで収入減にもつながってるのでないかと

思うのですけれども、その点お伺いしたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の御

質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、平成２０年の４月１日から後期高齢者制度

に移行いたしまして、原則７５歳以上の高齢者の方

につきましては、新しい保険制度に移行したところ

であります。 

 この人数のさやにつきましては、約３００人ほど

被用者保険の被扶養者、わかりやすく言いますと、

例えば私のおふくろが共済の保険に入っていたもの

が７５歳を超えているので、そのまま後期高齢者の

制度に移行したところです。このような方が被用者

保険の被扶養者が約３００人ほどおられますので、

当時昨年で言いますと７５歳以上国保に加入してい

る方が約１，１００人ほどでございましたが、被用

者保険の扶養者が３００人ほどふえることで、後期

高齢者の被保険者が１，４００数十人、このような

数字になるところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 扶養者であったがためにと

いうことで、今３００人ぐらいということで大体数

字的にあれですけれども、普通６５歳以上になりま

すと、年金の天引きで始まりまして、介護保険と合

算して年金額の２分の１を超える人は、介護保険が

優先されるのですけれども、そういったことで国保

のほうの普通の徴収というのが難しくなって、それ

に伴う未収になっているのではないかと思うのです

けれども、その点はいかがですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 
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○町民生活課長（田中利幸君） ２番村上委員の御

質問でございますが、委員おっしゃるように、まず

後期高齢者の年金の特徴につきましては、委員おっ

しゃるように、年収の１８万以下、あるいは保険料

と介護保険料合わせて年金額の２分の１を超えない

方については、年金での徴収ということになったと

ころですが、この後期高齢者の未収については、そ

のような方ではございませんが、この国保の滞納に

つきましては、特に年金の特徴にかかわらない経済

状況の影響を受けながら、この未収が発生したとい

うふうにとらえているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 今回の国保税は、全体とし

て療養給付費の１９年度から見て若干下がっている

という状況があると思いますが、この点については

例えば予防医療等々結びついた減なのか、あるいは

後期高齢者医療があった中での原因がもとで減少し

ているのか、その点はどのようになっているのかお

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の 

御質問にお答えをいたします。 

 まず、全体の総額につきましては、後期高齢者に

移行したことでございますので、歳入も含めまして

歳出総額すべて減少している、総額がそっくり後期

高齢者に移行したという点から、総額につきまして

は少なくなってきているところであります。 

 ただ、委員御指摘の医療の給付費の分析をいたし

ますと、委員御指摘のとおり、この約１０年以上予

防活動を進めてきた結果、医療費が通常全国よりも

抑えられているという実態は間違いなく確認をして

いるところです。 

 また、上富良野町の特徴的な分野で言いますと、

受診の数はふえているけれども、医療費が伸びてこ

ないという現状も特徴的にございます。適切に検診

を受けることで、早くその病状等が発見できて、適

切な治療をすることで、医療費が伸びないというよ

うな特徴も見てとれるところであります。 

 今後、保健福祉課と十分連携しながら、これらの

医療費の抑制に十分意を尽くしていきたいというふ

うに考えているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 保健福祉課のほうの担当の

方にお伺いいたしますが、特定健診等あるいは予防

医療等に努められていて、循環器系あるいは成人病

も含めた、そういった病状の中で早期に予防すると

いう取り組みがずっと続けられておりますが、この

２０年度においては、そういう状況の中で特に引き

続き従来のものを精度を高めるという方の予防対策

に当たられたと思うのですが、この重点を置いてい

るというところについては、予防対策についての重

点はどういうものを設定されているのか、またお伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 健康づくり担当課長、

答弁。 

○健康づくり担当課長（岡崎智子君） ５番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 平成２０年度につきましては、レセプトの分析と

健診結果の分析から、町の血圧のコントロールが非

常に悪いということがわかりましたので、そのこと

が脳や心臓や腎臓の血管を痛める原因になっている

というところを特に最重点におきまして、自分自身

が朝と夜の血圧をきっちり自分自身で確認をして、

たまたま健診場面ではかったものが低いとか高いで

はなくて、いつも血圧がコントロールされている状

況に、自分で管理できる力をつけるということで、

血圧の高い方につきましては、健診の後２週間、血

圧の自己測定をしていただきまして、その後に相談

をするという形をとりました。 

 その結果、病院にたまたま行ったときには、非常

に血圧の薬が効いて低い状況であったけれども、朝

になったら薬がもう切れていて、血圧が高い方とい

うのを御自身が自分で判断をされて、先生の方に手

帳を出すことで、お薬の変更になったり追加になっ

たりということで、２０年度に血圧のコントロール

が、自分の目標値に達していない方が、２１年度に

はかなりの数がコントロールの目標値に達したとい

うことで、改善の割合とかを出して行っています。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 内容的にはよくわかりまし

た。大変この予防医療というのは、いろいろな面で

その状況によっても変わるかとも思いますが、効果

が上がっているということであります。 

 さらに、お伺いしたいのは、そういった中で国保

税の問題なのですが、近年国保税の問題について

は、不納欠損や未収金等の状況が、努力もあって収

納率も向上するという点があるのですが、比較的１

９年度、２０年度から見ても、不納件数が２０件と

いう形で４９０万があるという状況になっておりま

す。この点は１人当たりの不納欠損の額が高くなっ

てきている部分がかなりあるのかなというふうに思

いますが、その点はどのようになっているのかお伺

いいたします。 
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○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の不

納欠損に関する御質問にお答えをしたいと思いま

す。 

 今回実人数２０人で４９１万３，９４８円の不納

欠損をさせていただきましたが、これらの要因につ

きまして、若干御説明を申し上げたいと思います。 

 まず、国保の制度自体は高齢者の方、あと失業年

金、あといわゆる低所得者層の方々が構成をしてい

るところであります。分析をいたしますと、無職あ

るいは極端に低所得の方が、国保加入世帯の約５割

を占めているなという分析をしているところであり

ます。いわゆる国保制度自体この脆弱な財政基盤に

あるというところは、上富良野町だけではなくて、

全国の問題、課題にもなっているところでありま

す。 

 加えて、この昨年秋以降からの不況等の影響も相

当数受けているなというふうに実感をしているとこ

ろであります。国保税は１年前の収入に応じて、付

加をされるところでありますし、また税の中では１

人当たり一番大きな金額になるような税目でもござ

います。 

 したがいまして、そのような背景から、当時は相

当数の収入を得ていたのだけれども、それがリスト

ラ等で失業してしまう、あるいは病気で働けなく

なってしまう、このようなケースから、１件当たり

の不納欠損額が多いというような現状もあるところ

であります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そういう中で実態として

は、例えば今担当の課長がおっしゃられたように、

１年前の所得によって課税されるわけですから、今

年度は仕事がなくなったと、もしくは大幅に給与が

カットされたという場合は、これは町長の判断、あ

るいは裁量等によって、減額もしくはその対応がで

きるというような条文が書かれておりますけれど

も、そういうような相談というのは、実際あるのか

どうなのか、この２０年度では。もしくはそういう

相談があった場合に、そういう対応がされる部分が

あるのか、もしくは一定のこの前の所得があるか

ら、この所得に応じて課税されているから払ってく

ださいと、仕事なくて大変で給与も下がったのに大

変だから、分納でその金額を算定した金額を払って

くださいというような、二つの選択があるかという

ふうに思いますが、私、極度に下がった場合は、い

わゆる町長もしくはそういった判断の、特別な事情

が発生した場合、そういう対応も必要かと思うので

すが、その点の判断というのは、どういうふうにな

されているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ５番米沢委員の御

質問でございますが、まずケース・バイ・ケースで

あるということをまず１点御理解をいただきたいと

思います。まず、その方の年齢等にもよりますし、

またその背後の状況によります。今、失業したとい

う事実をとらえて、その方が若い方で、これから就

職活動をして、就職をする可能性があるというよう

な方については、減免をすることにはなりませんの

で、いわゆる状況を見ながら、就業、就職をした後

に、適宜分納をしていただくというような相談にな

るでしょうし、またその方がもう６５歳を過ぎて、

これから資力の回復がなかなか見込めないだろうと

いうような方につきましては、減免と合わせて執行

停止等の手続をして、３年後状況が変わっていない

ようでしたら、不納欠損も選択肢の中に入れていく

というような相談を日々させていただくところであ

ります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 細かい分納の対応も含め

て、なされる必要もあると思います。何回も言って

おりますけれども、特別な事情がある場合は、これ

は通達などでも出ているかと思いますが、適正に減

額措置も含めた対応だというふうに思うのですが、

そういう判断も含めた中で、この納税のあり方につ

いては、対応していただく必要があると思います。 

 さらに、お伺いしたいのは、国保税そのものが単

純に下げたからと言って、収納率が上がるというも

のではありませんけれども、ただ今の経済事情から

言えば、一定の税率の引き下げ等々も勘案した中

で、収納率対策や予防対策も含めた中で、医療費を

抑えるだとか、そういう対策、あるいは収納に応じ

ては、その時々の状況にあった税率の改定というの

も、しょっちゅうあるわけにもいきませんが、特に

今回のこの長引く不況という状況の中では、私は必

要だと思いますし、決算の中にでも７，０００万ぐ

らいでしょうか、黒字決算という状況になっていま

す。 

 これは全部当然使えないということはわかります

が、今後の予想される医療費の増嵩等も考えた中で

対応するということでありますけれども、税率の見

直しだとか、軽減策をする必要があると思います

が、町長この点はどのようにお考えなのか、お伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 今、５番米沢委員から御

質問がありました件について、私のほうからお答え
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させていただきたいと思います。 

 非常に、国内外共通して経済不況だというのは、

もう御案内のとおりでありまして、この回復が早期

になされることを期待しているところであります

が、いずれにしましても、国保の財政運営御案内の

とおり、費用を被保険者の皆さんで賄うという、そ

ういう仕組みの中で、かつ財政秩序を保ちながら事

業の運営をしているところであります。 

 私どもも、それぞれ被保険者の負担の軽減のため

に、この医療費の高水準を改善したいと、また分析

しますと改善の余地がございますので、その改善を

することで負担の軽減を図るという、それが基本だ

ということでその取り組みを長年やって、担当課長

から申し上げますように、一定程度の成果でまたそ

れを助長したいということが基本でございます。 

それを中心にやっているところでありますし、また 

委員がおっしゃられるように、大変経済的にも厳し

い状況でございますので、負担の限界のケースもあ

ろうかと思いますが、これらについては、先ほど来

申し上げていますように、地方税法の規定に基づい

て、実態に沿った適切な措置をすることが求められ

ているとこでございますので、そういうことを中心

に今やっているところでございます。 

 一部の自治体におきましては、一般会計をもって

税の軽減をしている自治体もあるやに聞いてござい

ますが、それを仮にするとなれば、これは際限のな

い状況を迎えますので、今ここ当分国におきまして

も、今被用者保険と国保と合体という大きな構想も

持ってございますので、そういうその行方もしっか

りとらえながら、前段で申し上げましたようなこと

を基本にやっていくことで、健全な国保の財政運営

に努めてまいりたいというふうに考えてございます

ので、御理解を賜りたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 私が聞いているのは、当面

どうするかと、副町長は絶えず将来をかんがみてと

いうことで、子育て支援の寄附もあるからというこ

とで言っているのですが、現状をどうするのかとい

うことを私聞いているのであって、そういうことも

含めて当然その立場であれば、いろいろと将来的な

こともあるのでしょうけれども、しかし私は将来的

なことも含めて、一般会計におけるこの余剰金をこ

ちらに振るだとかすれば、軽減策も図れる部分もあ

るのだろうというふうに私は思うのです。 

 実態としては相当口では言いません、皆さん。こ

んなことを言って、ほかの人に迷惑をかけたら困る

ということで、本当に生活の苦しさというのは出て

きてます。ここにも収納の成果表の中にも、意見書

の中にも、大変経済的な事情も含めた中で、厳しい

実態というのが明らかになってきているわけですか

ら、そうだとすれば自治体としてどうするべきかと

いうことが、課題として上がってこなければならな

い話だというふうに思うのです。 

 私はそういった点でも、一般会計からの繰り入れ

も含めて、再度検討する必要もあるのではないかな

と思いますが、この点もう一度お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 繰り返しになって大変恐

縮でございますけれども、やはり資力の調査も当然

私どももしますし、資力のない方に税を納めるとい

うことについては、これは当然限界がございますの

で、繰り返しになりますが、地方税法の規定に基づ

きまして、それらは的確に対応することが求められ

てございますので、私どもも前年の所得があって、

今いろんな諸事情での負担がなされないということ

であれば、当然法に基づく措置を講じて救済すると

いうのが、法のねらいでございますので、それらの

適用を的確にやるのが我々の任務だと思いますの

で、そういうことを旨としてやっていきたいと思い

ます。 

 いずれにしましても、どなたが負担するかでござ

いますので、繰り返しになって大変恐縮でございま

すけれども、この国保の事業につきましても、加入

されている方が相互扶助でこの事業を展開されるの

が基本でございますので、そういう範囲の中で最大

限努力を私どももしてまいりたいというふうに考え

てございますので、いずれにしても御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 相互扶助はよく聞いている

話なのですよ。これは社会保障という立場からすれ

ば、当然町も支出している部分ありますけれども、

そういう立場からすれば、ただ相互扶助だけで締め

くくっていいものかという私疑問を持っているの

で、この点どのようにお考えですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 余り次元の高い話は、私

どもが申し上げる立場でございませんが、先ほど申

し上げているように、今公的医療制度についても大

変数があります。一番地域保険である国保について

は、財政が非常に窮屈だというのは、これはもう歴

史が語っているわけでございますので、そういう部

分に視点を当てて、今、新政権におきましても、こ

の統合と申しましょうか、そういうものでしっかり

制度を再建するということだと思いますので、私ど

もの立場ではその行方を見守るしかないというふう

に思います。 

 いずれにしましても、私どもがこの事業運営の中
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で資力のない方に、むやみに負担を求めるというこ

とは、これは制度としてもそういうことになってご

ざいませんので、そういう意味ではそういう方には

しっかりルールの中で救済するというのが制度でご

ざいますので、そういうことをしっかりやっていく

ことが我々の努めだというふうに思いますので、御

理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今、同僚議員のほうから不

納欠損の関係のお話も出てまいりました。 

 それで、私は決算書の２５１ページ、その関係で

お話を申し上げたいと思いますけれども、というの

は、私はこの国民健康保険税が不納欠損処理の金額

が非常にウエートが大きいと、保険料が高いという

こともあるということと、それからもう一つは今、

課長、副町長も言った経済状況から非常に多くなっ

てきているということで、今回２０人で４９１万

３，９４８円、その前をさかのぼっていくと１９年

が５２５万、１８年が４８１万、平成１７年では２

６４万と、この４年間を見ますと１，７６２万１，

５９８円、延べ１３７人の方が不納欠損処理をされ

ているということです。 

 それで、不納欠損処理のほうを全体の中で見ます

と町民税だとか、それから特別会計の関係を見ます

と、平成２０年度で見れば全体で７５７万８５８円

のうち、国保税関係が４９１万ということで、国保

税が６４％を占めているのですね。その前の年は６

０％、その前の年は５４．４、平成１７年は２７．

７％だけども、どんどんどんどんふえていっている

実態が、明らかになってきています。 

 それで、収入未納調書ということで、報告書の中

の７６ページの中身は国民健康保険税、平成１９年

以前ということで１１０人、２，４２８万２９１

円、平成２０年度分の収入未納は１４４人で１，３

７４万５，８６５円、そうするとこれはある面でそ

れこそ不納欠損処理の予備軍というとおかしいです

けれども、そういうことが考えられる対象の金額な

のです。この人数を合計しますと、一応１９年以前

と２０年度とは収入未納が２５４人で、３，８０２

万６，１５６円と、非常に大きな金額になってきて

います。 

 それで、非常にそれぞれ御努力をされているし、

町民の皆さん方も払いたくても払えないとなれば、

前年度とあれして収入がなくなった、いろいろな経

済環境等はあるだろうと思いますけれども、いずれ

にしても、できれば分納だとか、減額だとかという

関係で、できるだけお支払いをしていただくような

方法で努力はされていると思いますけれども、とり

あえず今、収入未納調書の金額の人数の中で、分納

されているケース、それから２０年度含めて減額を

したケース等あれば、件数等をお知らせしていただ

きたいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、不納欠損の状況につきまして御説明を申し

上げたいと思います。 

 委員御指摘のように、不納欠損に占める国保税の

割合は、相当この数年も含めまして多うございま

す。平成２０年度に限って言いますと、昨日も申し

上げましたように、新規の生保の申請者が決定者が

昨年１年で１７件、いつもの四、五件からいたしま

すと、相当数の数が新規に町においても生保の受給

を受けているという実態にございます。 

 また、破産手続あるいは家のローンを払えずに競

売に至るケース、実はこの生活困窮の中には、それ

らすべて入っているところであります。 

 先ほども申し上げましたように、国保税は人数、

あるいは財産があるなしも含めまして、相当数ウ

エートが高い状況から、こういった払いたくても払

えない方については、地方税法の規定によりまし

て、速やかに欠損をするところであります。 

 また、分納のケースと減額のケースの件数であり

ますが、まず減額につきましては、条例で予期せぬ

災害あるいは疾病、極端な収入の減等やむを得ない

事情がある場合には、その収入の高さによりまし

て、減額率を例えば３分の１にしますとか、２分の

１にしますという規定を持ってございます。 

 平成２０年度に限って言いますと、この減額の

ケースはございません。また、分納のケースの件数

でありますが、基本的に３００数十人の滞納者が現

実にいるところでありまして、基本的にはそれら全

員について、居所不明者あるいは町外者を除きまし

て、町内に居住している方については、必ず面談を

しながら、分納の約束をしているところでありま

す。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 規定によりということで、 

減額のケースはなかった。それでは分納はあったと

いうことですが、それは件数から言えば何件なので

すか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問でございますが、分納のケースの正確な数

は、今持ってございませんが、先ほども言いました
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ように、基本的には町内に居住して面談が可能な者

については、滞納者すべて原則的には面談をして、

経済状況を確認し、実際に幾ら分納ができるのかと

いう点を調査しながら、分納につながるようにして

いるところであります。 

 ただ、中には先ほど委員からも御指摘のありまし

たように、既に資力回復が困難だという判断のもと

に、既に執行停止をしてその３年間様子を見ている

方々も当然何人かございますので、これらの方につ

きましては、資力の状況を確認しながら、分納とい

う形をとらずにいるところであります。 

 実際の細かな数字につきましては、今現在承知を

していないところを御理解いただきたいと思いま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 税等も含めてできるだけ納

税率の向上ということでやっていただいて、その実

績が上がっているということでは、私はある程度理

解をしていきたいのですけれども、実際に減額の対

象のケースというのは、実際になかったということ

だけども、それはこれからまた可能であるのかどう

か、その点いかがなんですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問でございますが、まず減額のケースがなかっ

たという答弁をいたしましたが、生活保護を例えば

きょう受けたというケースで言いますと、過去受け

る前の納期の税額については減額をできないルール

になってございますので、きょうから以降納期を迎

えるものについては、これは減額をするというケー

スは、平成２０年度においてはあります。 

 ただ、生活保護以外のいわゆるきょう失業してし

まった、については、これから以降の税金について

減額してくれというケースは、平成２０年度に限っ

て言えばございませんでしたというところでありま

す。 

 また、今後この年度においてあり得るかと言いま

すと、先ほど言いましたように、この経済状況でご

ざいますので、いつリストラに遭うかということは

当然出てまいりますので、先ほど御答弁申し上げま

したように、その方の年齢、あるいは背後にある扶

養家族等々も含めて、同じ世帯の収入を得られるよ

うな方がいるのかいないのか、これらも含めてその

ケースに応じて判断をしながら、今後も減額のケー

スはあり得るなというふうには考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私はやっぱり規定の中で減

額ができる条件が整えば、ある面でやるべきだとい

う考えなのですけれども、現実の問題平成１９年度

以前１１０名の方、平成２０年度１４４名、この合

計で２５４名で３，８００万円が、もしくは来年あ

たりこのうちのまた何割かが不納欠損処理をせざる

を得ないというような状況が出てくる可能性は、僕

十分あるような気がするのです。 

 現実に失業して、前年度の所得で課税をされる。

そうすると、とりあえず今ある失業保険だといろい

ろな方法で、とりあえず今自分の生活は守らなけれ

ばならないというのが、僕実態だろうと思うのです

ね。 

 そういう中で、分納で１，０００円でも２，００

０円でもという方法だとか、それから減額措置が規

定の中でやれるのであれば、人数が多いから大変だ

ろうと思いますけれども、やはりそれぞれあたって

いるということであれば、その点の働きかけをやれ

るぞということを含めて、納付をいただくような方

法を具体的に考えていかなければ、僕はだめでない

かなという気がしますね。 

 それで、現実の問題、先ほど申し上げたように、

全体の不納欠損処理が、平成１７年が国保が２７．

７％占めている、今２０年度で言えば６４．９％な

んですね。最も場合によっては７０％を行くなとい

うようなことが予想されるので、そういう悪い予想

はしたくはないのですけれども、一応基本的には不

納欠損させない、もう一つは未納の皆さん方に対し

て、細かい指導等接触をしながら、収納の向上に努

めていただきたいということをお願いをいたして、

ぜひやるべきだと思います。 

 それで、平成１９年以前の１１０人、２，４００

万円、平成２０年度の１４４人、１，３７０万円の

対象者は重複しているケースが当然あるでしょう

ね。その重複率はどれぐらいなのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

何点かの御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、国保の先ほど構造的な状況につきまして

は、冒頭御説明をいたしましたが、実は滞納者の収

入状況を分析をしてございます。滞納者の収入、い

わゆる２００万円以下の収入、働いているけれども

収入が２００万円以下だという方も含めまして、も

ちろん年金の方も含めまして、無職の方も含めまし

て、滞納者の約６５％以上は２００万円以下の収

入、いわゆる新聞紙上でも言われています、働く生

活困窮層いう部分かなというふうにとらえていま

す。この方々の生活をどのように守りながら、いわ

ゆる一定の税を納めていただくかという点につい

て、なかなか悩ましい問題も実はケースごとにござ

います。 
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 委員おっしゃるように、まずは不可避となる点に

ついて、分納も含めた形で生活状況に応じて納めて

いただくということを、まず基本に置いているとこ

ろであります。 

 ただ、この６５％の方がそれぞれ事情を抱えなが

らおりますので、この方々に全部減免をしていいの

かという点については、なかなか難しいところもご

ざいます。 

 先ほど、欠損の額のお話もありましたが、構造的

な財政基盤等、国保の抱える問題につきましては、

今申し上げましたような事情が相当数ありますの

で、先ほど申し上げましたように、この未済額の

３，８００万円の中にも、かなり不良債権化したも

のが現実にはございます。したがいまして、今後も

これら生活状況等勘案しながら、一定程度の不納欠

損はやむを得ないかなというふうには思ってござい

ます。 

 ただ、昨日も申し上げましたように、厳しい中に

も歯を食いしばって納税をしている方が９０数％お

られますので、これらの公平性の分野も考えなが

ら、当然安易に不納欠損をすべきではないというふ

うに考えているところであります。 

 あと、先ほどの御質問にあります、いわゆる過年

度の滞納者１４０数名は、当然現年度も滞納がござ

いますので、重複しているものというふうに判断を

しているところであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 恐らく私はこういう今の状

態だから、平成１９年以前の２，４００万円、平成

２０年度の１，３００万円という形は重複されてい

るな。また、町民税、住宅使用料等も、またそれぞ

れの個々のケースでは合わさっているケースが僕は

あるなというようなことでは、予想はしていまし

た。 

 いずれにしましても、担当職員の皆さん方が、こ

ういう形で日々やっておられているけれども、やは

り今課長の言うように、生活に応じた形での分納を

ほかでもというようなことや、減免の規定があるの

であれば、それが適用できるかどうかも含めて十分

対処しながら、不納欠損ができるだけ少なくなるよ

うな形、それから収入未納が少なくなるような形

で、努力をしていただかなければならないのかな

と。 

 今回、２０年度の決算を見まして、非常に国保税

が不納欠損に占める位置が非常に大きいということ

を感じましたので、この点よろしく対処をしていた

だきたいと思います。 

 次に移ってよろしいでしょうか。 

 それで、次に２６３ページ、国保運営協議会の関

係についてお尋ねをしたいと思います。 

 まず一つは、国保運営委員の方々は９人というこ

とで、被保険者を代表する方３人、それから保険

医、それから保険薬剤師を代表する３人、それから

公益を代表する３人ということでございます。これ

らの方々の特に公益を代表する委員と、被保険者を

代表する委員、３人の選任方法はどういう形にされ

ているのか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、運協につきましては、公益被保険と薬剤師

医師等の３人ずつの構成の９人になっているところ

であります。公益につきましては、いわゆる国保以

外の保険に加入をされている方を選任をいただくと

ころでありますが、これらにつきましては、それぞ

れの学識経験的な分野もございますので、うちのほ

うで候補者を選びまして、個別にお願いに行くとこ

ろとしているところであります。 

 また、被保険者につきましても、町のほうで選抜

をしながら、なかなかお引き受けしていただける

ケースがないものですから、町のほうで選抜をして

個別にお願いをするケースが過去には、そのような

状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私ここ４年間ぐらい、国保

運営委員会の会議録を読まさせていただきました。 

 そうしますと、基本的には三つの団体から出てく

るということで、必ず１人は出席しなければ会議は

開かないということになっている。これは当然僕は

いいことだろうと思うのです。 

 ただ、状況を見ますと、特に今回国保税の関係の

運営にかかるということで、被保険者を代表する３

人の皆さん方が、本来的な運営の関係でどうなのだ

ということが、議論が出てきてほしいのですけれど

も、この４年間私見ましたら１回だけです。被保険

者の代表者の意見、発言が会議録に残っているの

は。 

 ただ、こういうことでいいのかなと、本来的にそ

ういう三つの団体での皆さん方の意見がどんどん出

てきて、国保運営が行くべきだという私は考え方を

持っているのですけども、それであれば選考の特に

被保険者の選考のあり方というのか、そういうので

非常に疑問を感じたのです。 

 その点では、課長も会議録を閲覧する立場で、当

然会議に出てますけれども、そういう点でその被保

険者の代表する委員の皆さん方の発言がないという
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ことについては、どう感じてますか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問にお答えをします。 

 実は、国保運営協議会の諮問事項がございます

が、まず、一番大きな項目につきましては、保険税

の税率を上げる、あるいは下げる、被保険者に対し

ては一番大きな問題になろうかと思います。たまた

ま平成１５年から、この国保税につきましては、先

ほどと重複いたしますが、医療給付が全国的な伸び

を我が町については予防医療も確実に行っているこ

とから、１５年からこの７年間、上げていない現状

にございますので、それらも含めますと、被保険者

の方が保険税はこうあるべきだというような、濃密

なご意見、議論が過去においてはなかったというこ

とも、ひとつ現状にあるかなというふうに思いま

す。 

 また、条例の改正、例えで言いますと、昨年の出

産育児一時金の３万円をどうしようか、これらにつ

いては上富良野町においては全国よりも、アップを

している現状にありますから、これらについても余

りご意見がなかったのかなというふうに思っており

ます。 

 私ども、運営する立場にありますと、９名のメン

バーがいろいろな形のご意見をいただくというの

が、一番望ましい姿でございますが、過去４年間に

つきましては、被保険者に不利益にかかってくるよ

うな協議事項がなかったことから、直接的な議論が

なかったのかなというふうにも、実は考えていると

ころであります。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 直接かかわったことがな

かったとは言いながら、やっぱり現状の中でいろい

ろな意見が僕は保険医、それから保険医薬剤師の関

係、公益の代表からはいろいろな意見が出ていると

いう、素朴な疑問を持ったわけです。 

 ただ、現状としては、積極的に発言をするという

ような立場の方で、何とか被保険者を代表する委員

を、今後あれする段階では配慮していただきたいと

いうことで、要望をしておきたいと思います。 

 次に、移ってよろしいでしょうか。 

 それでは、２６３ページの運営協議会の決算の関

係でお尋ねを申し上げたいと思います。 

 予算額が３２万３，０００円のうち、不用額が２

１万５，０００円ということで、きのうも不用額の

ことでいろいろ論議をされておりました。 

 それで、何でこういう形で、例えば報酬が２２万

９，０００円予算なのに、１０万８，０００円とい

うようなことで見ました。そうすると、会議録を

ずっと見ますと、一応国保運営委員会は議会の前に

ある。大体４回ぐらいやっているケース、それから

町立病院のほうは問題があれば、特に条例改正だと

か大きなことをやるときにはやるということになっ

ております。 

 それで、基本的に諮問的な考え方で、開催をして

いるのかなという気がするのですけれども、その点

どうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、過去においては年４回の定例議会の直前に

定期的に開いてきた現状にございます。ただ、法的

な解釈で言いますと、補正予算等の補正予算の内容

にももちろんよりますが、一般的補正予算の場合、

これを諮問事項とするのではなくて、これはあくま

でも諮問事項については、重要な運営にかかわるも

のというふうに、法的には限定をしてございますの

で、この９名の方皆さんお忙しい方々ばかりですの

で、一般的な補正予算等で毎回来ていただくのはい

かがなものかということで、昨年の運営委員会にお

いて法の解釈、あるいは今後の運営の仕方を議論さ

せていただきまして、基本的には法に基づいて重要

な案件があった諮問について、開催をさせていただ

く。 

 ただ、情報交換という意味では、年最低３回程度

開く必要があるなということで、昨年合意をさせて

いただいたところであります。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私は会議録を見ますと、全

部諮問事項ということで、最後のほうのページに

載っているのです。これ諮問事項ではないのです

ね。それで、課長に前お尋ねをしたら、いや諮問事

項ではないということで、この運営協議会の中でお

話をしたと、そういうことで承っていたのですけれ

ども、現実に会議録を見ますと、２０年６月２日の

会議録に、諮問事項という報告協議事項があって、

そしてまた諮問事項、その前はなかったのですけれ

ども、ですから、その点の区分けの仕方、それから

委員長がこれで諮問事項を終わりますって締めてい

るのですね、いつも。 

 ですから、基本的な考え方が、委員の中でもなっ

ていないのかなというような感じをいたしまして、

課長とお話をしたら、そういうことにしましたとい

うことだけど、現実にそういう経過があったので、

その点委員長にもお話をしたり、会議録を調製する

方にも十分話をしてやっていただきたいなという気
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がいたします。 

 それから、予算の関係です。 

 私、きのうボランティアのまちづくりの関係でも

お話し申し上げましたけれども、前年度の実態の

あった形で、僕は予算措置をすべきだなという気が

するのです。 

 それで、こんなに３２万３，０００円のうち２１

万５，０００円，委員の欠席だとかそういうことは

ある面では仕方がない部面もあろうかなという気が

するのですけれども、例えば平成１７年、これ予算

が３２万１，０００円です。支出が１２万４，２０

０円、不用額が１９万６，８００円というような数

字、１８年で言えば２９万１，０００円で不用額が

１８万４００円、１９年度は２６万予算減額で１５

万２，０００円、それから２０年度で言わせれば委

員の予算等も含めて、総体で３２万３，０００円の

うち不用額は２１万５，０００円と。不用額は２０

年度は６６．６％、１９年度は７１．９％､１８年

度は７７．１％、１７年度７２．７％と、本当にば

かげた予算をずうっと羅列をしてつくられているの

かなという気がいたします。 

 ですから、旅費は６万５，０００円出すけれど

も、２０年度は使われていない。１９年度は１２万

２，０００円のところ、１万３８０円しか使われて

いない。１８年度は２５万旅費のところ２万８，０

６０円しか使われていない。１７年度も２５万のう

ち５万５，４６０円しか使われていないと。 

 需用費については８，０００円計上しています。

１７年度は４万８，０００円計上してますけれど

も、全部ゼロです。 

 それから、使用料及び賃借料も１万１，０００

円、１万計上しています。これもゼロです。 

 それから、負担金補助及び交付金も１万１，００

０円、２万２，０００円、あるときは４万７，００

０円計上してますけれども、１７年度だけ４万７，

０００円のうちの５，０００円だけ支出していま

す。 

 そうすると、これは前年度の状況を比較しなが

ら、予算積算をしてその査定はぴしっとしていかな

ければならないのではないかなという気がいたしま

す。 

 その点で、今の２０年度の決算と、今申し上げた

私が１７年度から１９年度まで調べた形の数字なの

ですけれども、その実態についてどう判断するか、

見解をお伺いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（田中利幸君） ９番中村有秀君の

御質問にお答えをいたします。 

 まず、運協の旅費、報酬について御説明申し上げ

ますが、実は年間国保の運営委員さんの研修が３回

ございます。そのうち１回が１泊２日の研修になっ

てございます。委員９人全員を出席するほどの旅費

等がございませんので、その３回につきましては、

ぜひ委員さんの見聞を深めていただく、専門性を深

めていただくという観点から、この３回につきまし

ては、ぜひ出席をいただきたいということで、お知

らせをさせていただくところですが、なかなか先ほ

ども言いましたように、お忙しい方々ですので、た

またまこの数年においては、場合によったら３回の

うちお１人が出ていただけると、このような実態が

ございましたので、この旅費につきましては執行を

されていないと。その研修に参加をしていただきま

すと、旅費と報酬が両方支出をされるというになり

ます。まず、毎年これらの３回の研修に一定程度の

委員が参加していただけるようにということで、予

算を組んでいるところであります。 

 また、需用費につきましては、委員会のお茶代等

を計上してございますが、夜の開催ということもご

ざいますので、これらは職員のほうで実際にお茶、

あるいはコーヒーを入れて、購入をしない状況が

あったことから、ゼロというところであります。 

 使用料及び賃借料の１万円につきましては、実は

これは予期せぬ場合、ドクターがここにメンバーで

入ってございますので、緊急にタクシーで出張先か

ら帰っていただくというケースを想定して、この１

万円をタクシーの借上料として計上をしているとこ

ろであります。 

 また、負担金補助及び交付金につきましては、研

修会の折に、資料等の負担金がございますので、こ

れを想定したところであります。ただ、委員御指摘

のように、執行がこの数年平成２０年度で言います

と、支出済み額がゼロという点につきましては、非

常に私どもも恥ずかしい限りであります。時を見て

これらないと判断した場合に、補正予算等で減額の

措置をとるべきだったなということを、今反省をし

ているところであります。 

 ただ、なかなか私どもが期待している分野と、委

員さんの日々忙しい中での状況と、なかなか合致を

しないという点につきましても、ぜひ御理解もいた

だきたいというふうに考えているところでありま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 特に運営協議会の皆さん方

お忙しい方が多い。特にお医者さんの方々のいろい

ろな勤務条件を考えながら、会議録を見ますと、午

後７時から午後９時までということで、開催の実態

があります。そういうことで、大変な形で御協力を
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いただいているということは感謝を申し上げたいの

ですが、現実にこの不用額の実態を見ますと、本当

に特に平成１８年度は６０万６，０００円のうち４

６万７，３４０円が不用額が残って、不用額率が７

７．１％というような実態です。 

 ですから、今後２２年度の予算の編成査定の段階

で、十分これらの実態を踏まえながら、また事務方

で考えている研修会などそういうことを予想して、

予算は組んでいるけれども、こういう実態でなかな

か参加していただけないということであれば、ある

面で委員の皆さん方と協議をしながら、この予算の

減額等を含めてやっていくべきではないかなという

気がいたします。 

 そういう点で、十分２２年度の予算編成の段階で

は考えていただきたいということで、私も調べて

行って非常にびっくりして、この不用額がこんな形

でということで、きのうも議論されましたので、あ

わせて国保の関係で意見を申し上げましたので、こ

の点十分平成２２年度については、対処していただ

きたいと思います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで国民健康保険特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、老人保健特別会計全般の２８７ページから

２９９ページまでの質疑を行います。ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで老人保健特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の３０３ペー

ジから３１５ページまでの質疑を行います。ござい

ませんか。 

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで後期高齢者医療特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、介護保険特別会計全般の３１９ページから

３４７ページまでの質疑を行います。ございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ３３５ページの介護認定審

査会にかかわってお伺いいたします。 

 町においては、介護認定審査会において、介護認

定をする、しない、あるいは介護度も含めた決定が

なされるかというふうに思いますが、この２０年度

においては、介護認定が出されて審査されて、却下

された方、あるいは軽度から重度になった方や、逆

に重度だと思われる方が軽度になっただとか、変更

の度合いというのでしょうか、その点はどのように

なっているのか、お伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の介

護認定審査会の状況についてということでございま

す。 

 まず、認定を受けるには、第１次審査、第２次と

いうことで、第２次においてこの審査会に意見を求

めるという形での決定がなされるわけですけれど

も、その段階において２０年度の傾向としまして

は、御承知のように傾向としてこの制度の仕組み

で、現行よりも少し低く１次判定がなされるという

中において、却下といいますか、ではなくて非該当

というケースも中には、正確な件数は手元にござい

ませんけれども、生じております。 

 また、非介護者の状況に応じて、また希望によっ

て１次判定で低く判定された場合に、この経過措置

というものもございまして、従来どおりのサービス

を受けられたという方もおられたという状況にあり

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ２０年度においては介護認

定の４２４人という形になっているかというふうに

思います。要支援から要介護が大体５割ぐらいの割

合ということで、それ以上については、約４９．５

％という形になっております。 

 そこで、お伺いしたいのは、いわゆるこの介護が

軽度になるということは、要支援あたり等になった

場合の利用制限というのもあるかというふうに思い

ます。また同時に、生活支援援助という形の中で、

あわせてお伺いしたいのは１時間を超える場合の生

活支援の加算というのは現状ではあるのでしょう

か、どうなのでしょうか。 

 それに伴って、上富良野町においては、いろいろ

とケアマネージャーの方やホームヘルパーの方等と

の会議があるかと思いますが、この点も地域で不足

しているサービスや、あるいはもっとこういった部

分がつけ加えられたら、もっと米沢なら米沢が介護

度３として、米沢にこういうサービスがあれば、今

の基準で言えばちょっと不足だけれども、そういっ

たサービスをつけ加えることによって、米沢が安心

して暮らせるというような、会議等において、そう

いう問題提起やら課題提起、あるいは出されている

という傾向ありますか。 
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○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの御質問

でございます。 

 後段のほうの個別のケースに応じたサービスのあ

り方と、そういう課題につきまして、定期的に月何

回かの、必要に応じて関係事業所のこのケア会議と

いうのもございまして、それが主にだれだれさんの

どういうケースというのは、特異なケースといいま

すか、いう場合に限られるかなというふうに思って

ございます。 

 それぞれの事業所においての課題であるとか、

サービスのあり方等の議論を交わすという場におい

て、必要とされる方のサービスの向上に努めるとい

うことで、協議を進めているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩・昌治君） 身体介護等の加

算等についての質問について、担当の介護保険主査

のほうからお答えさせていただきます。 

 介護報酬体系上、身体介護、介助等の報酬につい

ては、３０分以上１時間未満、１時間以上１時間３

０分未満等で、ほぼ３０分単位で介護報酬等が決め

られておりまして、そこの中で必要な介護サービス

を提供しているという状況になってございます。 

 個別の身体介護等については、介護サービスで提

供できる部分というのは、やはり限定的になってご

ざいますので、それ以外のサービスについては、ほ

かの在宅福祉サービスなり、社会福祉協議会さんが

提供している思いやりサービス等の提供が必要かど

うかというのも含めて個別に相談があれば、町ない

し地域包括支援センターのほうで、個別ケースとし

てそれぞれ相談をし、情報提供も行いながら、その

方に合ったサービスを提供している状況でございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 何回も言いますが、例えば

要 

支援になった場合は、移送サービスが受けられなく

なったという状況があるかというふうに思います。

これは実態としてそういう状況はあるのですか、お

伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ただいまの米沢委

員の御質問でございます。 

 御質問の内容としまして、要介護状態であった方

が変更が生じたといいますか、そういった認定の変

更によりますサービスの度合い、それはやはりケー

スによって介護度が低くなるケースというのは、そ

の方の身体状況が改善されたというケースもござい

ますし、今年度先ほど申し上げました判定の仕組み

によって少し低くなるというようなところについて

は、経過措置も講じておりますし、著しくこのサー

ビスの低下を状況が変わらない中において低下にな

らないような形で、そういう仕組みでサービスの提

供を図られております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 要するに移送サービスがな

くなった部分って、できなくなった部分あるので

す。例えば、１割負担が実費になるだとか、そんな

ふうになっているところが、要支援の部分だとか、

軽度になった部分というのは、そういう部分あるの

ですよね。ちょっと調べてみていただければわかる

と思うのですが、そういったところに具体的な負担

の軽減という形で、そういった要望する方がいます

ので、そういったところを町で支えるかなんかしな

ければならない部分だろうというふうに思うもので

すから、その点。 

 あと、生活の援助等についても、加算額がなく

なった部分があります。これは補助制度、あるいは

介護制度の見直しということであります。そういっ

た生活、お話しをしてほしいだとか、洗濯、身の回

りの整備をもっとしてほしいだとか、そういった部

分が実際あるわけで、そういった部分をどのように

この町で支えていくのかという論議をされていると

いう部分もあるのだろうと思うのですが、実態もも

うちょっと含めて、調査してほしいなというふうに

思っています。 

 そういったところが、地域福祉計画の中に、いろ

いろと書かれてますけれども、計画ですからこれか

ら実施計画いろいろ出てくるだろうと思うのです

が、具体的な詰めをする必要があるのだと思うので

すけれども、この点はどうなのでしょうか。 

 確かに、社会福祉協議会が行っている電話でのお

年寄りとの対話だとかというのがありますけれど

も、そういうものも含めて行政がもっと支えなけれ

ばならない部分だとか、絶対あるはずなんですけ

ど、ないということは絶対ないはずなんです。そこ

ら辺をもうちょっと協議する必要があるのではない

かと思いますが、その点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員の御

質問でございます。 

 町におきまして、画一的な制度にとどまらず、や

はり本人が望んでいるサービスの提供に努めると、

その方法としての手法として、社会福祉協議会の

サービス提供に、行政としてもこの対話の中で充実

に努めていくということが、我々として職務である

というふうに感じておりますので、この辺の対応を
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深めていくように努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 また、地域福祉計画、２１年度からスタートして

おりますけれども、この具体的な推進につきまし

て、やはりその核となります社会福祉協議会を初

め、地域の住民の方々との連携の中で、具体的な事

業を実践、項目実践について、行政としてもかかわ

りまして、推進に心がけてまいりたいというふうに

考えております。 

 やはり、当初申し上げましたような、この制度だ

けで及ばないといいますか、そういった陰に隠れて

必要とする方の掘り起こしを、住民との対話の中で

といいますか、そういったことが必要というふうに

考えておりますので、この点努力してまいりたいと

考えております。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 実態は本当に今の福祉協議

会がやっているということで、それで安心したらだ

めなのです。担当の課長もいろいろそうやって横断

的な会議で、状況もよく知っておられると思います

が、福祉協議会はそれは訪問ヘルパーだとか、いろ

いろな部分でやっている部分もありますけれども、

そういった部分以外にも、本当に協議する場をつ

くってほしいと思います。 

 次に、包括的な支援事業ということで、いわゆる

いろいろなケアマネージャー等がかかわって、生活

相談に乗っているというケースがあります。この包

括的な事業の中で、ケアマネージャーがこのセン

ターの中で、各ヘルパーの資質向上も含めた、トー

タルな部門の、個別な支援という形で行われている

と思いますが、この部分における２０年度において

どういうヘルパーに対する支援だとか、出先機関の

ケアマネージャーに対する支援だとか、研修だと

か、そういうのが実際行われているかどうかお伺い

いたします。 

○委員長（長谷川徳行君） 介護保険班主査、答

弁。 

○介護保険班主査（岩・昌治君） ５番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 ケアマネ等の包括的な支援という部分は、地域包

括支援センターが担っておりまして、個別のケー

ス、個人個人でこういった場合はどうなのだろうと

いう相談にも、日々常に乗っておりますけれども、

ケアマネに対する資質向上といいますか、研修は毎

月１回行われる地域包括ケア会議の中でも、必要な

部分は情報提供したりしておりますし、それ以外に

昨年度は３回ケアマネ会議と称しまして、町内のケ

アマネージャーを集めて学習会を開催してございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そこで、いろいろ訪問した

場合の接遇のあり方だとかやられているのだろうと

思います。そういった中で、特徴的な問題提起だと

かあったかどうか、それと同時に、そういう状況の

中で相談件数も非常に多いというような記録も載っ

ております。いろいろな本当にささいなことから、

大きなことまでいろいろあります。 

 そういう意味で、この地域支援センター、包括セ

ンターというのは、やはり地域の要になっていると

思います。 

 今年度からも、そういう意味では若干、日程、臨

時か何か配置した場合もあったかというふうに思い

ますが、そこの資質の向上も含めて、この上富良野

町の介護支援のあり方の質を高める努力と、相談に

乗るような体制づくりという点で重要だと思いま

す。いろいろ介護制度の話だとか、いわゆる保険を

どのように使ったらいいのかだとか、あるいは介護

を受けるためにはどうしたらいいのかだとか、そう

いう話が来ているということなのですが、そういう

ものも含めて、ここの部署というのは、非常に重要

になってきているのだと思います。 

 それで、人員の配置というのは、ただ置いてある

というだけではなくて、しっかりとやっぱり全局を

見渡して、どうするのかという対策という点では、

年次計画も持って進められているかと思いますが、

もう一度そういった個別の大まかな事例があれば、

相談の事例だとか、そういった質の向上のために、

どういうふうに研修も含めてやっているのだろうと

思いますが、問題や課題があると思いますので、そ

の２０年度はどういう問題を、課題を持って取り組

んでいるのかという、そこの点をお伺いいたしま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ５番米沢委員のた

だいまの地域包括支援センターということでござい

ます。 

 御承知のように、この前身は介護保険がスタート

した時点におきまして、名称が前の名称、在宅介護

支援センターという名称でありまして、２年前です

か、地域包括支援センターという名称になってござ

います。これは地域の高齢者を中心とするこの総合

相談支援という、まさに介護保険の、米沢委員お話

のように核、要となる組織といいますか、機関でご

ざいます。 

 そういった中での取り扱いの中に、いろいろな

ケースが生じております。傾向としまして、認知症

が増加する傾向にもございます。核家族化の中で、

そういったお年寄りがふえているのかなということ
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で、最近の中でも深くかかわって、その方に対して

必要な医療等の支援、そして遠くにいる家族に連絡

をとりまして、お年寄りのための処遇の対応を相談

すると、そして救済のための措置をするというケー

スは私も承知しているところでございます。 

 そういった中での将来的に向けましては、やはり

現状におきましても、研修等におきまして最新の情

報をつかむ、そして対処の仕方というものを勉強し

ているところでありますし、また将来的にその役割

を果たしていく上での高齢化率が上昇していく中に

おいて、相談件数も増加するものと思いますし、 

そういった意味での今後の体制というものも描いて

いるところであります。 

 有資格者の配置であるとか、体制の充実のあり方

をこうあるべきだというものを描きながら、今後の

組織づくりにも努力してまいりたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） 米沢義英君、よろしい

ですか。 

 ほかにございませんか。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 今の地域包括センター、同

僚議員の人員配置の件の関連でございます。 

 ここを担当していらっしゃる方が、やめられたと

いうようなことを聞いてまして、その後、公募をさ

れたと思うのですが、その方、そういった人員配置

の充足はできたのでしょうか。ちょっとお尋ねした

いと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（岡崎光良君） ２番村上委員の御

質問にお答え申し上げたいと思います。 

 包括支援センターの臨時職員であったわけですけ

れども、ケアマネの資格も有しております方が、個

人の事情で現在仕事を中断しているといいますか、

子育てに専念しているというような状況でありま

す。 

 募集した結果、応募はなかったということで、現

状においては、その方の臨時的立場でありましたけ

れども、１名減となってかなり状況としてきつい状

況にあることは確かでございますし、この点につい

て今後も人事的な立場での対応、募集というものの

今後町内でそういった方がおられればというふうに

考えているところであります。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 重要なポストですからね。

ここのところ。地域包括支援センター。やっぱり充

足されていないということで、今公募どうなったか

なということでお尋ねしたのですけれども、早急に

またさらにしていただいて、人員やっぱり相談業務

とかいろいろな業務を、ここ一番大切なところでご

ざいますので、早急に人員の配置をよろしくお願い

したいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁は要らないです

か。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで介護保険特別会計の質疑を終了いたします。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３５

１ページから３７１ページまでの質疑を行います。 

２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ３６７ページ、ラベンダー

ハイツ事業費のところでございます。 

 これ２０年度当初予算は、給食業務を委託すると

いうことで２，７００万円計上されましたが、地元

業者育成も兼ねて、地元業者優先ということで、委

託を見合わせた経緯がありますが、今回の決算です

と、これは賄材料費１，２８１万５，８８９円、調

理員が７，３８４万５１９円、これを足すと２，０

２０万４０８円になるわけですが、これは６７９万

９，５９２円、これ節減になったというふうに見て

よろしいのでしょうかどうか。 

 それとまた、地元食材を少しでも多く使ってほし

いという要望もあったかと思うのですけれども、そ

の点につきまして、お尋ねしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 ただいま給食関係で、賃金と賄材料と合わせた部

分のお話がございましたけれども、実はこのほかに

栄養士がここに入っておりません。栄養士を入れる

と、細かい数字は出ませんけれども、総額で２，８

００万円ほどになろうかと思います。 

 食材ですけれども、地元から購入しているのが全

体の約５５％でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） そうすると、栄養士入れる

と１００万ぐらい、当初の予算に２，７００万だっ

たのが１００万ぐらい増というようなことになると

いうことですけれども、それはわかりましたけれど

も、地元食材のほうですけれども、２４．４％ぐら

いだったのですけれども、倍にふえたということで

すか。このように考えさせてもらっていいですか。

これいただいたのは、２０年度２月末の食材購入状
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況というのをいただいてまして、町内業者購入金額

１，２７７万３０円、２４．４％だと。町外業者は

３，９６４万４，６１８円で７５．６％であると、

こういうような資料をちょうだいしておりまして、

その後どのように地元食材をできるだけ多くと申し

上げて今５５．１％だと、こういうことでございま

すけれども、その内訳をちょっとお尋ねしたいので

すが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 ちょっと見ている資料が私もわからなくて申しわ

けないのですが、２０年度の地元の商店から購入し

た金額が８７４万８，０００円でございます。それ

から町外業者から購入したのが７２９万３，０００

円でございます。必ずしも町内業者から買ったと

いっても、それが地元食材とは限らないのですけれ

ども、一応町内業者の仕入れ、町外業者の仕入れと

いうふうに分けますと、そういう状況でございま

す。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それではどのように伸びて

いるのかちょっと知りたいと思っておりますので、

後ほどで結構ですから、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それと、今回見させていただいておりました書類

の中に、中国製品これがありました。とんでもない

ことだと思いながら見せてもらっていたのですけれ

ども、エンドウ、野菜食材、これどういうことで

しょうか。あれだけ中国製品が騒がれまして、今お

聞きしました地元食材、かなり使っているよという

答弁いただいたのですけれども、これにつきまして

答弁いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村上

委員の中国製野菜の仕入れの関係でございます。 

 ハイツといたしまして、輸入冷凍野菜ですか、こ

れの品目といたしましては、サトイモ、カリフラ

ワー、ブロッコリー、キヌサヤ、インゲンの５品目

を仕入れているところでございます。 

 この状況は、私もよくわからなかったもので調べ

させていただいたところ、国内での冷凍野菜生産量

が約１０％で、残りの９０％近くが輸入もので、そ

のほとんどが中国製という状況でございます。年間

を通して安定的に購入できるものということで、中

国製のこの５品目を使っているということでござい

まして、委員が御心配の事項といいますか、主に残

留農薬等の関係になろうかと思いますけれども、こ

のあたりにつきましては、残留農薬検査証明書とい

うようなものをいただいて、非常に細かい全部で５

０項目ぐらいありましょうか、それぞれの項目につ

きまして、残留分があるのかないのかというよう

な、こういう証明をいただきながら、安全性を確認

しながら使っているという状況でございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） それにしましても、中国製

品をわざわざ使わなくても、あと若鶏のむね肉とか

カリフラワーですとか、高野豆腐、エノキダケ、豚

のモモのひき肉とか、食材はほとんど日本のもので

すので、何でキヌサヤのところ、これ余り安くない

のです。４万６０５円ということで、ほかの食材か

ら見ましたら、カリフラワーなど１万８，２３４円

でしたから、高野豆腐だとかいろいろなものを食

材、ほとんど日本食品になっておりますけれども、

これ食事のメニューを工夫されて、無理に中国から

の食材を使わなくても、私はいいと思うのです。 

 だから１０％ぐらいはそういうものがあるのだと

おっしゃっても、ちょっとここ納得できませんね。 

何も中国製の食材を使わなくてもいいと思うのです

よ。その点どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ２番村上

委員の御質問にお答えいたします。 

 委員が御心配されることは、私としても十分理解

でますし、私としても日本製、国内製のものが使用

できるものであれば、そうしたいという思いはあり

ますし、また現場においても、同じような思いを

持っているところでございますけれども、やはり国

内製のものということにこだわりますと、端境期が

ございまして手に入らないと、要するに安定的に入

らないという状況もございますし、また価格的にも

物にもよりますけれども、国内的なものは倍ぐらい

するというようなこともお聞きしている状況です。 

 確かに、献立の工夫等によって、少し使う量を抑

えるとか、そういう部分はこれから検討はしていか

なければならないかなというふうには思いますけれ

ども、全くゼロにするということはちょっと難しい

かなというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 難しいということですけれ

ども、私は極力中国製の食材は使わないようにして

いただきたいと。メニューの工夫をぜひ検討してい

ただきたいと思います。要望です。 

○委員長（長谷川徳行君） 答弁はよろしいです
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か。 

 ほかにございませんか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ラベンダーハイツの入所者

所持金品管理要綱の関係で、先般資料を配付をいた

だきました。ナンバー２９の資料に基づいてお尋ね

を申し上げたいと思います。 

 一応、上富良野町ラベンダーハイツ入居者所持金

品管理要綱ということでいただきまして、この中で

お聞きしますと、平成１８年の４月１日から預金管

理等のサービスを実施をしているということでお聞

きをしまして、それは１人５００円ということで聞

いております。 

 これらの平成２０年度の預金管理サービスの収入

は何件で幾らか教えていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） 資料

ちょっと今すぐ見あたらなくて申しわけないのです

けれども、決算ですからおよそという言い方は大変

申しわけないのですが、年間で３０万２，５００円

ほどでございます。件数でいきますと延べで６００

件ほどになりますか。資料持ってきておりますの

で、後ほど正確な数字は申し上げたいと思います

が、年間にすると３０万ちょっとという状況でござ

います。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 私、こういう要綱でぴしっ

と 

やっているということで、これは当然だろうと思

う。ただ、新聞で時々預金等が管理担当者だった職

員等の横領だとかということなので、できればこう

いうことがどう適切に行われているのかということ

で、この管理要綱を請求をして、読まさしていただ

きました。 

 それで、この中で毎月の収支状況、当然入所者の

名前があって、委任状、そして契約者の名前があり

ます。それで、契約者は当然委任状の中に、例えば

金額は幾ら、通帳の場合幾らだったということに

なってますけれども、というのは入所者は能力的に

判断できる人と、若干やっぱり劣っていく傾向があ

ろうかと思います。そうすると、当然契約者にその

利用状況をお知らせするということになろうかと思

いますけれども、それらはどのような形で契約者に

月々収支を明らかにして送付をしているの。その点

ちょっと確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） その状況

につきまして、進藤次長のほうからお答えさせてい

ただきます。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ次

長。 

○ラベンダーハイツ次長（進藤政裕君） ９番中村

有秀君の御質問についてですけれども、まず現金の

管理は一切行っておりませんで、入所者からの預か

り金というのは、すべて通帳で処理をしておりま

す。 

 それで、その収支につきましては、必ず毎月一度

入所者の御家族、つまり契約者の方に文書でお送り

をして、それで契約者の方に必ず確認をしていただ

いております。 

 また、特に支出する場合は、担当者が必ず所長の

決裁を受けた上で、通帳の払い出しという処理を

行っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 毎月収支状況を契約者に送

付して確認をしていただくということでは理解はで

きたし、それからもう一つは、この中で印鑑の所持

と通帳の保管ということで、それぞれ分けていると

いうことで、僕は適切かなという気がいたします。 

 ただ第１０条の２項の中で、現金払い出しの場合

は、速やかに本人に引き渡すものとするということ

でございますけれども、できれば本人から領収書と

れるものは領収書をとる。それから立会人をだれか

設けて、当然通帳からおろしてくるということにな

ろうかと思います。 

 そうすると、後でもらったもらわないがあるか

ら、僕は書式の中で領収書と、交付した人と立会者

というような形で、そういうシステムを恐らくつ

くっているのではないかと思います。ただ、速やか

に本人に引き渡すということになっているというこ

とでございますので、できるだけ過誤のないような

形をしていきたいということと、特に年寄りはも

らったもらわない、忘れてしまった。うちの父親や

母親のケースもあったものですから、できればそう

いうことも含めて、ぴちっとやっていただきたいと

思います。 

 その点はどうなのでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ９番中村

有秀君の御質問にお答えいたします。 

 委員が御心配しているとおり、確かに受け取っ

た、受け取らないという問題が生じますので、その

あたりにつきましては、必ず受領証をいただいてい

るところでございますし、複数の者が立ち会うとい
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う状況の中で処理をさせていただいているところで

ございます。 

 それから、先ほど正確にお答えできなかった部分

についてでございますが、年間の預金管理料、６１

２件で３０万６，０００円でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） あと、もう一点この関係

で、できればそれぞれ通帳、印鑑等を分けてそれぞ

れ保管をしてると言いますけれども、問題はやっぱ

り総合牽制と監査体制ですね。これはどういうよう

な形で進めておられるのか。確認したいのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ９番中村

有秀君の御質問にお答えいたします。 

 いろいろと不祥事として考えられるのは、１人の

者が全部を扱うという状況の中で、いろいろなとこ

ろで不祥事が発生しているという部分でございます

ので、お互いに総合牽制をするということは当然の

ことでございまして、監督官庁でございます上川支

庁におきましては、年に１回立ち入り監査に入って

まいります。今年は２０日に予定があるのですが、

そのときに真っ先に見られるのがこれらの関係でご

ざいまして、その通帳、印鑑の保管をどういうふう

にしている、そのかぎをだれがどういうふうにし

まっているのかとか。実際の預金を引きおろしたり

するときに、どういう流れで行っているのかと、そ

ういうことを細かく見られているという状況でござ

います。 

 必ず処理をするときに、実務上書類は次長のほう

でつくりますけれども、それを私のほうで確認をし

て、印鑑を預けそして金融機関に持って行くと。 

 それから、一番大きいのがサービス料を口座から

引きおろす場合ですけれども、それにつきまして

は、私が毎日通帳等を信金のほうに実際出向いて、

処理をしてきていると。お互いに牽制をし合ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 今お聞きしますと、適切に

処理をされているということでございます。万が一

のことのないような形でやっていただきたいと思い

ます。 

 もう一点、サービス料５００円ということでござ

いますが、ちなみに参考によその施設の例えば富良

野だとか美瑛だとかというような関係で、それは幾

らぐらいになっているのか。承知してれば教えてい

ただきたいと思いますが。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） 細かく調

べたものはないのですが、例えば美瑛の慈光園 1，

５００円というふうに聞いております。５００円と

いう金額は、恐らく施設としては最小のものでない

かというふうに思っているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） ラベンダーハイツの施設計

画全体についてお伺いしますが、まず防災関係でお

伺いしたいのですが、近年防災の意識というのが高

められてきておりまして、消火設備やそういった関

係の施設の充実というのが、とりわけ重要視になっ

てきております。施設も老朽化するという状況の中

で、近ごろでは施設の整備計画も進められておりま

すが、この点は今後町としてそういった施設の防災

機能の充実という点では、整備する必要があると思

いますが、どうでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 防災設備ということでございますが、実は消防法

が改正されまして、経過措置として２３年度末まで

にスプリンクラーの設置を義務づけられているとこ

ろでございます。 

 今の計画としては、まだ具体的にはなっておりま

せんので、これからどの年次に持ってくるかという

部分の検討に入るわけでございますが、現場を預か

る私といたしましては、やはり入っている方の生命

を守るといいますか、安全を確保するという意味合

いからは、できれば２２年度にスプリンクラーの設

置を行っていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 あと、そのほか施設の充実整備ということに関し

ましては、施設整備基金がございますので、これら

を活用しながら、年次計画をもって必要な整備を

図っていきたいというふうに思っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、近

年通所介護１９年、２０年という形でふえるという

状況になってきております。短期入所においても、

利用数がふえるという形になってきておりますが、

そういう意味で施設の充実やあるいは老人ホームの

増設、それにかかわる多機能型の小規模施設などの
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こういった部分の整備というのは、２０年度決算に

おいて今後想定される居宅介護等の充実も含めた中

で、通所介護等の場所の確保や、利用者の増という

ことが見受けられると思いますが、この点は今後ど

のような体制づくりで、それを進められようとして

いるのか、利用者数の伸びという点では、どのよう

に考えているのかお伺いいたします。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米沢

委員の御質問にお答えいたします。 

 まず、通所サービスでございますけれども、昨年

の利用が１日平均１６．１人ということで、前年に

比べますと、１日平均１．２人ほどふえているとこ

ろでございまして、この部分については、町のほう

からも需要があるので何とか伸ばしてほしいという

要請も受けているところでございまして、施設とし

ては、現行の施設の中でも２０人までは可能という

ふうに思ってございまして、今現在何とか受け入れ

人数の増に向けていろいろな取り組みをスタートさ

せているところでございます。 

 それから、ショートの関係になりますが、ショー

トのほうも昨年が１日平均が８．６人で、前年に比

べますと１．４人の伸びというふうになってござい

ます。これで足りるのかという部分がございますけ

れども、今までの使われ方を見ますと、ときどき苦

しい状況のときもありますけれども、何とか１０人

の中でやっていけているのではないかなと。入所者

の方が入院等になったときに、そのベッドにつきま

しては、３カ月間一応在籍の権利がありまして、使

われないという空ベッドが生じるのですが、それを

正式に手続きをいたしまして、ことしの８月から空

ベッドをショートに活用する正式の承認を得ており

ます。 

 ですから、そういうベッドを活用しながら、時に

は１１人の方が、定数は１０だけれども１１人の方

がショートを利用されているというような状況で、

ある程度突発的な利用にも今お答えできているので

はないかなというふうに思っているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） 暫時休憩いたします。 

再開時間は１１時２０分からといたします。 

─────────────── 

午前１１時０５分 休憩 

午前１１時１９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開し、質疑を続けます。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） スプリンクラー等について

は、もう既に２３年度義務づけられておりますの

で、早急にこれは対処する中身かと思います。 

 大まかな点について次お伺いしたいのは、今回の

このラベンダーハイツの職員の処遇等について、順

次改善も進められてきております。まだ有休、ある

いは休暇等の休み等、あるいは資質の向上で言えば

研修等の充実などというのは、ラベンダーハイツだ

けではありませんので、こういったものはやっぱり

等しく正職員であろうがパートであろうが、行わな

ければなりません。これが行われないということで

あれば、そこに入所している人たちの安全な看護と

いう点でも、不安を呼び起こすものであって、そう

いった方向での実態をちょっと調べてみましたら、

なかなか充実というところまでは来てないけれど

も、改善の兆しはあるけれども、さらに一層充実す

る必要があると思いますが、この点はどうでしょう

か。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ５番米沢

委員の職員の処遇改善等に関する御質問にお答えい

たしたいと思います。 

 委員の言われるとおり、優秀な人材を確保、育て

ることによりまして、それがひいては利用者の方の

ためになるという思いは一緒でございまして、まず

臨時職員さんにつきましては、昨年の９月に大きな

賃金の改定を行ったところでございますけれども、

これで十分になったというふうには思っておりませ

んので、これからも引き続き改善に努めていきたい

というふうに思っております。 

 それから、資格取得等に関しましては、ヘルパー

の方が介護福祉士を受けるとか、そういうときに何

らかの支援をしていきたいというふうに思っており

ますし、それから研修につきましては、正職員、臨

時職員の区別なくできるだけ多くの機会を与えたい

というふうに思っているところでございます。 

 それから、休暇等につきましても、臨時職員につ

いて、正職員と同じというわけにはいきませんけれ

ども、もう少し何らかの形で充実をさせていきたい

なというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） きのうも職員互助会の関係

でお話しを申し上げて、ラベンダーハイツの職員互

助会の関係でお尋ねいたします。 

 町の補助金が７，０４２円の単金で１７万円、町
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の慶弔費３万円ということの配分で収入ができてお

りますけれども、これらの単金の根拠というのが、

慶弔費３万円の根拠等について、総務課長のほうに

お尋ねしたいと思います。 

 資料の１２の後段のほうです。 

○委員長（長谷川徳行君） 互助会の決算のことで

すか。 

○９番（中村有秀君） 互助会の町からの補助。 

○委員長（長谷川徳行君） 互助会の町からの補

助。 

 多分ラベンダーハイツの互助会の決算だと思いま

すから、ラベンダーハイツの所長のほうから。 

○９番（中村有秀君） 町の補助金だから、査定を

したところでどうなのかということを、本当は聞き

たいの。きのうは単金９，０００円であれしていっ

たということだけども、１００万円が６７万円に

なった、今度は７，０４２円が単金になっているの

だから、その経過を所長わかる。あんたは配分され

たものと受けている。 

○委員長（長谷川徳行君） １人７，０００円のこ

とですか。 

○９番（中村有秀君） そうそう。７，０００円と

慶弔費がプラス３万円ということで、どういう根拠

でなっているかということです。 

○委員長（長谷川徳行君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（服部久和君） ９番中村有秀君の御質

問にお答えいたします。 

 ちょっと、今、私この数字について、認識が

ちょっと不足しておりますので、後ほどお答えさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） 慶弔費に

関する部分でございますけれども、町長交際費のほ

うで町民の方がお亡くなりになったときに、町長が

お参りに行って、香典を出すという部分が廃止に

なったわけですけれども、ハイツの入所者の方に関

しましては、亡くなられたときに、お参りに行って

いるわけでございます。その部分を町として３，０

００円持参しておりまして、それが年間１０件ほど

あるのではないかということで、３万円という形で

計上しているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） 先ほどのあれで副町長

答弁あるそうです。 

○副町長（田浦孝道君） 済みません。私のほうか

ら少し経過も含めて、若干町の考え方を述べさせて

いただきたいと思いますけれども、以前、今、委員

がおっしゃるように、町の互助会については、いろ

いろと職場のいろいろな諸事情から、互助会につい

ては、三つの互助会が構成されているわけでありま

して、それで町からの助成策については、福利厚生

の性格上から言ったら、一般会計が９，０００円で

ございますので、病院あるいはラベンダーハイツも

同額を助成するのが望ましいなということで、今資

料を改めて見ていたところであります。 

 過去にはそういう経過もございましたけれども、

今ちょっと現状も私も十分認識ができてませんでし

たので、少なくてもそういう考慮すべき事情がある

のかないのかも含めまして、２２年度の予算に向け

て、少しこの辺のあり方について、十分内部での協

議、精査をしたいというふうに考えてございますの

で、この機会でございますので、そういうご意見と

して承らせていただきたいというふうに思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） まず一つは、所長の答弁の

プラス慶弔費３万円、これ慶でないですね。弔意費

でしょう。慶弔費だけども慶はないでしょう。弔意

費、意味わからない。 

 基本的に弔慰金の香典を３，０００円で１０人分

と、現実それでは３万円、何人になったかわからな

いけれども、最終的に今度は繰越金になってくる可

能性、もしくは全体の事業費で支出をされている関

係が出てくるわけでしょう。 

 そうすると、これは別な形で処理をしたほうが僕

は、適切でないかなという気がするのです。どう

でょう、その点。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ９番中村

有秀君の御質問にお答えいたします。 

 確かに１０人分ということで、計上はしてござい

ますけれども、実際には１０人とならない場合も多

いわけでございまして、今、中村有秀君のほうから

御指摘を受けたことに関しましては、どのような形

で処理をするのが一番ふさわしいのか、適切なのか

ということを、十分検討させていただきたいという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 本来的に別な名目だろうと

思いますので、それはそういう形で処理をしていた

だきたいと思います。 

 それから、今、きのう町の互助会は９，０００円

でやっているということで、最終的に１３９人か１

３５人ぐらいで６０万割ってみますと４，９６２

円、当初の予算で１００万を１３９人ぐらいで割れ

ば、７，１９４円ぐらいになるのです。だから大体
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似たような単金であれなのかなということでは、僕

は理解はしたいのだけれども、基本的にやはりそう

いうことで、２２年度ある面で検討していきたいと

いうことでございますので、僕はゼロにすべきだと

いうことでもないし、職員の福利厚生のためには、

ある面で必要な経費だということで考えております

ので、きのう、きょうの質疑を踏まえて、また２２

年度は検討していただきたいと思います。 

 終わります。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 弔意の関係で関連でお尋ねをし

たいのでありますけれども、今ラベンダー所長の答

弁の中で弔意の場合、そこの施設に入居されている

方が入られていた方がお亡くなりになったときに、

町長の香典として３，０００円包むのだと、こうい

う話でありますけれども、特別会計と給与会計違い

ますけれども、病院も町の施設ですが、その場合に

病院に入って亡くなられた方も町長、これ香典包ん

で行かれるの。これ規程にあるの。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） ラベン

ダーハイツにおきまして、入所者の方は、ここは生

活の場でございますから、非常に長く利用されてい

るわけでございます。そういった意味合いから、ラ

ベンダーハイツがその方の家でございますので、そ

こでお亡くなりになったということに対して、持っ

て行っているわけでございます。 

 それから、病院の立場でしゃべるというようなこ

とにはなりませんけれども、片方は治療の場でござ

いますから、比較的短いという状況から、私のいた

ときには、病院でお亡くなりになった方には持って

は行っていないところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） ラベンダーハイツに入所して長

くなるから、長くなって亡くなるとか、短くなって

亡くなるとかって、そんなの関係ないんだよ。必ず

長くおられる方って決まっている。入所されたら必

ず長くなるの。そうではないでしょう。その基準は

どこにあるの、それ。 

○委員長（長谷川徳行君） ラベンダーハイツ所

長、答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大場富蔵君） きょうこ

こには持ってきてませんけれども、一応要綱で定め

てございます。どういう場合に持って行くのだとい

う部分を定めているところでございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） ラベンダーハイツに入所された

ら、住所は必ずそこに移しているのでしょう。病院

の場合は移してないけれどもね。でも長くいる人た

くさんいるんだよ。長い短いで判断するというのは

おかしいのでないかな。ただ住所を移しているから

という関係だけなの。あとでいいわ。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私のほうから少し述べさ

せていただきたいと思います。 

 今、所長のほうから言いましたように、ハイツに

ついては、いろいろなケースがございますけれど

も、ある意味ではそこが生涯送る生活の場という、

そういう概念が強いわけでありまして、過去に町の

全体の慶弔のあり方についてどうあるべきかという

中で、ハイツの議論もさせていただきましたけれど

も、今申し上げましたような観点から、ひとつ切り

分けましょうという形で判断した経過がございます

ので、またハイツにつきましても、互助会というか

施設として慶弔のあり方について、今申し上げまし

たように、基準を設けて入所者の方については、そ

れぞれ押しなべてお悔やみのケースについては、そ

ういう弔意をあらわそうという形にしていること

を、ひとつ御理解いただきたいなというふうに思い

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） ４番谷忠君。 

○４番（谷忠君） 質問する気なかったのだけれど

も、私はラベンダーハイツに入所されている方に弔

意をあらわすなと言っているのでないのです。行政

の施設に住所を移して入られるのだと、そういうこ

とが基準になるのだったら、町営住宅に入る方も同

じことになるのです、理屈は。違うの。施設に入っ

たから、特別な扱いをするということではないのだ

と、私は思うのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 副町長、答弁。 

○副町長（田浦孝道君） 私どもの概念は、今、委

員がおっしゃるように、町営住宅のケースも、今申

し上げられるように住所を構えたとしたら同じよう

なケースではないかというのは、理解はできますけ

れども、ハイツについてはそこでスタッフについて

はそれぞれ手間がえしますけれども、入所者の方に

ついては、少なくてもそこで四六時中生活をする場

と、施設についてはそういう方にお世話をする場と

いうことで、ある意味では家庭での生活と同じよう

なケースという概念で、そういう切り分けた経過が

ございますので、その点はひとつ御理解もいただき

たいなというふうに思っています。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れでラベンダーハイツ事業特別会計の質疑を終了い
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たします。 

 説明員が交代しますので、少々お待ちください。 

 次に、簡易水道事業特別会計全般の３７５ページ

から３８７ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで簡易水道事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３９１ペー

ジから４０７ページまでの質疑を行います。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 公共下水道、平均利用トン

数は上水道と同じ８トンの設定になっているかと思

いますが、こういう場合は、例えば老人世帯等々が

あるかと思いますが、そういう場合の他の自治体で

は、この料金の設定等については、上富良野は特に

特例というか、そういったものに対する料金の設定

はありませんけれども、他の自治体においては一部

そういう方たちに対する料金の設定というのはされ

ていると思いますが、その実態等は御存じでしょう

か。わかる範囲でよろしいです。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えさいたします。 

 恥ずかしながら、その実態を掌握してございませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 他の自治体では、減免条項

をつくっている場合もあります。今後こういう者も

含めた中で。こういう下水道料金のあり方、これは

当然上水道にも関係する話でありますが、この点改

善の余地があるというふうに考えますが、この点ど

うでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 米沢委員の減免の

関係の御質問にお答えいたします。 

 下水道並びに特別会計で行われている事業、それ

から上水の企業会計につきましても、原則受益者負

担というもとで制度がつくられてございます。 

 ただ、いろいろな施策の中で、生活弱者、困窮者

に対する、いろいろな配慮する制度をお持ちの市町

村もあるかと思います。その辺下水道につきまして

も、水道につきましても、料金の見直し時期という

のが周期的にとっておりまして、その時点で時勢の

流れによっていろいろな取り組みをされている、市

町村があるかと思います。そこら辺の情報を収集し

て、研究を進めたいとは思っております。 

 ただ、減免措置がどのような手法でとられるか、

また財源の手当が当座に当然に一般会計からの助成

をいただくという、繰り出しをいただくという裏財

源が必要になります。その辺調査しながら、研究を

進めたいとは思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ３９２ページ。使用料のと

ころでございますけれども、使用料の収入が１立方

に対して１５７．１円だと、それで汚水処理費が２

９６．８円だと経費が上回っているわけなのですけ

れども、これが汚水料の処理費が使用料で賄われる

ようになれば、健全の経営ができると思うわけです

けれども、水洗化率が８５．１％現在なのですけれ

ども、ここが進めばまた幾分違ってくるのではない

かと思いますけれども、この水洗化率を高めること

にどのように考えておられるのか、お尋ねしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ２番村上委員の御

質問にお答えいたします。 

 先ほどの質問にもお答えいたしましたけれども、

特別会計とか、企業会計につきましては、当然独立

して採算を持ちながら、経営するわけでございま

す。この基幹をなします下水道の場合は、料金が水

洗化された施設の方からちょうだいするという仕組

みになってございます。 

 この下水道率、委員おっしゃられているように、

２０年度末で８５．１％となっております。１９年

度末では８４．１％、率で言えば１％ふえておりま

すけれども、これ主に住宅の新築に伴いまして、水

洗化が進んでいるのかなという考え方を持っており

ます。 

 ちなみに、平成１８年度は下水道の経過区域内で

２４戸、平成１９年度で２４戸、平成２０年度では

２７戸という新築がございます。このほかに住宅改

造などで取り組んでおられる方がいるかと思います

けれども、２０年度で水洗化に対する補助金の申請

は１件しかございませんでした。これ水洗化改造の

補助ですけれども、そのほかに独自に補助をもらわ

ないでやっておられる方も、もしかしたらおられる

かもしれませんけれども、これは除々に増えていく

傾向はありますけれども、古い住宅がまだまだ残っ

ておりまして、その接続して水洗化をするという動

きがなかなか進まないと。 

 ただ、時間がたてばこれは確実にふえていくとは

思います。ただ、水洗化率がふえると同時に、人口
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減も一方で進んでおりまして、これは水洗化率がふ

えるのと人口が減るのとこれいたちごっこで、今後

ますます下水道事業の収入ベースというのはなかな

か苦しいのかなと思っております。 

 ただ、助成制度もございますので、積極的に周知

して、水洗化率の向上に努めてまいりたいとは思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 新築が少ないですとか、水

道料の費用も節水になってきている状態もあるかと

は思うのですけれども、この補助が申請が１件ぐら

いだったということなのですけれども、今後につい

て、この水洗化を公住あたりでまだ水洗化になって

いないというようなところもあるかと思いますけれ

ども、これらの経過については、なかなか１５％と

いう、あと８５．１％まで進んできたわけですけれ

ども、後の残っている部分、これから進めていくと

すると大変難しいものもあるのかなとは思うのです

けれども、今後につきまして、そういう公住の水洗

化なども含めまして、どのように考えてらっしゃる

か、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） 平成に入ってか

ら、新しくつくった施設につきましては、水洗化を

進めた公住を整備してございますけれども、昭和年

代につくられた古い公営住宅、例えば泉町とか西町

など、古い住宅がまだ残ってございます。 

 ただ、今回富町が来年度で計画が終わりますけれ

ども、このように計画的に公住の建てかえを進めて

いく中で、その時点に合わせて水洗化を進めていく

という計画になっております。 

 住んでいる方にとれば、例えば古い公営住宅水洗

化してもらいたいという意向もあります。さきに議

員各位のほうからも、水洗化を進めるべきだという

ご意見はいただいておりますけれども、現在古い住

宅に水洗化をするとなると、かなり建物自体の改修

を伴います。その改修をした公営住宅を近い将来に

また建てかえるということについては、行政として

の効率、また下水道のほうでも管渠を新しく入れな

ければならないという、二重の不効率な部分が生じ

る可能性がありまして、これは建てかえ時期に合わ

せて、計画的な水洗化を進めるという計画で進んで

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） いわゆる高額の滞納者がお

られるかと思いますけれども、これは一般の方なの

か、あるいは営業なさっている方なのか、この点お

伺いしたいというふうに思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 下水道事業も含めて、今下水道のほうですので、

下水道の話しをいたしますと、生活困窮とかうっか

りということで始まった滞納が、積もり積もって高

額になっている個人の方もありますし、営業に伴い

まして、その大量の使用、それに伴う収入が得られ

ないという営業の方もあります。そこら辺の詳細の

数字は、担当のほうからお答えしたいと思いますけ

れども、この滞納につきましては、できるだけ滞納

の始まり時点で、積み重ならない、雪だるま方式に

ならないようにということで、できるだけ早いうち

から手当するようにしておりますけれども、積もり

積もった方も現在なお多くいるというのが現実でご

ざいます。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 下水道料金にか

かわる未収金の関係でございます。今９月末現在で

約１２０名程度の未収金の人数がいるところでござ

います。 

 内訳といたしましては、サラリーマンといいます

か、会社勤めの方が約４０％ぐらいの率なのでござ

います。下水道の関係の高額につきましては、イ

コール水道の滞納もある方が多いのですけれども、

下水道を接続なさっていないというような状況もご

ざいまして、下水道のほうについて言えば、高額の

滞納はまだ上水に比較をすると少ないのかなという

ふうに思っているところでございます。 

 あと、商業の関係も中にはおりますけれども、率

的には１４％ぐらいの人数ということで、お答えさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） それで、下水道の計画区域

内における、いわゆる普及率の向上という点で努め

る必要があるかというふうに思いますが、まだ下水

道の計画区域内において、普及いわゆる施設を設備

されていない方もいると思います。当然その部分が

この普及率の低下というようになっているはずです

から、ここら辺についての対策といのは相手もあり

ます。お金があるかないかという問題もあるとは思

いますが、この点は今後の対応としては、どういう

対応をされようとしているのか、お伺いいたしま

す。 
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○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 下水道の区域につきましては、それぞれ管渠を設

置してございます。その中でまだ農地とか大面積が

用途が定まらないと、例えば住居専用地域にありな

がら、ほかの用途に使われているというような部分

については、現在下水道施設を延長してない部分も

ございます。 

 これが、将来人口が伸びていくというような、町

の動きがあれば、先行して積極的に住宅を居住者を

都市計画に基づいて、誘導するという方法もござい

ますけれども、現在の流れの中では、人口減少率の

少ない町とは言いながら、わずかずつ減っていく方

向にあります。 

 また、直近で言えば、今後の自衛隊のあり方な

ど、それからきのうからの話題にも上っておりま

す、働く場所が少なくなっていくというような動き

の中で、なかなか積極的な先行投資して、下水道環

境を整える、または公設枡の数をふやして、住宅建

設を誘導するという時点にはないのかなということ

で考えております。 

 ただ、住宅建設の意向があれば、直ちに水洗化す

る環境を整えるという経営方針でおりますので、ご

不自由をおかけするようなことにはならないかな

と。 

 また、積極的に下水道を利用いただく水洗化を進

めるという状況にもなかなかございません。委員

おっしゃられるとおり、家庭の事情もございますで

しょうし、古い住宅になおお住まいを続けられる意

向の方もございます。できるだけそういう方につい

ては、補助金の利用などを周知、広報しながら、で

きるだけの水洗化率の向上に努めてまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで公共下水道事業特別会計の質疑を終了いたしま

す。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算認定について

の質疑を終了いたします。 

 続いて、平成２０年度上富良野町企業会計決算認

定についての質疑に入ります。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

  それでは、ちょっと早いですけれども、昼食休憩

に入りたいと思います。 

 再開を午後１時からといたします。 

─────────────── 

午前１１時５８分 休憩 

午後 ０時５９分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 昼食休憩前に引き続

き、委員会を再開いたします。 

 平成２０年度上富良野町企業会計決算認定につい

ての質疑に入ります。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 決算報告書の１６ページと

１０ページの関連がありますけれども、１６ページ

のその他の特別損失８２万５，１４３円という関係

で、これは不納欠損処分のみの金額かどうか等、

ちょっと確認をしたいのですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ９番中村有秀君

の御質問にお答えいたします。 

 その他特別損失８２万５，１４３円は、すべて不

納欠損処分の金額でございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） それでは、過去の関係等含

めて、この掲載のあり方がどうなのかということ

を、ちょっと疑問を感じたのですけれども、例えば

固定資産の売却損だとか、それらの関係がある時期

があったり、それから導水設備及び貯蔵量水器除却

損、それから固定資産税除却損というようなことで

あるのですけれども、現実に水道事業会計で不納欠

損処分という金額は、例えば一昨年はありました

か。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） その他特別損失

の中で２０年度の決算は８０万５，１４３円でござ

いました。過去の決算につきましては、固定資産を

償却したときの除却できなかった部分、除却損とい

うものでございますけれども、これを特別損失のほ

うに計上していたところでございますが、平成１９

年度決算から固定資産除却費ということで、１５

ページの上のほうのその他特別損失の枠の四つ上ぐ

らいに６番資産減耗費という科目を昨年、もしくは

一昨年度から新たに作成いたしまして、平成２０年

度決算につきましては、固定資産償却費ということ

で４１６万９，００２円を計上しているところでご

ざいます。過去は、売って売れなかった部分とか、

除却できなかった部分を特別損失のほうに計上して

おりましたので、この部分も特別損失のほうに入っ
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ておりましたけれども、一昨年から不納欠損の部分

と固定資産の除却に関する部分を分けまして、決算

として計上しているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 不納欠損処分が過去もずっ

とあったということですか。ちょっと確認したいの

ですけれども。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 過去もありまし

た。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 水道事業特別会計のをずっ

と見ますと、固定資産売却損とその他の特別損失と

いう２段に分かれていて、その中で特別損失のとこ

ろがずっとあって、平成２０年度の決算で初めて不

納欠損処分ということできちっと出ていて、その前

のやつは全然出ていないのですよ。不納欠損処分と

いう名称での損失。言うなれば、その他の特別損失

というような形で我々委員が見て、これが不納欠損

なのか、例えば固定資産除却損なのか、言うなれば

１７年、１８年の決算報告書を見ると、固定資産除

却損ほかとなっているのですね。 

 ですから、こういう書き方であれば、言うなれば

不納欠損の金額を何かカモフラージュしたような、

我々としては明確に目に見えてこないという感じが

したので、極端に言えば、平成２０年度で初めて８

２万５，１４３円がなったのかなということで、過

去１５年からずっと調べてみたら、それがもう全然

出ていないものだから、もしあるとするならば適切

を欠いたような今までの決算報告だし、我々もその

点を指摘できなかったという点では、ちょっと我々

としても残念だったなという気がするのです。 

 それで、もしきょうすぐではございませんけれど

も、できれば不納欠損の金額、その他特別損失とい

う項目だけでなくて除却と不納欠損と分けた形で、

後ほどまた聞きに行きたいと思います。今後ももし

そういうことがあれば、そういうことではっきり分

けた形で決算報告書をつくっていただきたいと思う

ものですが、いかがでしょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） 委員おっしゃる

とおりでございます。過去の部分、決算書を見ても

不納欠損処分の金額がはっきりわからないという部

分がございました。固定資産の部分と不納欠損の部

分が、本当はやっぱり決算書を見れば、ちゃんとわ

かるようにしなければならないところであったとい

うふうに強く思っております。今後はこのような形

でわかるようにもしていきたいと考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと存じます。 

○９番（中村有秀君） はい、わかりました。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 水道関係全般でお伺いいた

しますが、今後いろいろな人口減によって、給水戸

数も１９年度から見て５０戸ばかり減るという状況

になっています。向こう今後１０年間、どのような

変化をたどるのか、推測されているのか、ちょっと

お伺いしたいというふうに思います。 

 また、同時に１人当たりの平均トン数は、お年寄

りも含めて８トンという設定になっておりますが、

老人世帯あるいは単身世帯ですね。平均すると大体

どのぐらい使用されているのか、この点、調べた経

過があるのかどうなのか、お伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（長谷川徳行君） 上下水道班主幹、答

弁。 

○上下水道班主幹（北越克彦君） ５番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 給水人口の関係につきましては、今後、町の人口

が減っていくということも考えられます。今後１０

年間というようなお話がございましたけれども、町

の総合計画におきまして、今後１０年間の将来目標

人口というものが設定されてございますので、その

数字が基本となるベースではないかというふうに考

えております。 

 あと、１世帯当たりの８トンというような数字、

先ほどの下水道のときにも似たような御質問があっ

たかと思いますけれども、年間の有収水量８５万

３，３７６立方を給水人口の１万３１０人で割りま

すと、１人当たり８２立方平方メートルぐらいの平

均になります。これを１２月で割りますと８立方程

度ということに、町全体でなろうかと思います。 

 このことから、お年寄りとかいろいろな世帯構成

かあろうかとも思いますけれども、単純に割り返し

ただけの計算でいきますと、町民１人につき８立方

程度かなというふうに考えているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そうしますと、給水戸数が

減るということで、恐らく料金収入にも影響が出る

という形になっております。町では今後、この料金

の改定等を含めた、そういったものの時期という

か、そういうようなめどといいますか、そういった
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ところは大体どのぐらいを計画、今しているのか。

当然、給水戸数が減るということであれば、当然、

あるいは施設の老朽化やそういった部分にかかわる

経費等がふえ、逆に収入が減るということでありま

すから、何らかの改定も含めたことが当然生まれて

くるのだろうと思います。その部分も含めて、お伺

いしておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ５番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 料金によって必要経費を賄っている事業会計であ

りまして、当然に人口が上限すると、それに伴って

収入が減る可能性があります。それを埋め合わせる

ためには、料金の見直しも一定の時期に考えなけれ

ばならないとは思っておりますけれども、現在の最

近の経済状況、また皆さんの所得状況をも考えます

と、早々の時期に料金を見直すタイミングではない

ということで考えております。 

 同時に、経費は施設の更新に経常的に必要になっ

ておりますけれども、何とか当面の間については、

料金の見直しは差し控えたいと考えてございます。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 水道料の未収金の関係なの

ですが、監査委員が提出されました決算の審査意見

書の関係の１７ページですね。参考資料ということ

で、平成７年から平成２０年までの未収金の内訳が

出ております。我々、未収金についてはできるだけ

分納等も含めて、それぞれの家庭のいろいろな事情

もあるから、そういう体制も含めてやってはどうか

ということで、決算特別委員会や予算特別委員会

等、いろいろ言ってまいりました。 

 これを見ますと、平成７年から平成１５年は、同

じ件数の同じ金額が未収ということで残っておりま

す。それから、平成１６年からは若干減じておりま

す。 

 私、そういう水道料金を納付されない方は、いろ

いろなところでもあるようには聞いておりますけれ

ども、基本的にやはり分納ということでやっていか

なければならないのではないかと。例えばこのペー

ジの表ページの１６ページに、町立病院のやつが

載っております。 

 そうすると、平成１６年から２０年の中で、特に

１６年それから１８年は、件数は同じだけれども、

金額が減っているのですね。病院の関係で聞こうと

思ってはおりますけれども、恐らく分納された金額

でないかと思います。 

 したがって、それぞれ未納の対策ということで、

それぞれの事業会計、一般会計ともありますけれど

も、これらについては分納の措置は、取り扱いはし

ていなかったということだと思いますけれども、そ

れらと今はどうなっているかということをあわせて

お願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（北向一博君） ９番中村有秀君の

御質問にお答えいたします。 

 古くは平成７年度からの滞納が継続しているとい

う実態にありますけれども、これは７年のものが１

件というわけでなくて、７年に滞納しているものが

８年にも９年にも１０年にも継続しているという形

になっています。 

 それで、現時点で取り組んでいるのは、新たに新

年度で同じものが滞納発生しないということで、新

規発生を抑えている状況にありまして、余裕が出て

きたら古いところを整理していただくという、後ろ

のほうに発生しないように、お金があれば新規のほ

うで納めてもらう。 

 ただ、納入意識は持っている方は残してありま

す。当然、分納という形で取り組んではいただいて

いるのですけれども、なかなか思うようにいかない

ということで、納入意識が残っている方がここに掲

載されております。 

 そして、完全に無財産とか納入能力がないもの、

それから住居を移して追跡できないものについては

不納欠損として処理しておりますけれども、納入の

可能性のあるものについては、古いものまで現在管

理しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで水道事業会計の質疑を終了いたします。 

 次に、病院事業会計全般の質疑を行います。 

 ございませんか。 

 ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 老人保健施設が、この年度

においては転換されることになりました。 

 それで、職員等における処遇なのですが、大体介

護補助員さん、助手の方という形で設置されており

ますが、老人保健施設になったわけですから、それ

なりの対応、処遇というのが必要かというふうに思

います。一般的には正規の職員という形で採用して

いるところもあります。上富良野町の場合は、従前

に引き続き介護の補助員程度の扱いになっているか

というふうに思います。この点で、そういった改善

の見直しというのは、２０年度においても想定され
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ていなかったのか、あるいは今後についても対応に

ついてどうなのかという点について、お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 委員おっしゃるとおり、１２月に転換して、まだ

日が間もないわけですが、そういう中で病院の併設

型ということで運営を開始したということで、現行

の職員の体制の中で、一定程度、病院と施設の運営

に移行するようような形で体制を組んだという経過

にあります。 

 そういった中で、おっしゃるとおり、臨時職員の

方の看護職員をもって、そういう看護体制のフォ

ローをしていただきながら、そういう組み合わせの

中で体制を整えてきたという経過にありますので、

今後これら職員の看護師、あるいはそういう職員の

配置については、これがすべてベストだというふう

には思っておりませんので、今後の体制、今、定数

５０人の中で職員の配置等も計画的にやっておりま

すので、それら今後の課題として改善についての検

討を加えていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） これは普通のことだと思う

のですね。やはり現場を見ていますと、実態という

のは本当にひどいとは言いませんけれども、それに

見合った処遇といったのでは一向に改善されていな

い部分あります。賃金表で見ましたら、若干２０年

働いて、ようやっと百五、六十万になるかどうかと

いうところで、仮にそこに手当が入ったとしても、

ようやっと一般的な介護職の言われている２００万

円に、あるいは２００万円ちょっとに手が届くかど

うかというところです。その基礎になっているの

は、いわゆる一番低い級号棒かな、それが設定され

ているものですから、恐らく若い方が働いてやめて

いった方もおられます。その人の話では、もうここ

の現状では生活はできないということで、安かろ

う、単なる補助的な仕事で運営をするというだけの

介護職のあり方というのは問われなければならな

い、問題だと思いますので、これは普通考えても、

やっぱり改善する余地あると思いますが、もう一度

確認しておきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 おっしゃるとおり、昨年に町全体の施設の関係

で、ラベンダーハイツも含めてですが、そういう臨

時職員の給与表については資格がある、あるいは資

格に応じた段階で見直した経過にあります。それが

現実的に病院の実態に合うのかと言いますと、必ず

しもそうではないのかなというふうな認識もしてお

りますので、先ほどもちょっとお話させていただき

ましたけれども、職員体制のありようを、きちっと

構築していかなければならないというふうに課題と

してとらえておりますので、そのような認識でいる

ということで御理解いただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ５番米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） そういうものを含めて、研

修のあり方も、先ほどの特別養護老人ホームラベン

ダーハイツでも申し上げましたけれども、やっぱり

普通の職員と同等に質を高めるという点でも今後、

改善する部分がたくさん見受けられると思いますの

で、この点、今後の対応等について、お伺いいたし

ます。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ５番米沢委員の

御質問にお答えしたいと思います。 

 病院におきましては、正職員以外で働いているス

タッフ、委託だとかいろいろなものを含めて、非常

の多くの人数がいるわけですが、研修については当

然、現場の要するに看護体制の充実ですとか、資質

の向上にとっては非常に大切なことでありますの

で、現行のいろいろ院内での研修等につきまして

は、そういう垣根、隔てを設けることなく皆さん

が、職員全員がそういう研修に臨めるような体制で

研修についても実施しておりますので、それらの点

につきましては引き続き、そういうような視点で職

員の資質の向上に努めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 決算審査意見書のところで

病院の未収金ですけれども、２０年度が１３１件と

いうことで３８５万７，０００円。１９年度が１２

件ですので、それと比べますと１１９件ふえている

という現状があります。 

 それで、課の意見としましては、時間外は医療費

計算できないので、時間内に速やかに患者の医療費

を連絡して請求したいということでございますけれ

ども、そこのところが一番問題だと思うのですよ

ね。退院してしまってから金額が幾ら幾らだったと

いって請求しましても、なかなかそれが未収につな
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がる面も多いのではないかと思うのですけれども、

ここのところの業務の改善というのが余りなされて

いないように思うのですけれども、その点いかがで

しょうか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ２番村上委員の

御質問にお答えいたします。 

 決算資料の中、意見書のほうの１６ページ見てい

ただきますと、２１年３月末現在で１３１件３８５

万７，０００円というふうに記載されておりまし

て、委員のおっしゃるとおりでございます。 

 その後、２１年６月末には、この未収金が７件の

６万７，０００円になっております。今現在、２０

年度の未収金につきましては、６人で５万３，００

０円です。 

 今、システムの御指摘がございましたけれども、

うちの病院そのもののシステムに、例えば時間外と

かに計算をするコストと、それから今の現実の未収

金の実態から見ると、かなりスムーズな未収の解消

といいましょうか、体制ができているのではないか

ということで、事務当局のほうでは認識していると

ころでございます。 

 御指摘のとおり、退院の場合、計算を１名でやっ

ておりますので若干時間がかかって、先生のほうの

退院してもよろしいという指示の後、例えばほかの

病院でしたらば、ご飯を食べて３時間とかという余

裕を持たされますけれども、うちの病院の場合、先

生が退院していいというと、即退院していくという

パターンございますので、そこに時間的なロスがあ

るのではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） ２１年度に入ってからは、

そのようにやっているということですけれども、今

は２０年度の決算をやっておりまして、私３年前で

すか、虚血性大腸炎で入院いたしまして、町立病院

にお世話になったのですけれども、そのときに医者

から退院の指示が出まして、私は退院のときに窓口

で精算してから出たいと。それで、いろいろ計算を

して支払ってから出たいと言いましたら、なかなか

カルテが上がってこないとか、それから医師の指示

は出たのですけれども、まだ計算ができませんとか

と言われて、前の日から私はお願いして、お金を

払ってから出たいからということで７万６，０００

円ぐらいだったですかね。そういうことで、もう本

当に遅いのですわ。 

 今、次長のお話聞いたら、システムがあれしたの

でということですけれども、退院してからでは本当

に金額払ってくださいと言っても、なかなかこれが

私は未収につながるもとだと思って、ここを改善し

ていただければ、もうかなり未収がなくなると思い

ますので、その点ちょっとよろしくお願いしたいと

思いますね。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ２番村上委員の

ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 

 おっしゃるとおり、毎時の計算とか内部には委託

の先と連携を密にしながら、また一生懸命働いてい

ただいている部分も、私ども同じ場所にいて十分承

知しておりますが、今そういう入退院の流れの中で

どうしても数ある中で、非常に部分的にそういうよ

うなお手を煩わすような部分があったのかと思いま

すが、そこら辺、また十分そういう部分をスムーズ

に行くようなことで、そういう努力を払っていきた

いと思いますので、どうかよろしくお願いしたいと

思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 町立病院の職員親睦会の関

係でお尋ねしたいと思います。 

 要求した資料のナンバー１２の関係の病院関係の 

２ページです。 

 職員親睦会に補助金として４１万４，０００円、

病院会計よりということになっております。それ

で、４１万４，０００円は、職員何人分なのかとい

うことと、病院会計のどこで支出をされているのか

ということで、お尋ねしたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ９番中村有秀君

のただいまの御質問にお答えします。 

 資料のほうの中の４１万４，０００円につきまし

ては４６名分でございます。 

 それと、あと支出科目につきましては、病院事業

費用の医業費用の中の経費ということで、こちらの

ほうで職員互助会という名目で予算を計上しており

ます。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） よろしいですか。 

 ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） ４６名分ということは、

９，０００円掛ける４６ということで理解していい

ですね。そうですね。 

 それで、病院会計よりということでございますけ

れども、支出のところで互助会というのがあります
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か。厚生福利の中に包含されているのかなという感

じは、ちょっとしているのです。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ９番中村有秀君

の御質問にお答えします。 

 節を飛ばしまして大変恐縮です。厚生福利費の中

で項目として職員互助会という当初予算の中では、

さらに細目を設けた中で経費を計上しております。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ９番中村有秀君。 

○９番（中村有秀君） 一つは、先ほどラベンダー

ハイツの関係では７，０４２円ということで１４人

分 

ということで、片や町立病院が今９，０００円とい

うことでございます。それぞれ業種やなんかいろい

ろな関係で変化はあると思いますけれども、先ほど

副町長が、平成２２年度はある程度見直していきた

いと。職員の同じようなレベルと処理の仕方という

ことでございましたのですが、病院の関係も基本的

には町の方針の中でやっていくというようなのか。 

 というのは、私、厚生福利費ということで平成１

６年度は１６０万円が１９年度１９１万円になっ

て、今度は２０９万円ということで、非常にどんど

んどんどんふえていっている状況なものだから、何

でこんなにということは、互助会の関係の形が、も

う何も見えてこないものだから、どうなのかなとい

う疑問を持って今回、町の職員互助会、それからラ

ベンダーハイツ、それから病院関係ということで資

料請求をいたしましたら、こういうような事情がわ

かったということなので、一応、病院側も病院会計

よりということではあるけれども、基本的に町の方

針で、２２年度はその方針に従っていくということ

で理解してよろしいですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務長、答

弁。 

○町立病院事務長（松田宏二君） ９番中村有秀君

の御質問にお答えしたいと思います。 

 基本的には職員に対して福利厚生の中で助成をい

ただいているというような認識を持っておりますの

で、各会計で結果として決算上は差異が出ておりま

すけれども、それにつきましては、きちっと町のほ

う、あるいはラベンダーハイツ、あと私どもの病院

の中で整合性がとれるような形で検討すべき課題と

認識しておりますので、そのような形で今後、協議

を進めてまいりたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 決算に当たるかどうか

ちょっと疑問なのですけれども、ジェネリック薬品

ですか。これは私、以前は患者のほうから申し出て

使うというふうに聞いていたのですけれども、何か

最近ちょっと変わったといいますか、そこら辺

ちょっとお聞きしたいなと。 

 それの対応によって、病院側ではどういうふうに

変わってきているのか、ちょっと教えていただきた

いなと。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） １１番渡部委員

の御質問にお答えいたします。 

 今、ジェネリックの御質問でございますけれど

も、平成２０年度の診療報酬の改正から、ジェネ

リック後発薬品ということなのですけれども、後発

薬品につきましては、平成２０年度の診療報酬の改

正から、ドクターが指定しない限り使える、利用で

きるという処方箋に切りかえております。 

 よって、今の御質問でございます内容につきまし

ては、外来患者につきましては町立病院９５％が院

外処方です。院外処方と言いますのは、町立病院の

ところで処方箋を書いて、ほかの町の薬局に行って

薬をもらうというシステムでございます。その処方

箋には後発薬品への変更がすべて可、不可というと

ころで、だめな場合だけ、ドクターがこの薬はジェ

ネリックではだめですよと指定しない限り、ジェネ

リックを利用できるというシステムになっておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 今、院外処方だけという

ことであれしていたのですけれども、これは病院で

の入院患者については、これは使えるのか、使えな

いのか、どうなのかちょっと。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） 病院の中といい

ますのは入院患者の場合。入院患者の場合、昨年１

２月からオープンいたしました老健につきまして

は、包括診療の中でジェネリック薬品を利用してお

ります。一部につきまして。 

 一般につきましては、ジェネリック薬品について

は、まだ利用しておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） それは利用できるのだけ

れども、うちの病院は利用していないというのか、

それとも、そこら辺はどうなのか、ちょっと聞きた
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い。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） 御質問にお答え

します。 

 病院の中でドクター含め、薬剤師含めて何度か協

議した結果、今、ジェネリックは使えるのですけれ

ども、町立病院では使っておりません。一般のほう

につきましては。 

 理由は、ジェネリックを使うことによって、すべ

ての薬がジェネリックに変更できないという点が、

まず１点あります。まだここの部分についてはジェ

ネリックを使えないのではないかというところで、

そのことによって薬局における薬の管理、看護師に

おける薬の管理が今の倍の量になるというところ

が、まだ並行しているものですから、先生方の中に

おいての使用が。今現在、薬剤師が７０名近い入院

患者の薬を担当しております。２階の入院患者を１

名の薬剤師が担当している中で、業務量から見て、

また医療事故の面から見て、一般病棟のジェネリッ

クの変更については今、協議中で進めているところ

です。まだ実際には利用しておりません。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） １１番渡部洋己君。 

○１１番（渡部洋己君） 病院によって使ってい

る、使っていないはあるのですか。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） お答えいたしま

す。 

 病院によっては入院患者でも利用しているところ

があると思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

 ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ただいま同僚委員のほうか

ら未収金のことで御質問があって、次長のほうから

回答いただきましたけれども、８億からの取り扱い

の中で、現在５万幾らの未収金ということで、極め

て健全な経営だなと。他の自治体病院では考えられ

ないなというような感じを受けたのですけれども、

その徴収の方法ですね。どのような方法で徴収、こ

こまで収納率を上げているのか。その手法が他の会

計の未収金の何か参考にでもなればと思うのですけ

れども、まさか押さえつけて徴収しているわけでも

ないなと思うのですけれども、その辺ちょっとお聞

かせいただきたいと思います。 

○委員長（長谷川徳行君） 町立病院事務次長、答

弁。 

○町立病院事務次長（山川護君） ３番岩田委員の

御質問にお答えいたします。 

 町立病院の未収金がまず少なく今なってきている

というのは、何点かポイントがあると思います。 

 まず１点は、ドクターのほうの説明責任がまず全

うされているのかなという点です。 

 もう一点につきましては、窓口の医療費をいただ

く担当が委託会社なのですけれども、その女性の方

がソフトな感じで徴収しているというのが、まずそ

こで未収金の発生を極力少なくしているというの

が、まず一つあると思います。 

 もう一点は、未収金が発生した場合どうなるかと

申しますと、基本的に病院会計の中においてのシス

テムが、お金を払わなければ薬の処方箋がもらえな

いシステムになっています、窓口で。 

 よって、まず未収金がかなりそこで、他の会計か

ら見ると少なくなってくるというのが１点ありま

す。 

 また、その中で未収金が発生した場合につきまし

ては、先ほど御質問がございましたように、１６年

度においても分割で支払っていただいております。

毎月１万円ずつ支払っていただいている方もいます

し、１８年度においても分割で支払ってもらってい

るシステムがございます。 

 そのような中で、未収金の発生を防いでいるとい

う内容でございますし、また体が悪くなったら病院

に来られます。そのときに事務所の中でお話をしな

がら、極力未収金の発生を単年度、単年度の金額を

少なくしていく、新しい年の金額を少なくしていく

という努力をしながら、今の状況に至っておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ３番岩田浩志君。 

○３番（岩田浩志君） ただいまの次長の話を聞く

と、やはりためないと。ためないでまめに相談する

ということで、気持ちよく払ってもらうのにはどう

したらいいかということで努力されているのだなと

いうふうに伺えます。引き続いてこのように収納率

を上げていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（長谷川徳行君） ほかにございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） ないようですので、こ

れで病院事業会計の質疑を終了いたします。 

 以上で、企業会計決算認定についての質疑を終了

いたします。 

 暫時休憩いたします。 
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 説明員は退席してください。 

 なお、説明員の方は町長の所信表明から議場にお

入りください。 

─────────────── 

午後 １時４１分 休憩 

午後 １時４２分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 これより、分科会ごとに審査意見書案の作成を行

います。 

 分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら、

委員長まで提出願います。 

 会場等については、事務局長より説明いたさせま

す。 

○事務局長（中田繁利君） 分科会の会場につきま

しては、第一分科会は第２会議室、第二分科会は議

員控室といたします。 

 なお、分科会で審査意見書案の作成が終了いたし

ましたら、議長室で正副委員長と分科長により成案

を作成しますので、他の委員の方は休憩していてい

ただきたいと思います。成案がまとまりましたら、

議事堂で成案の報告、審議を行います。 

 それでは、会場に移動をお願いいたします。 

─────────────── 

午後 １時４２分 休憩 

午後 ４時３３分 再開 

─────────────── 

 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（中田繁利君） 平成２１年度上富良野

町決算特別委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 一般会計。 

 １、町税等の収納について。 

 厳しい経済状況を踏まえ、滞納者への分納・納税

相談を実施するとともに、より一層の収納率の向上

を図られたい。 

 ２、職員提案制度について。 

 職員提案制度は職員の意識改革と行財政改革につ

ながるもので、積極的に推進されたい。 

 ３、ふるさと通信とふるさと納税の連携につい

て。 

 ふるさと通信制度の周知を活発化し、ふるさと納

税制度の活用促進を図られたい。 

 ４、防災について。 

 総合防災訓練における防災会議はマンネリ化して

いるので、会議のあり方を改善されたい。 

 ５、需用費について。 

 経費の削減に努め、特に燃料費については単価の

動向を見極めて購入するなど努力の跡が見受けられ

るが、引き続き節減に努められたい。 

 ６、物品の購入について。 

 物品の購入に当たっては、地域振興の観点からも

町内業者を利用するよう強く進められたい。 

 ７、民生児童委員について。 

 現体制になって２０年を経て高齢化社会の進展と

地域事情に大きな変化があるので、増員・再編成・

報酬等を含め適切な対応を図られたい。 

 ８、各種公園の管理・整備について。 

 各種公園の状況を十分に調査して管理・整備を実

施するとともに、地域との協働の力を発揮された

い。 

 国民健康保険特別会計。 

 未収金が増加しており、町税等の滞納者に対する

行政サービスの制限条例やコンビニ収納、管理職に

よる滞納プロジェクトにより職員の収納努力がみら

れるが、経済悪化により未収金が増加の傾向である

が、滞納者の状況分析に基づいたきめ細やかな督促

と分納を含めた納税相談を実施するとともに、悪質

な滞納者には強制執行を含め、より一層の努力を図

られたい。 

 裏面に行きまして、介護保険特別会計。 

 地域包括支援センターの充実に努められたい。 

 ラベンダーハイツ特別会計。 

 （１）看護師・介護士の労働意欲向上のため、環

境整備に努められたい。 

 （２）食材については、地場産品の利用に努めら

れたい。 

 病院事業会計。 

 看護師・介護士の労働意欲向上のため、環境整備

を図られたい。 

 その他。 

 （１）不納欠損処分については、処分に至る前に

十分な方策を図り対処されたい。 

 （２）各職員互助会、親睦会について職員福利厚

生のため職員互助会等に補助金を交付しているが、

統一基準による取り扱いをされたい。 

 以上であります。 

○委員長（長谷川徳行君） これより、審査意見書

案の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御意見

はございませんか。 

 ６番今村辰義君。 

○６番（今村辰義君） 転入後の話なのですね。修
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正するという話でよろしいですよね。国民健康保険

特別会計の３行目。経済悪化により未収金が増加の

傾向であるがとなっていますけれども、その前、職

員の努力が見られるが、また何々がとなっていて、

言葉がちょっと続かないので、なお傾向であるので

に直したほうがいいと思うのですが。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 今、指摘がありましたが、その前の職員の収納努

力が見られるで１回丸で区切って、その後、経済悪

化により未収金が増加の傾向であるからでどうで

しょうか。努力が見られるで。 

 今村委員、どうでしょうか。どうですか。意見を

言っていただきたいと思います。よろしいですか。

どうします。 

 ほかに意見がありましたら、ご発言願います。 

 ２番村上和子君。 

○２番（村上和子君） 職員の収納努力が見られる

となると、あとはそんなに何もなるので、見られる

が、経済悪化により未収金が増加の傾向であるので

とか、が、がとなっているところを指摘されたと思

いますのでね。努力が見られると切ってしまうと、

あと何も別に、見られるのだけれども、さらにきめ

細かなということをまたあれするわけですので、未

収金が増加の傾向であるので滞納者のと、こういう

ふうにされたらどうでしょうか。そう思いますけれ

ども。あるというのは、あとは努力しているのだか

ら、あるが、経済悪化により未収金が増加の傾向で

あるので滞納者の状況分析にとしたほうが何かい

い。 

○委員長（長谷川徳行君） 今、事務局長のほうか

ら、先に未収金が増加しておりであり、未収金、未

収金もこれ続くのですよね。 

 だから、最初のを取って町税等の滞納者に対する

行政サービスの制限条件やコンビニ収納、管理職に

よる滞納プロジェクトにより職員の収納努力が見ら

れるが、経済悪化により未収金の増加の傾向にある

ので、滞納者の状況分析に基づいたきめ細やかな

云々で、今村委員、どうでしょうか。 

○６番（今村辰義君） 賛成。 

○委員長（長谷川徳行君） そうしたら、このよう

に直させていただきます。 

 ほかに文言並びに意見案について何か。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 審議が終わりましたので、審査意見書は、このと

おり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

と決定いたしました。 

 以上で、審査意見書の審議を終わります。 

 理事者に意見書を提出してきますので、暫時休憩

いたします。 

─────────────── 

午後 ４時４３分 休憩 

午後 ４時５４分 再開 

─────────────── 

○委員長（長谷川徳行君） 休憩前に引き続き、委

員会を再開いたします。 

 理事者により所信表明の申し出がございますの

で、発言を許します。 

 町長向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ３日間にわたりまして決算

の審査を賜りまして、大変ありがとうございまし

た。この間、委員の皆様方には大変貴重な御意見等

を賜り、また適切な御指導をいただきましたこと

を、まず冒頭、御礼を申し上げたいと思います。 

 先ほど決算特別委員会委員長さん並びに副委員長

様から、本２０年度の決算に関します審査意見を

ちょうだいいたしました。それぞれの項目について

拝見させていただきましたが、大変当を得た御意見

だというふうに理解をしているところでございま

す。行政を執行する上におきまして、まさしく御意

見を賜りましたこの趣旨を呈して執行していかなけ

ればならないなということで、改めてその御意見の

意味を重く受けとめたところでございます。 

 また、この間、審議の中でもさまざな、これから

行政執行の中で生かしていかなければならないとい

うような点も数多く御意見を賜ったなというふうに

理解しているところでございます。改善できるとこ

ろは、もうあすからでもすぐ改善していくような、

そういう取り組みを進めてまいりたいなというふう

に考えているところでございます。 

 ことしは自治基本条例が施行されました、そうい

う節目の年にも当たりますので、このたび皆様方か

ら賜りました意見を十二分に、この行政執行の中で

反映し、よりよい、暮らしやすい上富良野のまちづ

くりに、さらに意を尽くしてまいりたいというふう

に考えております。 

 いずれにいたしましても、大変貴重な御意見を賜

りましたことを、心からから御礼申し上げますとと

もに、これからなお一層、私どもの行政執行に対し

て御意見をいただくようお願い申し上げますととも

に、平成２０年度の決算に当たりまして御認定を賜

りますよう心からお願い申し上げまして、所信の表

明とさせていただきたいと思います。 
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 大変３日間ありがとうございました。 

○委員長（長谷川徳行君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において十分その意見を尊重し、最善の努力を

いたしたいとの確認が得られましたので、討論を省

略し、議案第４号平成２０年度上富良野町各会計歳

入歳出決算認定の件及び議案第５号平成２０年度上

富良野町企業会計決算認定の件を採決いたしたいと

存じます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 御異議なしと認めま

す。 

 よって、討論を省略し、議案第４号平成２０年度

上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件及び議案第

５号平成２０年度上富良野町企業会計決算認定の件

を起立により採決いたします。 

 最初に、議案第４号平成２０年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定の件は、意見を付し、原案のと

おり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であって、

よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定する

ことに決しました。 

 次に、議案第５号平成２０年度上富良野町企業会

計決算認定の件は、意見を付し、原案のとおり認定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（長谷川徳行君） 起立多数であって、

よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定する

ことに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（長谷川徳行君） 異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託されました案件の

審議は全部終了いたしました。 

 一言御礼の言葉を申し上げます。 

 ３日間にわたりまして決算特別委員会に十分な御

審議を賜りましたこと、私の不手際で、なかなか議

事がスムーズに行かなかったのですけれども、委員

各位の慎重な審議、御発言をいただきまして、円滑

にスムーズに進められましたことに感謝を申し上げ

たいと思います。 

 理事者側におかれましても、本委員会でありまし

た意見を十分に来年の予算にも反映させることを期

待いたしまして、私の御礼の言葉にさせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 御苦労さまでございました。 

午後 ５時００分 閉会 
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